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概要

近年，災害情報の収集・共有に関し情報システムを活用する事例が見られる。し

かし 既存システムとの間で二重の入力作業が発生したり 導入後も電話や に、 、 FAX
よる報告が残るなど報告体制・ルールが適切に整備されていなかったりすることに

より、情報システムを導入しても当初の目標通りの効果が発現しない事例が少なか

らず存在する。この資料では，このような事態解決のために災害情報システムの整

備効果が十分発現しない要因を分析した上で、各要因に対する解決方策を検討した

成果をとりまとめたものである。

ｷｰﾜｰﾄﾞ：災害情報，情報共有

Synopsis
This report summarizes solutions for various factors which let existing disaster information
sharing system to be less effective.
It is often observed that disaster information sharing systems are introduced to
administration recently. However, their original aims are not achieved sometimes due
to some reasons such as duplicate input task with previous systems, lack of



appropriate administrative rules etc.
Problems of disaster information sysytems from the viewpoint of effectiveness were
analyzed and a requirement on disaster information sharing system was proposed in
this report.
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報告書 概要版 

 
検討のアウトライン 

本調査の最終目標は，災害情報の効果的な共有により，災害対応業務の効率化，高度

化を図ることである。それを実現するために，まず既存の災害情報共有システムのレビュ

ー，現在の災害対応業務の問題点の解析を通して，災害情報共有システムのありかたを

検討した。更にこれを「災害情報共有プラットフォーム」という具体化した情報システムのプ

ロトタイプを構築し，実証実験により災害対応業務への適用性を実務的な目で検証・評価

した。具体的には以下に示す流れで検討を進め，各検討項目で知見を得た。 
なお，本調査は国土交通省総合技術開発プロジェクト（総プロ）「災害情報を活用した迅

速な防災・減災対策に関する技術開発及び推進方策の検討」（平成 15～17 年度）の中の

「災害情報の迅速な集約・共有を達成する技術の開発」として行われたものであり，国土地

理院及び国土技術政策総合研究所が共同して研究を進めたものである。また，本調査は，

全体委員会及びその下部組織として「分科会Ⅰ 災害情報共有・統合分科会」が設置さ

れ，有識者，関係機関から指導・助言を頂きながら検討されたものである。 
 
導入済みの災害情報共有システムの運用状況等に関する調査 

全国の災害対応の現場には様々な災害情報共有システムが導入されてきた。本検討で

は幾つかの災害情報共有システムの概要や使われ方を調査し，利用が定着した理由，し

なかった理由を整理した。 
＜利用が定着した理由＞ 

（開発段階） 

・必要な機能に絞って開発 

・開発・維持コストを抑制 

・開発段階でユーザーの意見集約 

・入力負担増加を極力抑制 

（利用環境整備） 

・事前に操作テスト期間や説明会を設定，

操作方法を取得（平常時からの利用） 

・担当部局がきめ細かく入力を指示 

・システム，従来型手段を適切に使い分け 

・きめ細かく操作マニュアルを改訂 

・システム導入を機にそれまでの手段を使

わない 

・認めないこととしたため 

（業務への位置づけ） 

・幹部報告等に使われる等，入力義務感が

増加 

・システムが業務の流れに合致 

・データ入力者にメリット 

＜利用が定着しなかった理由＞ 

（開発段階） 

・FAX，システム等の手段の特徴を考慮し

なかった 

・担当者の異動で開発方針がぶれる 

・構築検討時に関連部局を巻き込まなかっ

た（巻き込むと遅くなる） 

・手書き図面等，システムで扱うには不向き

なデータもある 

・技術的制約で機能が未熟・不足 
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・災害対応の現場にそぐわない操作煩雑性 等 

（利用環境整備） 

・運用ルールが未整備 

・平常時に利用しない 

・システム導入後も以前の報告手段が存在 

・各部署が個別に既にシステムを構築 

・システム間連携がない（同一データを異な

るシステムへ何度も入力） 

・メインテナンスコストが高く，不十分 

・OS のバージョンアップ等を行っていない 

・入力ミスが多く，効率性向上にならず 

・基図，コンテンツが不足 

（業務への位置づけ） 

・データ入力者にメリットがない 

・システムの重要性が認知されていない 

・最優先の報告先へは別手段 

 
現状分析を踏まえた検討項目の設定 

先の検討を踏まえ，災害対応業務に真に役に立つ災害情報共有システムの要件，検討

項目を下記の通り，整理した。 
 
１．新たな災害対応業務モデルの構築 

・各部署の災害対応上の役割の重要度・緊急度の整理とそれに伴う情報の重要度の評価 

・プラットフォームを含む業務モデルの具体化（操作人員配置等） 

２．災害情報共有プラットフォームの開発 

・必須機能要件の明確化 ・操作性の高い GUI 

３．災害情報共有プラットフォームの実務性の担保 

・データ辞書の開発 

・システムインターフェース仕様の開発 

・FAX データからの位置情報読み取り技術

の開発 

・間接位置参照データベースの開発 

・バックアップ手段・体制切り替え手法の開

発 

 
災害時の伝達・共有すべき情報の整理 

災害対応の現場が策定・使用している防災業務計画や各種マニュアル，報告様式の整

理，あるいは実際の災害時に伝達された資料，メモの解析を行うことにより、災害対応業務

において伝達・共有が必要となる情報を具体化，詳細化した。また，情報を利用する機関，

情報に対する重要度の付与を行った。 
 
伝達手段の検討 

上記で整理した様々な災害情報について国土交通省内（本省，地方整備局，事務所）

における伝達経路，伝達手段，伝達手段の優先順位等を整理した。 
 
現状の災害対応上の課題の整理 

新たな災害対応業務モデルを検討する前段として，現在の災害対応，とりわけ災害情

概要- 2



報の伝達・共有に関する課題を整理し，解決の方向性を検討した。解決の方向性につい

ては，情報伝達上の体制・運用にかかるものと，既存システムやツールにかかるものに分

類した。 
 
業務モデルの確定 

上記で整理した内容をもとに，災害情報共有システムを手段として組み込んだ災害対応

業務の手順（業務モデル）を検討した。ここで検討した新たな手順（業務モデル）では，災

害情報伝達・共有の課題は災害情報共有システムにより解決されている。具体的にはユ

ースケース図と称する，「行為者」（例：地方整備局），「行為者の機能」（例・情報収集），

「機能にかかわる情報」（例：例：参集者リスト）により情報の流れを視覚的に示す手法を用

い，以下の 17 の項目について業務手順（業務モデル）を整理した。 
 

１ 災害の規模を把握し，地整本局に第一報を報告する 

２ 災害の規模を把握し，本省に第一報を報告する 

３ 災害の規模を把握する 

４ 災害の規模を把握する 

５ 周辺の災害状況を把握し，災害対応の体制を整える 

６ 被害のおおまかな全体像（地整管轄内）を把握し，体制を整える 

７ 被害のおおまかな全体像（全国的）を把握し，体制を整える 

８ 政府対策本部を設置し，防災担当大臣の会見を行う 

９ 現地にて施設点検を実施し，報告する 

１０ 局管轄内の災害対応業況を把握する 

１１ 各被災地域（地整本局）の災害対応状況を把握する 

１２ 現地にて災害救助・応援復旧活動を行う 

１３ 災害対応体制を構築し，現地対応を指導・支援する 

１４ 各局の報告を受け，被災地域へのバックアップを図る 

１５ 関係省庁連絡会議を開催し，情勢の分析・今後のバックアップ体制を決定する 

１６ 被災地外の局・事務所が支援を実施する 

１７ 政府・本省・局・事務所が必要に応じ，マスコミ・住民への情報提供を行う 

 
災害情報共有プラットフォームの機能 

ここまでで整理した現状の課題，災害対応業務の流れ等をもとに，災害情報共有システ

ムが具備すべき機能を下記の通り整理した。 
 

災害情報共有システムの機能 
・平常時システムとの連携により必要な情報を災害情報共有プラットフォームから検索し引用 

・カメラ画像閲覧等，ニーズの高いシステムと連携し，災害情報共有プラットフォームからその機

能を使用 

・「地図」，「掲示板」を基本機能として，役割を果たす上で必要となる情報の切り口に応じて閲覧 
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・報告内容に含まれる「時間」，「位置」を災害情報共有プラットフォームで管理 

・Web 方式を採用し，ブラウザで複数が同時に閲覧可能 

 
またこれら機能を実現するための，下記の要素技術を開発した。 

・システム連携インターフェース，データ辞書 

・FAX-OCR（光学式文字読み取り）；FAX 送信されたデータをディジタル化，送信されたデータの

災害情報システムへの重畳に必要な位置や発信元に関するデータをテキスト化したのちに災

害情報共有プラットフォームに送信するためのソフトウェア 

・間接位置参照データベース；災害対応業務で実際に使用されている「距離標」，「施設名」，「住

所」，「地名」等を「緯度・経度」に変換する辞書となるソフトウェア 

 
災害情報共有プラットフォームの実証実験 

以上で検討・開発した結果を災害対応に利用した場合の効果及び実務性の検証を行う

ために，実証実験を実施した。先にも述べたとおり，本調査は総プロの一環として行われ

たものであるが，その際の開発委員会へのメンバーの参画をお願いしていたこともあり，実

証実験のフィールドとして中部地方整備局の協力を得た。 
これまでの災害対応で課題となっていた情報管理面の問題が解決されたことを確認した

一方で，あらゆる関連部署にわたるシステム要件定義の重要性があらためて明らかにされ

た。 
 
 
まとめ 

本調査では「災害情報共有プラットフォーム」の要件を整理し，そのプロトタイプシステム

を実証実験に供することにより，当初の目的であるところの災害情報共有が災害対応業務

改善の一助になることを確認した。具体的には下記の効果が確認された。 
 
・従来用いられていた管内図等の代替として電子地図を用いることにより，同一の情報を縮尺を換え

て表示したり，多様な種類の地図情報を重ね合わせる等，情報の有効かつ効率的な管理，利用が

可能となった。 

・従来用いられたホワイトボード等の代替として電子掲示板を利用することにより，同一被災地点にか

かる情報の時系列管理（並べ替えや前報との違いの強調等）を効率的に行うことが可能となった。 

・個別の情報に添付ファイルで写真や記者発表資料等を関連付けることにより，従来煩雑であった多

様な情報の連携管理を，効率的に行うことが可能となった。 

・Web 技術を用いることにより，地方整備局本局と事務所等，離れた場所であっても，同じ情報を同

時に共有することが可能となった。 
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１．はじめに 

災害情報の収集・共有に関し情報システムを活用する事例が見られる。しかし、既存シス

テムとの間で二重の入力作業が発生したり、導入後も電話や FAX による報告が残るなど報告

体制・ルールが適切に整備されていなかったりすることにより、情報システムを導入しても

当初の目標通りの効果が発現しない事例が少なからず存在する。 

このような事態を解決することを目的として、国土技術政策総合研究所危機管理技術研究

センター地震防災研究室及び高度情報化研究センター情報基盤研究室並びに国土地理院情報

普及課では、国土交通省総合技術開発プロジェクトの一環として、共同で平成 15 年度から

17 年度の３年間で、災害情報システムの整備効果が十分発現しない要因を分析した上で、各

要因に対する解決方策を検討してきた。 

検討の流れを図１－１に示す。 
まず、災害時の情報伝達・共有に情報システムを適用した事例を分析した。具体的には、

情報システムの導入が効果を発揮した事例、十分な効果が発現していない事例の双方を分析

し、システムの導入効果の発現を阻害する要因を抽出した（第２章）。 

その上で、災害情報共有システムが効果的に災害情報の伝達・共有作業を支援するために

検討すべき項目を整理した（第３章）。 
講ずべき方策としては、図１－１中、3.～8.に示す方策であり、各々について必要な技術開

発を本取り組みで行った（第４～８章）。また，実務性の検証を行うために実証実験を行ない

（巻末参考資料），そこで得られた課題を反映しながら災害情報共有プラットフォームの開発

を実施した。 
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図１－１ 検討の全体の流れ 
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ＦＡＸ－ＯＣＲ

間接位置参照データベース

システム間連携標準
インターフェース・
データ辞書

FAX送信した資
料が電子化され
システム上で見ら

れる

距離標、地先名でも電子地図
上に落とせる

距離標、地先名からその地
点の情報を検索できる

・電子地図と電子掲示板で情報管理
・地図と掲示板で情報をリンク

災害情報共有プラットフォーム

例）ＣＣＴＶカメラシステムとの
連携でカメラ画像を見られる

大変な入力作業から解放大変な入力作業から解放 大量の情報の管理も簡単に大量の情報の管理も簡単に

他のシステムとの他のシステムとの
親和性を確保親和性を確保

距離標と緯度経度を対応付け距離標と緯度経度を対応付け

上位機関報告様
式に準じ自動出

力

<入力系構成要素> <閲覧系構成要素> <出力系構成要素>

他の情報システムの
データを取り込める

 
図１－２ 災害情報共有プラットフォームの全体像 

 

地図縮尺は６段階
で切り替え
さらに、県や事務所
単位での表示も可能

表示可能縮尺例２
1/2500（河川基盤図）

電子地図

表示可能縮尺例１
1/10000

電子掲示板

⇒マグネットや付箋で情報を管理していた管内図の電子化

 
図１－３ 災害情報共有プラットフォームにおける電子地図のメリット 
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⇒ホワイトボードの電子化

電子地図

電子掲示板

点検進捗、被害等カテゴリー毎に一覧表 各点検区間・各被害箇所の詳細情報画面

一覧表内の各情報の
位置は１クリックで
地図上で確認できる

地図上のアイコンをクリックし
当該箇所の詳細な情報
を確認できる（その逆も可能）

 

図１－４ 災害情報共有プラットフォームにおける電子掲示板のメリット 
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２． 導入済みの災害情報共有システムの運用状況等に関する調査 

本章では、全国で運用されている災害情報共有システムの代表的事例について導入状況等

を整理した上で、その中から特定の災害情報共有システムに着目し詳細調査を実施した。な

お、本章の調査の趣旨は、「導入済みの災害情報共有システムが現状では災害対応時に十分

に効果を発揮していないとの認識」のもとで、災害対応業務にシステムを有効に活かすため

の方策を今後検討するための基礎資料にすることである。 
 
２．１ 全国で運用されている災害情報共有システムに対する調査 

 
（１） システム概要整理 
各地方整備局などで導入済みの災害情報共有システムの運用状況などを幅広く調査し、課

題の一般的傾向を把握するため、システム運用主体に対し、アンケート調査を実施（平成

15 年 12 月実施）した。アンケートにて回答が得られたシステムを分野別に整理し、表２－

１に示す。 
 

表２－１ システム概要整理（アンケート回答より） 

該当分野（部署） 
導入組織 システム名称 全

部署
道路 河川

港湾
空港

備考 

北陸地方整備局 
通行規制情報収集・提供システム

（全地整統一システム） 
- ○ - -  

東北地方整備局 道路情報共有システム - ○ - -  

防災関連情報掲示板機能 ○ ○ ○ ○  

災害対策支援システム ○*1 ○ ○ ○
*1 防 災 Ｌ Ａ Ｎ 接 続 可 能

事務所のみ利用可能 
関東地方整備局 

道路情報システム - ○ - -  

中部地方整備局 災害緊急支援システム ○ ○ ○ ○  

災害時支援資機材等管理システム ○*2 ○ ○ - *2 港湾関係部署を除く 

道路情報システム - ○ - -  

体制・警報文作成システム（河川） - - ○ -  

洪水予報文作成システム（河川） - - ○ -  

沿岸気象海象配信システム - - - ○  

中国地方整備局 

港湾施設情報システム - - - ○  

九州地方整備局 防災情報システム ○ ○ ○ ○  

沖縄総合事務局 (整備システムなし) - - - - アンケート結果の回答より 
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（２） アンケート調査及び結果 

 
（１）で概要を示したアンケート調査の項目を表２－２に、またアンケート結果の一覧を

表２－３に示す。 

 
表２－２ アンケート調査項目 

項目 調査内容 

システム概要 

 利用対象機関・部署、主な機能、GIS・地図表示機能、主

な取り扱い項目 
 システムの平常時の利用 、操作等の訓練の実施状況 
 他部局・機関の他システムとのネットワーク化（データ交

換等）の状況 

システム構築手法 
 システム構築の動機・目標、 構築時の検討体制（巻き込

んだ部署） 
 構築時の検討項目 

システム利用状況 

 利用実績・運用状況、現在使える状況になっているか？

（なっていないならどういう状況か？） 
 特に大規模な災害時の利用実績はあるか？ 
 システムが当初目標通りに効果を発揮できていない部分が

ある場合、その原因はなにか？ 
 システム導入前後で仕事のやり方を変えたか？ 
 システムを導入した仕事のやり方へ円滑に移行できたか、

移行のための工夫は何かしたか？  
構築後のシステム

の改良状況 
 どういう理由でどう改良したか、それにより利用実績がど

う変わったか？ 

その他  災害情報の集約へのシステム導入・利用についてのコメン

ト 
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表２－３ アンケート結果一覧（１） 
Ⅰ．システムの概要について

通行規制情報収集・提供シス
テム
（全地整統一システム）

道路情報共有システム 防災関連情報掲示板機能 災害対策支援システム 道路情報システム 災害緊急支援システム
災害時支援資機材等管理シ
ステム

道路情報システム
体制・警報文作成システム
（河川）

洪水予報文作成システム（河
川）

沿岸気象海象配信システム 港湾施設情報システム 防災情報システム （整備システムなし）

北陸地方整備局 東北地方整備局 関東地方整備局 関東地方整備局 関東地方整備局 中部地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 九州地方整備局 沖縄総合事務局

アンケート質問事項
・整備局内道路部
・整備局内道路管理担当事務
所

・整備局内道路部、１２事務所
・東北６県、仙台市、日本道路
公団

整備局内（本局及び全事務
所）

整備局内（本局及び防災LAN
使用可能事務所）

整備局内 企画部・道路部・道
路関係事務所

・整備局内。ただし港湾空港
部は一部閲覧機能のみ。
・所管区域の県は、インター
ネットで閲覧可能。

整備局及び管内事務所（港湾
関係部署を除く）

中国地方整備局　道路部・各
道路関係事務所

・整備局河川部
・管内河川関係事務所

管内、洪水予報発表事務所 港湾空港整備課 港湾空港部（事務所含む）
整備局内全クライアント（業務
系ネットワーク）、本省、各地
整

-

主な機能、GIS・地図表示機能
　・ 被害箇所情報の
　　入力/更新/参照

○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ ○ －

　・ 登録情報の検索 ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ ○ －

　・ 全体とりまとめ様式の自動作成 × ○ × × × × × × ○ × × × ○ －

　・ 他システムへのデータの
　　エクスポート

○（自動） ○（手動） × × × × × × × × × × × －

　・ 他システムからのデータの
　　インポート

× ○（自動/手動） × × ○（自動/手動） × × × × × × × ○（自動） －

　・その他 × ○（迂回路検索機能） × × ○（路上障害情報等の表示） ×
○（協力業者の所在地を地図

情報で表示）
× × ×

○（気象海象情報・警報・台風
情報等）

× × －

主な取り扱い項目 × × × × × × × × × × × × × －

　・ 被害箇所（地図上に図示） × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ －

　・ 被害箇所（市町村名字名） ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × ○ －

　・ 被害箇所（キロポスト） ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × ○ －

　・ 施設名・河川名・路線名 ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ ○ －

　・ 被害規模（延長等） ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ －

　・ 被害種別（崩落、浸水等） ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × ○ －

　・ 現在の状況 × ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ －

　・ 復旧見込み × ○ × × × × × × × × × × ○ －

　・ 報告時刻・更新時刻 × ○ ○ × × × × × × × × × ○ －

　・ 報告機関、報告者名 ○ ○ ○ × × ○ × × × × × × × －

　・ 担当者コメント × × ○ × × × × × × × × × × －

　・ 現地静止画像 × × × × × ○ × × × × × × × －

　・ 概算被害額 × ○ × × × × × × × × × ○ ○ －

　・ その他 ×
○（迂回路の有無、気象条
件、被害状況[人的/物的]）

○（各指令文の受報確認履
歴）

×
○（路上障害情報・気象情報・

工事情報等）
× ○（資機材、人員の数量） × × × × ×

○（迂回路、点検状況・結果
等）

－

システムの平常時の利用
工事等に伴う通行規制情報を
入力

工事規制情報・冬季通行規制
情報の入力

なし 備蓄資材の確認
道路管理に必要な情報の把
握

なし なし

・各種情報入力
・気象テレメータ情報の確認
・情報版・交通量の確認
・交通規制情報の確認
・防災体制・警報注意報の確
認
・降雪状況の確認

なし なし なし なし なし －

操作等の訓練の実施状況 なし
試験運用開始時に各管理者
で入力・閲覧・解除を実施。

定期的にシステムを活用した
訓練を実施

局内で全体説明会を実施した
が、利用性の改良が必要なこ
とから本館運用は行われてい
ない。

災害訓練時に実施 なし なし なし なし
梅雨期および台風期前におい
て気象台と連携しシステム習
熟演習の実施

なし

・国総研による研修（年１回）
・港湾空港整備課にて研修（H
１４年度実施、本年度は実施
せず）

定期的に訓練を行うとともに、
ヘルプ機能、練習環境システ
ムを備えている。

－

他部局・機関の他システムとのネッ
トワーク化（データ交換等）の状況

・道路情報ターミナルを経由
し、VICSとデータを共有化。
・イントラネットで局内全部署・
全事務所で閲覧可能。

・道路情報共有システムで
データの共有化を図る。
・東北地整・関係事務所の関
係化は、イントラネット及びイ
ンターネットで閲覧可能。
・東北６県、仙台市、日本道路
公団は、光ファイバまたはイン
ターネットで閲覧可能。
・システムを有する関係機関と
は、インターフェイスにて対応
を図る。

・イントラネットで局内全部署
で閲覧可能
・HP掲載データとして活用

現状では、考えていない（今
後の課題）。

防災情報のポータルサイトに
登録し情報の共有化を実施。

・イントラネットで局内全部書
で閲覧可能。
・道路部が開発している「道路
管理情報システム」から被害
情報を取り込むよう、システム
改良することを検討中。
・港湾空港部が保有する「港
湾施設情報システム」から被
害情報を取り込む方向で検討
始めるよう調整中。

なし なし なし 気象台 なし

・各整備局港湾空港部・北海
道開発局・沖縄総合事務所で
データ共有
・イントラネットで担当者のみ
閲覧が可能

・なし
・道路部の道路情報システム
と二重入力となるところがあ
り、システムの連携を図ってい
る。

－

Ⅱ．システム構築手法について

システム構築の動機・目標 －

・関係機関の被害箇所等の状
況及び詳細な位置情報の把
握に時間を要しており効率化
を図るため。
・管理の高度化・効率化を図
り、将来的には利用者サービ
スの向上を図る。

局内での情報共有、災害業務
の省力化、情報の履歴保存

従来の独立型システム（各事
務所内）をネットワーク上で運
用管理することにより、現地の
被災情報管理、備蓄資機材
データ及び緊急輸送路情報な
どの防災情報を電子情報とし
て運用を行い、災害復旧支援
の高度化を図ることを目的とし
ている。

整備局管内の路上で発生す
る事象情報の一元化

電話やＦＡＸで何度も本局・事
務所、事務所間で同じ情報を
やりとりすることを避け、一度
の入力作業で情報を共有する
ことを目的にシステム構築し
た。

事務所間応援の際に、近隣の
事務所と協定を締結している
協力業者の保有資機材を把
握することにより、円滑な応援
活動を遂行することを目的とし
ている。

－

本局及び事務所の防災体制、
水防警報文発表状況の確認
等。
水防警報文を関係機関へＩＰＦ
ａｘ送信することによる伝達の
効率化。

気象台との共同発表による洪
水予報文作成の効率化。全
国システム

気象庁データの配信を受けて
いるだけのため回答不能

システム構築については国総
研・本省の方で行っているの
で回答できない。

当初は、地整内において防災
体制状況の把握のため構築し
ており、その後の改良により
施設被害や職員の安否等拡
充を図っている。

－

構築時の検討体制（巻き込んだ部
署）

－

システム構築にあたり、東北
地方整備局関係課、東北６
県、仙台市、日本道路公団東
北支社との間で検討会を実施
し、問題・課題等について、各
機関の状況を把握した。

システム構築にあたり、局内
各部（各班）の代表者による
ワーキングを設けて課題、表
示内容等の検討を実施

企画部、河川・道路の各事務
所、関東技術事務所

・道路部　道路管理課・交通
対策課
・河川部　電気通信課

システム構築にあたり、利用
対象機関である各部の担当
者間でのワーキンググルー
プ、幹部による委員会を設置
して開発方針を検討し、技術
事務所でシステム開発した。

企画部、道路部、河川部、事
務所

－ － 他地整整備システム － －
システム構築にあたり、各部と
調整した。

－

構築時の検討項目
　・ 現状の様式による集約上の課
題

× ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ －

　・ 従来通りのFAX・電話が良い
か、システムによる共有が良いかの

× × ○ × × × × × ○ × × × ○ －

　・  システムにて取り扱うべき項
目、システム機能

× ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ －

　・ システム導入後の情報集約の
体系・ルール

× ○ × ○ × ○ × × × × × × ○ －

　・ 県等利用対象機関の災害対応
の実情（体制、様式等）

× ○ × × × × × × × × × × × －

　・  災害時の体制、入力者の作業
負荷からみた入力可能性

× ○ ○ × × ○ × × × × × × ○ －

　・ 他機関にて導入済みのシステム
との間のインターフェース

× ○ × × ○ × × × × × × × × －

　・ その他 × ○ × × × × ○（不明） × × × × × × －

　　　　　　　　　　システム名称
　　　　　　　　　　導入組織
　　　　　　　　　　利用対象機関
                         部署
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表２－４ アンケート結果一覧（２） 

Ⅲ．システムの利用状況
通行規制情報収集・提供シス
テム
（全地整統一システム）

道路情報共有システム 防災関連情報掲示板機能 災害対策支援システム 道路情報システム 災害緊急支援システム
災害時支援資機材等管理シ
ステム

道路情報システム
体制・警報文作成システム
（河川）

洪水予報文作成システム（河
川）

沿岸気象海象配信システム 港湾施設情報システム 防災情報システム 整備システムなし

北陸地方整備局 東北地方整備局 関東地方整備局 関東地方整備局 関東地方整備局 中部地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 中国地方整備局 九州地方整備局 沖縄総合事務局

アンケート質問事項
・整備局内道路部
・整備局内道路管理担当事務
所

・整備局内道路部、１２事務所
・東北６県、仙台市、日本道路
公団

整備局内（本局及び全事務
所）

整備局内（本局及び防災LAN
使用可能事務所）

整備局内 企画部・道路部・道
路関係事務所

・整備局内。ただし港湾空港
部は一部閲覧機能のみ。
・所管区域の県は、インター
ネットで閲覧可能。

整備局及び管内事務所（港湾
関係部署を除く）

中国地方整備局　道路部・各
道路関係事務所

・整備局河川部
・管内河川関係事務所

管内、洪水予報発表事務所 港湾空港整備課 港湾空港部（事務所含む）
整備局内全クライアント（業務
系ネットワーク）、本省、各地
整

-

利用実績・運用状況、現在使える
状況になっているか（なっていない
ならどういう状況か

Ｈ１５年度から稼働している
が、稼働以降、大規模災害が
発生していないため、未使
用。使える状況にはなってい
る。

現在試験運用中
システム導入後、約２０回の
実災害対応で活用している。

現在のところ実災害での利用
実績はない。
試験的な利用は可能。

各担当職員が必要なときに必
要なデータを利用できる状況
になっている

独自のシステム「東海道路震
災情報共有システム」を有す
る道路事務所は、災害緊急支
援システムではなく、前者に
被害入力をするため、道路被
害については、システム導入
後も道路部から紙に出力した
ものを受け取っている。また、
港湾空港部は、災害緊急支
援システムで被害情報を入力
できないため、FAXかメールに
よるやりとりとなる（省庁再編
後、港湾施設が被災した災害
なし）。

現在使える状態にあるが、利
用する機会がない。

職員への周知はほぼ出来て
いる。使用状況も良い。

防災時に活用している。 防災時に活用している。
台風・地震時に情報を入手に
利用

利用実績は無し。現在使える
状況になっている。

システム導入後、時間が経過
しており、また訓練や本局から
の入力指示もあるため、比較
的スムースに運用されてい
る。

－

特に大規模な災害を経験されてい
る場合の利用実績

－ －

（災害名：今年度、特に大規模
な災害は発生していない。）
（利用実績・状況：情報の登録
が遅れた箇所もあったが、体
制に入った全事務所で使用）

なし

（災害名：平成１４年７月台風
６号）
（利用実績・状況：降雨状況・
道路規制情報の迅速な把握
ができた）

（災害名：Ｈ１２東海豪雨水害）
（利用実績・状況：本格運用前
であった。サーバの容量が小
さく、パンクした。）

利用実績がない なし － － 特になし なし

（災害名：　Ｈ１５遠賀川水害
（計画高水位突破））
（利用実績・状況：システム入
力は、電話等の問い合わせが
殺到しており、その期間はリア
ルタイムで入力できないことも
あった。
　一般被害（内水被害）は、道
路冠水による通行不能浸水
のため、現場へ直行できない
などの問題はあったため、調
査できない箇所もあった。

－

システムが当初目標通りに効果を
発揮できていない部分がある場
合、その原因はなんだと思われる
か

－ －

・一部に他システムと重複して
情報登録を行うところがあり二
度手間となっている。
・ 被災情報の登録を各支部か
ら報告を受けた本部の各班に
て実施することとしているが、
登録に時間を要している。（登
録者を各事務所とするなどの
対応が必要）

利用に際しての情報を登録す
る者が不明確（運用ルールが
未確定）

当初目標通りの効果を発揮し
ている。

・GISの基図が悪い。地図をプ
リントアウトする機能がない。
・行政ＷＡＮの中に存在するた
め、サーバの容量が小さく、大
規模災害時にパンクする。
・道路事務所では道路部が独
自に開発したシステムでの入
力を優先するため、再度、災
害緊急支援システムに入力し
ない。

資機材の支援応援を必要とす
る災害が発生していない。

－ なし なし 特になし
利用実績がないため、回答不
能

現状では当初の目的としての
効果は発揮できている。今
後、ネットワークの融合やGIS
機能（簡単に使用できるもの）
等の追加が課題となる。

－

システム導入前後で被害箇所報告
等のやり方を変えたか？

従前どおり紙ベースによる報
告を受けることとしている。（通
行規制情報の収集・提供をメ
インとしたシステムであり、こ
れまで災害時収集していた情
報の全てを網羅出来ないた
め）

－
被災箇所の報告方法につい
ては、原則従来と変えていな
い。

現在、運用ルールを検討中

今まで、FAXでやりとりをして
いた、雨量状況や規制情報を
オンラインで収集することとし
た。

システムでの定型的なもの
は、紙ベース報告はとりやめ
たが、事務所から事業部への
細かい報告は、依然、紙ベー
スでのやりとり。

－ － 該当しない 該当しない 特になし 変更無し

図面については基本的には
変わっていないが、本部から
事務所への問い合わせ等は
かなり減っていると思われる。

－

システムを導入した仕事のやり方
へ円滑に移行できたか、移行のた
めの工夫は何かしたか？

－ －

システム導入に際し、事前に
操作テスト期間を設け９月の
訓練時に・行運用を開始した
ことにより比較的スムーズに
移行出来た。

説明会の実施
関係者への説明会を実施し
た。

本部、支部の体制はシステム
入力する習慣が定着してい
る。

システム導入後、データの更
新がなされないため、年度当
初にデーターの更新を事務所
に指示した。（毎年、指示が必
要。）

規制状況等のシステム入力
の徹底が図られ、状況把握が
迅速になった。

－ － 問題・工夫とも特になし 問題・工夫とも特になし

移行に関しては時間の経過に
より定着してきた。訓練や入
力指示により情報共有化とし
ては実施できている。
　ただし、広域的で大規模な
災害時において、情報が輻輳
した状況では、情報輻輳や入
手できないことから運用は難
しいと考える。

－

システムが当初目標通りに効果を
発揮できていない原因に対して、そ
の解決に向けた検討・措置をとって
いるか？

－ －
課題等について、関係部局
（実務者レベル）で調整を進め
ている。

利用に際しての運用ルール等
の検討

－

・GIS化した管内図に被害情報
を表示させる新たなサブシス
テムの構築を検討中。
・道路の被害情報について
は、道路部が開発中の「道路
管理情報システム」から被害
情報を取り込むようシステム
改良を検討中。

－ － － － － －

現在光ファイバーでのネット
ワーク化を進めている。港湾、
営繕事務所
　　等の計画が未定であり、課
題は残る。

－

そのほか、災害情報の集約へのシ
ステム導入・利用についてのコメン
ト

－ － － － － －

当システムは災害時にのみ利
用するものであり、また、他の
システムと違いブラウザ上で
利用できるシステムになって
いないため、利用方法の理解
に難がある。
緊急時に利用の仕方でとまど
うことがないようなシステム作
りが必要。

○既存システムとの関連性
システムの統合が必要と思わ
れる。
　例えば、現道で災害が発生
した場合、本局では「道路情
報システム」以外に２つのシス
テムへの入力が必要となる
（道路交通規制状況把握シス
テム、道路災害情報データ集
計システム）。
　全国システムの利点がいか
されていないと思われるので
調整をお願いしたい。また、統
合するとした場合、新たにシス
テムを開発するのではなく、既
存システム（道路情報システ
ムが望ましいと思います）によ
りお願いしたい。

アンケートの目的、また、「水
情報国土基本方針」との位置
付けを提示して頂
きたい。

アンケートの目的、また、「水
情報国土基本方針」との位置
付けを提示して頂きたい。

－

現在、航空写真等の足りない
データがあるため、今後はそ
れらデータの追加作業を随時
行っていく。
また、操作の熟達度向上のた
め、防災訓練で使用すること
も検討中。

九州の場合、システムも簡単
であり、比較的利用回数が風
水害で多く、情報共有化として
は担当者の負担軽減となって
いる。
　今後GISとの連携、画像情報
（動画）等について、実施して
いく必要があるが、ネットワー
クやサーバの強化を行ってい
くことが重要である。

沖縄総合事務局でも、災害情
報の共有化のシステムの構
築が必要であることを認識し
ており、検討を進めているとこ
ろでありますが、単独でシステ
ム構築を行うには、コスト・通
信ネットワーク等のために現
在、未整備の状況となってい
る。
　全地整レベルで、統一した
共有化システムが開発されれ
ば、そのシステムに沖縄総合
事務局も相乗りさせていただ
きたい。

　　　　　　　　　　システム名称
　　　　　　　　　　導入組織
　　　　　　　　　　利用対象機関
                         部署
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利用が定着したシステム    現状          現状を踏まえた要因 

利用が定着していないシステム 

通行規制情報収集・提供システム（北陸地整） 

利用が定着した理由 

 当初目標通りの効果を発揮している 

 降雨状況・道路規制情報の迅速な把握ができた 

 情報の登録が遅れた箇所もあったが、体制に入った全

事務所で使用 

 各担当職員が必要なときに必要なデータを利用できる

状況になっているため 

 システム導入後、実災害対応で活用したため 

 本部から事務所への問い合わせが減少し、情報の共有

化として実施できている 

利用が定着しない理由 

 利用に際しての情報を登録する者が不明確なため、運

用ルールが定まらない 

 被災情報の登録を各支部から報告を受けた本部の各班

にて実施することにしているが、登録に時間を要して

いる 

 導入後データの更新がされていない 

 従来通り紙で報告を受けている 

 一度に他システムと重複して情報登録を行うところが

あり二度手間となっている 

 利用できる状態にあるが、利用する機会がないため 

 電話で第一報、その後システム入力という手段並存の

状況である 

 システム入力は完全ではないため参考程度の位置付け

である 

事前に操作テスト期間や説明会や

訓練を設けたことにより、スムー

ズに移行できたため 

入力メリットを感じず、入力負担

を感じているため 

システム構築時の検討不足のため 

災害が発生していないため

道路情報共有システム（東北地整） 

防災関連情報掲示板機能（関東地整） 

災害対策支援システム（関東地整） 

道路情報システム（関東地整） 

災害時支援資機材等管理システム（中国地整） 

道路情報システム（中国地整） 

体制・警報文作成システム（中国地整） 

洪水予報文作成システム（中国地整） 

沿岸気象海象配信システム（中国地整） 

港湾施設情報システム（中国地整） 

防災情報システム（九州地整） 

データ入力者にメリットがあった

ため 

システム入力の徹底が図られた

ため 

情報収集を FAX からオンライン

に変えたため 

システムが現状に合っておらず、

確実である従来のやり方で実施し

ている 

入力ミス等の人為的なミスが発生

するため 

課題 

システム入力を強制しないと

システム利用は進まない 

システム構築検討時に災害

時の実際の運用を充分に検

討していないため、災害対

応の現状がシステムに反映

されていない 

 

平常時に利用可能な機能や防

災訓練などで利用していない

場合、災害時に利用できない

ケースもある 

データの入力者にメリットが

ないとシステムの利用は定着

しない 

ミスを最小化する仕組みがな

い 

機能面の課題 

運用面の課題 

本項で整理した災害情報共有システムの現状と課題は、災害業務の中で情報システムがどのように位置づけられるかの検討において使用する。 

図２－１ 災害情報システムアンケート結果

 9

アンケート調査で明らかになった災害情報共有システムの現状と課題を図２－１に示す。 

（３）アンケート結果に関するまとめ 
 

 



２．２ 特定の災害情報共有システムに対する詳細調査 

（１）調査対象 

 
本調査で詳細調査対象としたシステムは、以下に示す２システムである。 

 
 国土交通省 中部地方整備局 災害緊急支援システム 

 岐阜県 岐阜県被害情報集約システム 

 
各調査対象システムに係る収集資料を表２－４に示す。 

 
表２－４ 調査対象システムに係る収集資料 

システム名称 収集した資料名 作成者 作成日 資料の概要（位置づけ） 

平成 10 年度 災害緊急支援

システム基本計画検討業務

委託 報告書 

（財）日本建設情

報総合センター 
Ｈ11.03 システムの基本方針・基本構想 

平成 10 年度 

災害緊急支援システム導入

検討業務委託 報告書 

（財）日本建設情

報総合センター 
H11.03 システム仕様の詳細検討 

平成 11 年度 

災害緊急支援システム導入

検討業務 報告書 

（財）日本建設情

報総合センター 
H12.03 運用方針、導入方針 

平成 12 年度 

災害緊急支援システム導入

検討業務委託 報告書 

（財）日本建設情

報総合センター 
H13.03 

・システム仕様の詳細検討 

・導入時の課題と展望 

平成 13 年度 

災害緊急支援システム活用

促進検討業務委託 報告書 

（財）日本建設情

報総合センター 
H14.03 

・活用促進に向けた方針の検討 

・課題と展望 

災害緊急支援システム 
操作マニュアル（第 4.0 版） 

（財）日本建設情

報総合センター 
H14.03 システム操作マニュアル 

管理運用マニュアル（案） 
（財）日本建設情

報総合センター 
H14.03 

システム操作のうち、管理・運用

面を中心に説明した簡易マニュ

アル 

普及促進資料（案） 
（財）日本建設情

報総合センター 
H14.03 

整備局内の職員に向けた、シス

テム認知を図るもの 

中部地方整備局

企画部： 

災害緊急支援シ

ステム 

システム改良計画（案） 
（財）日本建設情

報総合センター 
H14.03 システムの今後の改良計画 

岐阜県： 

岐阜被害情報集

約システム 

操作マニュアル 第一版 
松下電器産業株

式会社 
H13.10 システム操作マニュアル 
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（２）システム概要の整理 
収集した資料に基づき、調査システムごとにシステム概要を整理した。なお、システム機

能のみの整理だけでは、システムが災害の様々な局面でいかに利用されているか把握すること

が困難である。そのため、各システムの機能毎に、だれがどのタイミングでデータを入力し、

誰が利用するのかという点に着目し、整理をおこなった。 
 
表２－５，２－６に、災害緊急支援システム及び岐阜県被害情報集約システムの各システ

ムの整理結果を示す。 
 



表２－５ 中部地方整備局企画部 災害緊急支援システムの概要 
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システム名称 システム概要 システム機能
利用のタイミング及び運用ルール、

関連システム（平常時）
利用のタイミング及び運用ルール、

関連システム（災害時）
情報提供者/登録者/利用者 運用①（入力方法） 運用②（閲覧方法）

体制・支援情報
サブシステム
（体制情報）

災害対策の体制設置、解
除の報告作業、体制情報
の共有化を行う

－

＜災害時＞
①タイミング
 □ 体制設置時・解除時に入力する
②運用ルール
 □ 登録後メール通知されるが、電話連絡を従
来の通り必要。
 □ 変更・追加等は企画部企画課に連絡する

＜情報提供者＞
 □ 各部署（体制設置・解除報告）
＜情報の入力（登録）者＞
 □ 各部署
＜情報の利用者＞
 □ 全職員（港湾空港関係事務所を除く）

＜災害時入力＞
 □ 各部署にて、体制設置・解除報告を本
システムにより入力
 □ 港湾関係部署は、FAX、電話で本部に
連絡後、本部でシステム入力

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ 体制設置状況等の体制情報を全職員が
閲覧可能（一覧表及び詳細情報）

体制・支援情報
サブシステム
（支援情報）

災害対策車両等の資機
材、人材の支援要請手続
きを行う

－

＜災害時＞
①タイミング
 □ 指示通知時、対応報告時および対応状況
の変化時に入力する
②運用ルール
 □ 登録時にはメール通知される
 □ システム導入後も電話確認作業が残る

＜情報提供者＞
 □ 事務所（支援時要請はTEL・FAXで行う）
 □ 本部（支援の指示・通知）および支援支部（対
応状況）
 □ 支部での支援要請は、FAXまたはTELで行う
＜情報の入力（登録）者＞
 □ 本部（支援の指示・通知）
 □ 支援支部（対応状況）
＜情報の利用者＞
 □ 全職員（港湾空港関係事務所を除く）

＜災害時入力＞
 □ 本部にて支援の支持・通知情報を入力
 □ 支援支部にて対応状況を入力。ただし
支部による支援要請のシステム入力は行
なわない

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ 支援の指示・対応状況等の支援情報を
全職員が閲覧可能（一覧表及び詳細情報）

災害情報
サブシステム

災害発生時の復旧支援活
動に必要な被災、普及状
況等の災害情報を提供
し、共有化を図る

①情報登録/更新機能
 □ 被害状況登録
　　（道路系被害/河川系（港湾系）被害）
 □ 写真登録、図面登録、地図入力
②情報参照機能
 □ 一覧表示、詳細表示
 □ 写真表示、図面表示、地図表示

－

＜災害時＞
①タイミング
 □ 災害発生後に入力する
②運用ルール
 □ 登録時にはメール通知される

＜情報提供者＞
 □ 事務所（災害報告）
＜情報の入力（登録）者＞
 □ 本部および支部（企画部・河川部・道路部に
て、被害・復旧の状況）
＜情報の利用者＞
 □ 全職員（港湾空港関係事務所を除く）

＜災害時入力＞
 □ 本部または支部にて被害・復旧の状況
を入力

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ 支援の指示・対応状況等の支援情報を
全職員が閲覧可能（一覧表及び詳細情報）

（災害時）
＜情報提供者＞
 □ 各部署
＜情報の入力（登録）者＞
 □ 各部署（職員毎に入力後、システムにて部署
毎に集計）
＜情報の利用者＞
 □ 全職員（港湾空港関係事務所を除く）

＜災害時入力＞
 □ 各部署で職員毎に安否･参集状況を登
録

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ 登録された安否･参集状況が部署毎に
集計され、その情報を全職員が閲覧可能
（一覧集計表及び各部署毎の安否情報）

（平常時）
＜情報提供者＞
 □ （人事異動）
＜情報の入力（登録）者＞
 □ CS登録済みの職員：情報システム課
 □ 非常勤職員：情報システム課
＜情報の利用者＞
 □ 全職員

資機材管理
サブシステム

資機材名、保管場所から
災害時に使用したい資機
材（土のう、証明車等）の
数量及び保管場所等を検
索する

①情報登録/更新機能
 □ 保有状況の登録
 □ 保管場所の登録
 □ 協定会社の登録
②情報参照機能
 □ 資機材情報の検索
 □ 資機材保有状況一覧の表示
 □ 資機材の写真および詳細情報の表示
 □ 地図上での資機材保管場所の表示
 □ 協定会社一覧の検索
③帳票出力機能
 □ 保有資機材数量一覧表出力表示

＜平常時＞
①タイミング
 □ 倉庫の追加、資機材の使用、購入等に変
更があった場合にデータ更新を行う。
②運用ルール
 □ 資材（河川部様式）、機械（官）、機械（民）
については、原則年2回（4月、8月）にデータ見
直し、更新作業は河川系事務所で行う
 □ その他防災用品、通信機器については、
原則年1回（4月）にデータ見直し、更新作業は
当面、中部技術事務所で行う

＜災害時＞
①タイミング
□資機材の確認時

＜情報提供者＞
 □ 本部および支部
＜情報の入力（登録）者＞
 □ 本部および支部にて、データを更新
 □ 登録における操作環境については本局企画部
企画課で行う
 □ 資材（河川部様式）、機械（官）、機械（民）につ
いては、原則年2回（4月、8月）にデータ見直し、更
新作業は河川系事務所で行う
 □ その他防災用品、通信機器については、原則
年1回（4月）にデータ見直し、更新作業は当面、中
部技術事務所で行う
＜情報の利用者＞
 □ 全職員

＜平常時入力＞
 □ 本部及び支部にて災害用資機材等の
データを更新する
 □ 登録における操作環境については本
局企画部企画課で行う
 □ 機械（官）に登録される災害対策用機
械や通信機器については当面、中部技術
事務所でデータ登録を行う

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ 災害用資機材の保有状況・備蓄位置等
の資機材情報を全職員が検索・閲覧可能
（検索及び集計した一覧表、保有状況、保有
位置情報）

人材データベース
サブシステム

専門家の情報をデータ
ベースに登録する。また、
災害時対応の選定を、専
門分野、委嘱状況、出動
履歴、氏名で検索する

①情報登録/更新機能
 □ 専門家/防災エキスパートの登録
②情報参照機能
 □ 専門家の検索
 □ 災害対策専門家一覧表の表示
 □ 災害対策専門家詳細情報の表示
 □ 防災エキスパート連絡先一覧表の表
示

＜平常時＞
①タイミング
 □ 更新時期は委嘱状況に変更があったとき、
随時行う。データの更新は、企画部企画課が
担当する。
②運用ルール
 □ 確認作業は、原則として4月（新年度）およ
び8月（防災訓練前）に行う

＜災害時＞
①タイミング
 □ 人材情報の確認時

＜情報提供者＞
 □ （記載なし）
＜情報の入力（登録）者＞
 □ 本部にてデータ更新
＜情報の利用者＞
 □ 全職員（閲覧）

＜平常時入力＞
 □ 本部にて防災ドクター等の専門家の
データを更新する
 □ ただし、中部地方整備局で管理してい
る情報に限定する

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ 防災ドクター等の専門家の人材情報を
全職員が閲覧可能
 □ ただし、中部地方整備局で管理している
情報に限定する

緊急連絡網
サブシステム

人事異動やあらかじめ確
保してある人数までの連
絡先（担当者）の追加等の
軽微な更新を行う

①情報登録/更新機能
 □ 連絡網の情報の登録/更新
②情報参照機能
 □ 地震判定会召集時出動者一覧表（エ
マコール登録者一覧）を表示
 □ 勤務時間外の災害対策関係情報連
絡系統図の表示
 □ 勤務時間外の情報連絡系統図（東海
地震に関する情報）を表示

＜平常時＞
①タイミング
 □ 人事異動があったその都度行う
②運用ルール
 □ 組織改正（職位の新設、廃止、部署の新
設、廃止）はシステム改良が必要となる

＜災害時＞
①タイミング
 □ 連絡網の参照時

＜情報提供者＞
 □ 人事異動
＜情報の入力（登録）者＞
 □ （記載なし）
＜情報の利用者＞
 □ （記載なし）

＜平常時＞
 □ 人事異動ごとにデータを確認、必要で
あれば更新する
 □ 4月、8月には、異動がなくても全データ
の確認を行うものとする
 □ 部や事務所の新設、職位の設定には
対応していない

＜災害時・平常時閲覧＞
 □ Excel形式のファイルをダウンロードし、
各系統図を表示・印刷

＊網掛けは災害時に利用する項目 参考資料： 中部地方整備局　災害緊急支援システム　普及促進資料（案）　平成14年3月
中部地方整備局　災害緊急支援システム　管理運用マニュアル（案）　平成14年3月
中部地方整備局　災害緊急支援システム　操作マニュアル（第4.0版）　平成14年3月

①情報登録/更新機能
 □ 体制状況登録（本部体制/支部体制）
 □ 配置詳細登録
 □ 指示通知情報登録
 □ 支援対応報告登録
②情報参照機能
 □ 体制状況一覧表示
 □ 体制状況の表示（本部体制/支部体
制）
 □ 配置詳細情報の表示
 □ 人員、資機材支援要請状況一覧表示
 □ 指示通知内容の表示
 □ 支援対応報告の表示
③帳票出力機能
 □ 体制設置帳票出力
 □ 人員、資機材の出動指示帳票出力
 □ 対応報告帳票出力

安否確認
サブシステム

職員ごとの安否確認及び
参集状況をLAN上のパソ
コンで登録、自動集計さ
れ、共有化する

①情報登録/更新機能
 □ 安否確認状況の登録
 □ 参集状況の登録
②情報参照機能
 □ 安否確認及び参集状況集計表の表示
 □ 安否確認状況報告書の表示
 □ 参集状況報告書の表示
 □ 安否確認状況一覧表の表示

＜平常時＞
 □ 人事異動に伴うデータの更新は、データ作成を情報システム部が行い、更新作業を
企画部企画課が行う
 □ 更新データの作成は、CSに登録されている職員のデータ作成は情報システム課が
行う。
 □ 非常勤職員については、各部署の総務担当が非常勤職員の移動があった時点で
Excelデータを作成し、総務部厚生課で集計後、情報システム課に提出し、情報システム
課がシステム登録のためデータ作成作業を行うものとする。

＜災害時＞
①タイミング
 □ 災害発生時、安否確認、参集状況を入力
する
②運用ルール
 □ システムダウン等による場合は現行どおり
FAXする

＜平常時＞
①タイミング
 □ 職員データの更新は、人事異動があったそ
の都度行う

 



平常時 災害時 県本部 県関係課 県支部 市町村 消防本部

災害登録
□ 災害命名
□ 災害名変更/削除
□ 災害確定

県本部において、災害名の命名、登録、管理を行う。ここで
登録された災害に対して、各機関は被害情報を入力でき
る。

－

・災害発生直後の登録時（災害
名の命名）
・災害情報の収集時
・即報、確定報作成時

県本部 入力 ・県本部が行う

災害一覧機能
□ 過去の災害情報閲覧
□ 報告済み情報の参照

現在までに登録されている災害情報の一覧／詳細表示、
修正及び削除を行う。
県本部の災害確定／確定解除処理も行う。確定処理が行
われると、その災害に対する報告、修正ができない。

過去の災害情報閲
覧時

災害情報の収集時
各機関の
被害情報

閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧
・報告済み情報の修正はできない
・本部での災害登録前の、新たな被害/配備状況の報
はできない

被害報告状況一覧機能

□ 県本部・県関係課の報告一覧/詳細表示
　　・県本部の要員配備状況
　　・市町村災害対策本部設置状況
　　・市町村災害警戒本部設置状況
　　・被害報告（被害金額・被害状況）
□ 市町村・消防本部の報告一覧/詳細表示
　　・要員配備状況
　　・被害報告内容
　　・火災発生状況

各機関の要員配備、被害報告状況の一覧／詳細表示を行
う。
各機関の最終報告日時を、報告種別ごとに一覧表示し、被
害情報を選択することで詳細情報を表示する。

－ 災害情報の報告/参照時 各機関の報告 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 －

被害報告集計機能
□ 被害報告の集計
□ 即報、確定報の作成（HTMLまたはEzcel)

報告された被害情報をもとに被害報告集計を行い、自治省
形式の即報、確定報を作成する。
機関によって、HTML形式、またはExcel形式で表示する。

－
災害情報の即報/確定報の作
成時

各機関の報告
入力

（県全体の被害
データ、ＨＴＭＬ）

入力
（Excel）

入力
（ＨＴＭＬ）

入力
（Excel）

入力
（Excel）

・確定報は、県本部が行う災害の確定後に、各機関
成する
・Ｅｘｃｅｌ形式の場合、表の書き換えが可能

被害報告集計履歴一覧機能
□ 被害報告集計県本部履歴一覧表示
□ 被害報告集計県支部履歴一覧表示

県本部または支部の集計履歴を、即報、確定報ごとに一覧
で表示する。

－
県本部/支部の被害報告集計
参照時

県本部/支部 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 －

（県本部）
□ 県災害対策本部の設置状況報告
□ 県災害警戒本部の設置状況報告

県本部において、県災害対策本部、県災害警戒本部の、設
置状況報告を行う。

－
県災害対策本部、県災害警戒
本部の設置時

県災害対策本部
県災害警戒本部

入力 － － － － －

（市町村）
□ 市町村災害対策本部の要員配備数の報
告
□ 市町村災害警戒本部の要員配備数の報

直接または代理で、市町村災害対策本部、市町村災害警
戒本部、要員配備数の報告を行う。

－
市町村災害対策本部・災害警
戒本部の要員配備時

市町村災害対策本
部/災害警戒本部

代理入力可能 －
代理入力

可能
入力 －

・災害対策本部、災害警戒本部を設置していなくても、
備人員は登録可能
・すでに要員状況が報告されている場合、前回報告内
の上書き可能

（消防本部）
□ 消防本部の要員配備数の報告

直接または代理で、消防本部要員配備数の報告を行う。 － 消防本部の要員配備報告時 消防本部 代理入力可能 －
代理入力

可能
入力

・すでに要員状況が報告されている場合、前回報告内
の上書き可能

（県本部）
□ 被害情報報告（即報/確定報）
□ 被害金額情報報告（即報/確定報）

県からの被害報告を行う。 － 被害情報報告時
県本部及び

各機関の報告
入力 － － － －

＜対象となる被害区分＞
すべての被害情報

（県関係課）
□ 被害情報報告（即報/確定報）
□ 被害金額情報報告（即報/確定報）

直接または代理で、県関係課からの被害報告を行う。 － 被害情報報告時 県関係課 代理入力可能 入力 － － －
＜対象となる被害区分＞
その他：田、畑、道路、橋りょう、河川、砂防、崖崩れ
道普通、水道、電話、電気、ガス

（市町村）
□ 被害情報報告（即報/確定報）
□ 被害金額情報報告（即報/確定報）

直接または代理で、市町村からの被害報告を行う。 － 被害情報報告時 市町村 代理入力可能 －
代理入力

可能
入力 －

＜対象となる被害区分＞
人的被害、住家被害、非住家被害、その他：文教施
病院、清掃施設、被害船舶、ブロック塀等、り災世帯数
り災者数

（消防本部）
□ 被害情報報告（即報/確定報）
□ 被害金額情報報告（即報/確定報）

直接または代理で、消防本部からの被害報告を行う。 － 被害情報報告時 消防本部 代理入力可能 －
代理入力

可能
－ 入力

＜対象となる被害区分＞
火災発生

□ 年報出力、中間報出力
□ （Excel表の印刷・表示）

・指定する年の災害年報および中間報を、Excel形式で表示
する。
また、Excel表の編集、印刷を行うことができる。

帳票出力時 帳票出力時
システムで収集して
いる各種被害情報

帳票出力 帳票出力 帳票出力 帳票出力 帳票出力 －

□ 即報出力、確定報出力
□ （Excel表の印刷・表示）

指定する災害の即報情報および確定報情報を、表示する。
機関によって、HTML形式、またはExcel形式で表示する。

帳票出力時 帳票出力時
システムで収集して
いる各種被害情報

帳票出力 帳票出力 帳票出力 帳票出力 帳票出力 －

帳票履歴一覧機能 □ 帳票の履歴一覧 指定する帳票の履歴を一覧表示する。 帳票一覧参照時 帳票一覧参照時
システムで収集して
いる各種被害情報

閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 －

広報設定機能 □ 広報情報作成
システムで収集する被害情報を抽出し、広報情報を作成す
る。

広報作成時 広報作成時
システムで収集して
いる各種被害情報

入力（Excel）/出
力(Excel、HTML)

入力
（Excel）

入力
（Excel）

入力
（Excel）

入力
（Excel）

－

広報履歴一覧機能 □ 広報履歴一覧
Web公開機能によって、岐阜県ホームページに公開された、
広報情報の履歴表示を行う。

広報履歴参照時 広報履歴参照時
システムで収集して
いる各種被害情報

閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 閲覧 －

Web公開機能
□ 広報情報作成（HTML)
□ 県本部岐阜県ホームページ公開機能
□ 携帯端末用広報データ作成

Web公開機能を用いて、岐阜県ホームページ及び携帯端末
に一般公開する広報情報を生成する。
機関によって、HTML形式、またはExcel形式で表示する。

－ 情報公開時
システムで収集して
いる各種被害情報

入力 － － － －
利用可能携帯端末：
I-mode(NTTdocomo)、J-Sky(J-phone)、EzWeb(au)

ユーザー登録機能 □ ユーザー情報の登録 システムを使用するユーザ情報の登録を行う。 ユーザー管理時 － （県本部） 入力 － － － － －

ユーザー一覧機能
□ ユーザー情報の一覧/詳細表示
□ ユーザー所Y方の修正/削除

システムを使用するユーザ情報の一覧／詳細表示、修正
及び削除を行う。

ユーザー管理時 － （県本部） 入力 － － － － －

お知らせ登録機能 □ ユーザーに対してのお知らせ、管理
システムを使用するユーザに対しての、お知らせ情報の登
録、管理を行う。

ユーザー管理時 － （県本部） 入力 － － － － －

＊メニュー画面上では、自機関で使用しない機能は選択できないように設定されている。 参考資料： 岐阜県被害情報集約システム　システム操作マニュアル　第一版　2001.10.30　松下電器産業株式会社　　

情報入力/閲覧利用者
備　考機能の概要

利用のタイミング
情報提供者

運用管理
システム

帳票出力
システム

広報設定
システム

システム機能

報管理
システム

帳票出力機能

報管理
システム

災害要員配備数報告機能

被害報告機能

告

で作

配

容

容

、鉄

設、
、

サブ

サブ

サブ

災害情
サブ

被害情
サブ

 

表２－６ 岐阜県 岐阜被害情報集約システムの概要 
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２．３ 中部地方整備局企画部 災害緊急支援システムに係るヒアリング調査 

 
資料収集で入手・整理したシステム操作・運用マニュアルの紙面調査のみでは、実際の運

用面の課題を浮き彫りにすることが困難である。そのため、システム構築担当者や利用者に

対し、システム導入のプロセスや実際の運用状況に関するヒアリングを実施した。 

 
（１） 調査方法 

 
ヒアリング調査の実施に先立ち、個々の担当者に対して予めヒアリング項目を記載したヒ

アリングシートを送付した。災害緊急支援システム用の調査票はシステム構築時の検討項目

等を把握することを目的としたシステム構築担当部用のもの、利用者実態を把握することを

目的とした入力・閲覧を担当するシステム利用者用、構築時の経緯を把握するシステム開発

者用の 3 種類を作成した。 

 
それぞれの調査票のヒアリング大項目を表２－７に示す。 

 
表２－７ ヒアリング項目 

部 署 質問項目 目的 

システム構

築担当部 

システム概要 災害緊急支援システムの機能やネットワ

ーク連携の現状を把握するため 

 システム構築手法 災害緊急支援システムの構築手法や導入

時の検討事項を把握するため 

 システム利用状況 災害緊急支援システムの利用状況を把握

するため 

 構築後のシステム改良状況 災害緊急支援システムの改良状況と今後

の改良予定を把握するため 

 今後のシステム利用の促進

に向けて 

今後のシステム利用促進に向けた取り組

みや検討事項を把握するため 

システム利

用者 

システム概要について 

 

河川部が利用している機能や、他システ

ムとの連携状況を把握するため 

 システムの業務上の位置づ

け 

システム導入後の災害対応業務への影響

などを把握するため 

 システム利用状況 システムの実際の利用状況を把握するた

め 

システム開

発者 

システム構築時の検討項目

について 

システム構築時の検討体制や構築条件な

ど、システム化の検討経緯を把握するた

め 

 システムの利用状況につい

て 

現在のシステムの利用状況と利用効果や

問題点を把握するため 
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（２）ヒアリング結果 
ヒアリング調査で得られた意見を以下に示す。 
A. システム構築担当部ヒアリング 

 

  1) システム概要について 
 
 

1-1 導入した防災システムの主な機能と目的 

 予め借用していた操作マニュアル等に基づき、システムの概要を整理した表を

作成し、提示した。特に議論なし。 
 
 
 

1-2 他システムとのネットワーク化状況 

 システムは平成 10 年度より開発を進めており、今年度は道路部の東海道路震災

システムと重複する情報項目について、連携方法を検討している。 
 東海道路震災情報共有システム（以降道路システムという）と連携していない理

由は、道路システム側の開発が災害システムより後だったことに加え、本来地整

と静岡県間の情報共有のみを対象としていたためである。 
 企画部では、道路システムと災害システムの入力の共通化を本年度より検討して

いるが、道路システムは道路部内のみの LAN を利用しており、連携の障害とな

っている。 
 それぞれの現業部門では、業務にあったシステムを独自で構築しているが、業務

の高度化に従い、今後ますます開発は進むと思う。こうしたシステムのデータの

共有なども難しくなってきている。 
 
 
 

1-3 メンテナンス体制 

 メンテナンスは、外部に委託していない。障害時などは、情報システム担当者

（SE）が対応している。SE でわからないものは、開発元である JACIC に問い

合わせている。 
 
 

  2) システム構築手法について 

 
 

2-1 システム構築の動機・目標 

 システム構築の動機は、電話や FAX で何度も本局・事務所、事務所間で同じ情

報をやりとりすることを避け、一度の入力作業で情報を共有することである。 
 システム導入以前は、企画部は災害の状況を逐次現場に確認していたが本シス

テムで、災害状況の把握と上層部への報告の効率化を目指している。 
 
 

 平成 10 年当初に検討した機能は開発されており、継続的に運用方法などを検討

2-2 構築時の目標の達成状況 
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している。また、操作性の改善に向けたシステム改良も実施している。 
 企画部が主導して構築した本システムは、比較的利用されていると認識してい

る。 
 

 
 
 

 システム構築時は、利用者が災害時にも利用できるよう、入力必須項目をなく

すなど、入力に関するハードルを低くするよう留意した。 
 
 
 

 システムの機能検討時は、局長をトップとした検討委員会を通じて現業の事務

所というよりは、局が実施すべきことを中心に検討を進めた。 
 すべての機能は委員会の承認を得て決定したが、この際の経緯などは担当者が

異動しておりわからない。 
 災害情報サブシステムをより有効活用したい。ただし、災害時の現業部門の状

況や利用頻度を考慮し、第 1 報をこれで実施する必要があるとは考えていない。 
 

 
 
 

 システムは、企画部が局長に対し迅速に情報を報告することを目的としており、

災害時の様々な局面で企画部が利用することを想定した。 
 
 
 

 システムの利用への移行にあたり、入力に関する作業負荷が発生することは了

承している。ただし、システム機能に工夫を凝らすことで、入力の省力化を検

討している。 

2-3 システム構築時の苦労 

2-4 サブシステムの抽出経緯 

2-5 システム利用の想定 

2-6 構築時の検討項目 

2-7 システム利用への移行措置 

 
 
 

 防災業務計画や災害対策本部運営要領などには、システムの利用が明記されて

いない。 
 支援と体制に関する情報は、紙と FAX の報告からシステム利用に完全に移行

したと考える。それ以外は、システム利用に切り替わっていない。 
 利用定着に向けて、年一回開催している担当官会議のなかで、システムの利用

をお願いしている。 
 システムで開発した機能は、一部の事務所でモデル的に利用することなどは行

わず、全事務所一斉に導入した。 
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  3) システム利用状況について 

  

 
 

 体制支援システムの利用は定着した。 
 安否確認サブシステムは、大きな災害時以外には利用されない。これまでに利

用したケースは無い。 
 安否確認サブシステムは、年に 3 回程度データの更新を実施している。 
 資機材・人材サブシステムは、日常的なデータ更新を支部に依頼しているが、

実際には、システム構築以後データの更新は実施されていない。項目数が多す

ぎると認識しており、現在、項目の見直しを実施している。 
 日常的なトレーニングの機能などは「防災訓練モード」が有る。訓練モードは

一部の職員に利用されているケースも見られる。 
 データ更新を外部に委託することは検討したが、システムが行政 LAN を利用

しているため、外部からオンラインでアクセスし、データ更新することがセキ

ュリティ管理上許されていない。 
 
 
 

3-1 システムの利用状況について 

3-2 システム導入に伴う職員の負担 

 体制支援システムに関しては、災害時の職員の負荷が増えているとは認識して

いない。また、企画では閲覧の効率化が図られているため、システム導入によ

る職員負担の増加があったとは考えていない。 
 
 
 

 従来型の報告である、FAX・電話のメリットは、情報の迅速性である。一方、

FAX・電話のデメリットは、同報機能が無いことである。実際に、局からマス

コミに情報を伝達する際は、送り先が多いため、A4 様式 1 枚を送付するのに、

全体で 45 分程度係っている。 
 既往災害に関しては、特に議論なし。 

 
 
 

3-3 東海豪雨時・大垣水害時の利用 

3-4 感じている導入効果・課題 

 災害時の体制の確認は、従来、紙による連絡後、担当者が災対室の掲示ランプ

を点灯する方法だったが、これがネット上でリアルタイムに確認することが可

能となったことがシステム導入後感じている効果である。 
 行政ＷＡＮの容量が小さい。 
 道路事務所では、道路部が独自に開発したシステムの入力を優先し、災害緊急

支援システムに入力されない。 
 表示速度や処理速度が遅い。 
 システム導入による導入効果は、電話確認が無くなることによる負荷の軽減で
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ある。 
 改善すべき点は、パスワード入力の省力化と基図の交換である。基図の検討経

緯は担当がかわったため明らかではないが、道路地図は線データが表示される

だけで、地図としてのイメージがわかない。 
 企画部が上層部に災害情報を報告する際は、紙で出力し、報告している。しか

しながら、災害情報サブシステムは、地図・写真の印刷機能が無く最も重要な

機能が無いと認識している。 
 これは、構築時に上層部も含めてすべての情報共有をシステム上で実施するこ

とを目的したため、印刷機能を省略したが、実際に上層部に対し、災害時にシ

ステムを参照してほしいとは言えない。 
 
 
 

 回線の二重化や業者の支援体制整備などシステムダウン回避に向けた取り組み

は特に実施していない。システムダウンの際には、従来型の方法を利用する予

定。 
 

   4) 構築後のシステム改良状況 
 

 

3-5 システムダウンした場合の影響・対策 

4-1 改良状況と優先順位 

 本システムは、平成 10 年の開発以降継続的にシステムの見直しを実施してい

る。細かくユーザニーズに応えていることが利用の定着に結びついたと考える。 
 
  5) 今後のシステム利用の促進に向けて 

 
 職員によるシステム入力の負荷が増えたとしても、事務所と局の両者にメリッ

トがあるシステムで有れば、システムの利活用が進むと考えている。 
 入力作業は、人員を増やす方法より、担当者の入力負担をどのように減らすか、

検討することが重要と考える。 
 本局から入力を指示されれば、入力されると考える。 
 現業のすべての業務を網羅したシステムを構築するのであれば、現業でも積極

的に利用していくと考えるが、実際は、企画部がシステムを構築しても、企画

部が利用ニーズを想定するため、現業では利用できない。 
 河川などは検討会に参加しているが、利用していない理由としては、河川部も

道路部も入力しなくても困らないためであると思う。入力されていなくて困る

のは、企画部だけである。 
 河川部や道路部は本省に対する報告と局の災対室に対する報告の両者をやる必

要がある。報告先が異なるため報告が二重化しているのではない。 
 企画部は、災害時に自治体に対する対応義務がある。そのため、河川・道路は

本省に報告するだけでなく、企画を通して報告する方が望ましいと考える。 
 ポンチ絵などシステム化に向かず、手書きの方が効率がよい情報は、従来通り
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紙ベースの情報提供でよい。利用タイミングと適性に応じた適切なメディアの

想定が重要。 
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B. システム利用者ヒアリング 

 
  1) システム概要について 
 
 

 河川部は、体制報告サブシステムを利用している。安否確認サブシステムや資

機材管理などを必要とするような出水を経験していない 
 

 
 
 

 ネットワーク的には河川情報システムと連携している。（機能についてはわか

らない） 
 
  2) システムの業務上の位置づけ 

 
 

 
 局の河川部としては、各事務所に対して被害情報連絡に本システムを利用する

よう指示を出してはいない。 
 
 

 河川部では災害時に、水位や水防情報や、「いつ」「どこで」「どこが氾濫し

そう」「一般被害の状況」等を本省と企画部に連絡する。ただし現状の災害情

報サブシステムには必要な項目が無いため、利用していない。ただし、大規模

な出水などが有れば、安否確認サブシステムや資機材サブシステムなどを利用

することは有るかもしれない。 
 システム運用上の取り決めなどは特にない。理由は、このシステムを利用しな

くても、河川部として、FAX を利用して伝達すべき情報を伝達しているから。

（ツールとしての魅力がない） 
 
 
 

1-1 河川部が利用する主な機能と利用目的 

1-2 他システムとのネットワーク化状況 

2-1 システム利用を前提とした防災業務に係る手続きの見直しについて 

2-2 入力体制等システム稼働のために構築している体制 

2-3 本省河川局への被害状況報告との関係 

 本省河川局への報告と被害情報サブシステムの報告用項目が異なるため、利用

していない。すなわち、様式が全く同じでなければ入力が 2 度手間になるため、

利用しない。災害時には、報告・指示すべき項目が多い。 
 
 
 

2-4 システム利用への移行措置 

 一度利用してみたが、画面の処理速度が遅いため、その後利用していない。 
 水害演習で災害情報サブシステムを一度利用したが、演習では、本省用とシス
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テムと 2 つの手法を同時並行的に実施した。災害時にはこうした手法は考えら

れない。 
 3) システム利用状況 
 

 
3-1 災害時・平常時のシステム利用の実態 

 体制に入る際、体制支援システムは利用しているが、事務所によっては依然とし

て FAX を利用している。いずれにせよ、最終的な体制の確認は掲示板を利用し

ており、システムを頼りにはしていない。 
 利用していないサブシステムは、まだ大規模な出水を経験していないことが原因

である。 
 平常時には、災害情報サブシステムを洪水演習や防災訓練で利用したことがある。

ただし、災害時に利用するよう事務所に指導などはしていない。 
 安否情報サブシステムや資機材管理サブシステムを平常時にデータを更新してい

ない。 
 

 
 
3-2 システム導入に伴う職員の負担 

 現場は紙ベースでやりとりすることが一番便利であると思う。 
 システムは一般被害などの情報を集計する際利用する。計算ミスの防止や手作業

の軽減といった点で利用できるようであれば便利である。 
 チェックボックスに○×を記入する程度で有れば、FAX が一番便利である。 

 
 
 

3-3 東海豪雨時・大垣水害時の利用 

 大垣災害では、県管理区間だったため、システムの利用に至っていない。 
 

 
 

3-4 感じている導入効果・課題 

 河川部では特にシステム導入の効果を感じていない。現在のシステムは、出水の

一連の流れの中で、体制など最初の段階と災害後の最後の段階のみを網羅してい

る。この中間段階で利用できれば、良いと思う。 
 河川部で災害情報サブシステムの利用が進んでいない主たる原因は、本省に対す

る様式と災害情報サブシステムの情報項目が異なることと認識している。直轄区

間では、出水直前に本省に提出する様式が多いが、本システムは、被害後の報告

事項が多い。システムは、あったらよいが無くても困らない程度の認識である。 
 FRICS と洪水予報のオンライン化が出来ればよい。ただし、統一河川情報シス

テムで検討する可能性がある。 
 
 
 

3-5 システムダウンした場合の影響・対策 

 システムが災害中にダウンしても、河川部としては現在利用していないため、困
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ることはない。FAX があれば良いと思う。 
 
 
 

3-6 今後のシステム利用の促進について 

 河川部内の共有は本システムを利用することもしても良いと考えるが、現状のシ

ステムでは利用が進むと思えない。一つモニタですべての情報を確認し、判断す

ることは困難である。従って、上層部になればなるほど、利用しないのではない

か？ 
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C. 開発者ヒアリング 

 
  1) システム構築時の検討項目について 

 
 

1-1 システムの基本設計 

 システムは検討会を通じてサブシステムの項目だしを実施し、優先順位も検討し

た。 
 
 
 

1-2 サブシステム抽出経緯 

 体制支援情報サブシステムは利用頻度が高く、導入効果が高いと想定されるため、

優先的に構築した。ユーザ側も、自分の事務所の体制よりも他事務所の体制の状

況を知りたいとのニーズがあった。 
 災害情報システムも、優先順位が高いと判断され、優先的に構築されたが、実際

にはあまり利用されていない。河川部は利用しているが、道路部は他システムが

有るため、企画部で入力している。 
 資機材管理、人材データベース、安否確認、緊急連絡網情報の各システムは、実

際に災害時は、優先順位が低かった。実際には、利用されていない。 
 
 
 
 

1-3 構築時の検討項目 

 特に議論なし。検討時の資料を借用した。 
 
 
 

1-4 システム利用の想定方法 

 発注者側が受託者にシステムを利用する局面まで伝えきれていないと感じる。 
 実際に受託者は、災害時の経験もない。訓練時も災対室に入ることが出来ない。

災害計画書や対策要領を基本にあれば便利であるという想定の下に提案し、発

注者に提案している。採用された項目を順々に構築しているが、利用されるか、

されないかは構築してみないとわからない点もある。 
 システム開発者としては、業務の発注時に発注者が業務の中で必要・不必要な

機能を判断してほしい。 
 防災訓練後にヒアリングを実施している。ヒアリングで挙がった要望などには

極力改善するようにしている。一方、要望などが上がらない機能については、

そのままの状態で置かれる。 
 システム開発者としては、発注者にシステムの知識は必要ないと考えている。

発注者が、システム化したい業務の内容に習熟し、業務の視点から開発者に指

示する方が、発注者と開発者の役割がはっきり分担できるため、良いシステム

が構築できると考える。 
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1-5 システム構築時の苦労 

 構築当時は、基盤システムに選定した Windows 系の機能の脆弱さに苦労した。

また、通信容量が少なかったため、WEB-GIS の機能を絞るなどの工夫が必要

であった。（現在これがボトルネックとなっている） 
 LAN の切り分けに苦労している。東海道路システムは防災 LAN（電通課管

理）、災害システムは行政 LAN（情報システム課管理）で情報のやりとりに

関するセキュリティポリシーの調整が困難である。 
 情報利用者と情報入力者の利害は反する。この調整も難しい。 

 
  2) システムの利用状況について 

     
 他事例と比較すると、本システムの利用は進んでいると認識している。 2-1 受注者から見た利用状況 

 利用されていないシステムであっても、発注者の仕様通りにシステムを構築し

ていると考えている。利用されるためのデータの登録負担を継続的に考えてい

く必要がある。 
 システム利用が定着しない理由の一つは、受注者の想像に基づきシステム機能

を開発するためだと考える。システム開発者では、業務の全容を把握できない。 
 
 
 

2-2 利用上の問題点について 

 システム開発者としては、システムが利用されるかどうかは、システムを開発

し、稼働させるまではわからない。システム導入時に発注者が「使える」と判

断すれば、それを信じるしかないのが現状である。 
 
 
 

2-3 システムの応答性について 

 システムの応答性が悪いという意見があるが、開発サイドでは特に遅いと感じ

ていない。開発では３秒程度でのページ移動を目安としているが、環境により

体感速度が異なるので、遅くなる状況などを目の前で見せてもらわない限りは、

認識を共有することが難しく、対策が取りにくい。事務所すべてでも確認でき

ないため、使っていきながら一つ一つつぶして行かざるを得ない。 
 
 
 

2-4 他システムとの連携について 

 東海道路システムとの連携は開発コストを考慮し、WEB ページ上でリンクを

張ることで対応している。災害システムとの重複登録が指摘されているため、

データ入力インターフェースの統一を今年度検討中である。ただし、東海道路

システムの DB 仕様書を開発者側が公開せず、苦労している。発注者である道

路部が DB 仕様書を作るように指示すればよいと考えるが、発注者が利用しな

いドキュメントは本来開発者が準備すべきである。（発注者はそこまでわから
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ない） 
 東海豪雨時にシステムがパンクした理由は、予算都合上システムを既存のマシ

ン上で仮運用していたためである。現在のシステムでは想定外の特殊ケースと

認識している。 
 
  3) その他 

 
 

 災害システムのケースで言えば、防災訓練など実際にシステムが利用される現

場がわからないことである。防災訓練時に災対室に入れて頂き、システムの利

用状況を確認させて頂きたい。 
 契約ごとの仕様はしっかり決まっている。ただし、他の事務所ではシステム開

発業務にもかかわらず、検討まで押しつけられるケースもあった。（指示・責

任範囲が明確でない） 
 地図データを例に取ると、発注者側にデータの更新に理解が無いケースが見ら

れる。 
 現在利用している基図は、管内図からいきなり２万５千分の１の縮尺に拡大し

てしまう（中間の縮尺の基図がない）。そのため、使い勝手が悪い。 
 また、データ容量と操作性の関係から、登録できないデータもある。登録でき

ない理由を突き詰めると、様々な理由があるが理解してもらえないケースもあ

る。 
 職員の異動があるが、中部の災害システムは開発当初の思想が変わらず続いて

いる。利用されているケースとなった要因は、担当者間の引き継ぎがうまくい

っていることだと考える。 
 
 
 

3-2 維持管理方策について 

3-1 システム構築上の問題点について 

 
 

 システム構築と同時に運用マニュアルの作成も同時に受けている。ただし、災

害対策容量の変更までは実施していない。また、操作する人間の体制に関する

検討も実施していない。 

 防災システムでなく、日常的にデータの維持管理が必要となる業務系のシステ

ムで有れば、データ維持管理用の要員を確保することは可能だと思うが、利用

時が災害時に限定されるシステムでは必要性を感じない。 

 システムの維持管理は、複数のシステムが導入されており、一人では対応しき

れないため、常駐方式で管理することは現実的ではない。リモートアクセスに

よる管理を許してもらうことが良いと考える。ただし、現実のセキュリティ管

理上出来ない。 



 

課題    現状       要因 

利用が定着していない機能 

利用が定着した機能 

行政 LAN 

体制支援情報サブシステム 

 
東海道路震災情報共有システム 

 
河川情報システム 

WEB 上で相互の HP は閲覧可能となっている

（リンク）が、情報の連携は実施していない

災害情報サブシステム 

安否確認サブシステム 

資機材管理サブシステム 

人材データベースシステム 

緊急連絡網サブシステム 

利用が定着した理由 

 ネット上で誰もがリアルタイムで確認することが可能と

なったため（企画部） 

 事務所のニーズが高く利用頻度が高いため（JACIC） 

利用が定着しない理由（災害情報サブシステム） 

 道路部は東海道路震災情報共有システムの入力を優先す

るため、企画部が代わりに入力（企画部、JACIC） 

 河川部・道路部は災害時に本省に対する報告と局災対室

に対する報告を実施しており、それぞれ様式や報告すべ

き情報項目が異なるため（企画部・河川部） 

 現場では紙と FAX が便利である（河川部） 

 地図・写真の印刷機能がなく、災害報告に利用できない

（企画部） 

 地図コンテンツが充実していない（企画部） 

利用が定着しない理由（その他サブシステム） 

 大規模災害時のみに利用するシステムであるため、特に

利用されなくても問題はない。（企画部・河川部） 

 安否確認サブシステムは年に 3 回程度、人事の情報を更

新しているが、資機材・人材サブシステムは構築以来デ

ータの更新をしていないため、災害時に利用できない

（企画部） 

 防災訓練時には利用しているが実際の災害時には入力す

る暇がない（河川部） 

その他 

 表示速度や処理速度が遅い（河川部） 

 

後発の東海道路震災情報共有シス

テムの検討時に局内他システムと

の連携を検討しなかったため 

本省に報告する情報提供項目との

関連性を検討しなかったため 

開発当初の技術レベルが足かせに

なっているため 

局に対する連絡しなくても、災害

対応業務としては困らないため 

入力メリットを感じず、入力負担

を感じているため 

データ入力者にメリットがあった

ため 

 

システム構築時に情報伝達に最

適なツールを選択できていない

 

大規模災害を経験していないた

め、システムの重要性がデータ

入力者に認知されていない 

開発時に発注者側が受託者に

システムを利用する局面など

を伝えきれていないため、災

害対応の現状がシステムに反

映されていない。そのため現

業にとっては報告の二重化が

生じている 

現業がデータを更新しない 

災害緊急支援システム 

道路部内

防災 LAN 

データの入力者にメリットがな

いと、システムの利用は定着し

ない 

技術的な課題があり、システ

ムの機能が災害対応業務の現

状に合致しない 

災害対策要領などの災害対応手続

きの変更は実施していないため 

災害対応時の手続きが変更され

ないため、従来型の手続きとシ

ステム利用が重複する 

災害緊急支援システム 

構築開始年 ：H10 年度 

構築方針検討：局内委員会に基づく検討 

構築主管部 ：企画部 

構築目的 ：本部・支部間の情報共有による情

報伝達手続きの効率化 

開発状況 ：基本機能は開発済み。毎年機能向

上や運用面の検討を実施 

開発受託者 ：JACIC 

機能面の課題 

運用面の課題 

本項で整理したシステムの現状と課題は、災害業務の中でシステムがどのように位置づけられるのか明らかにするため、業務分析に反映させる。 

図２－２ ヒアリングに基づく災害緊急支援システムの現状と課題 
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ヒアリングで明らかになった災害緊急支援システムの現状と課題を下の図２－２に示した。 

（３） ヒアリングに基づく災害緊急支援システムの現状と課題 
 



２．４ 岐阜県被害情報集約システムに係るヒアリング調査 

 

（１）調査方法 

個々の担当者に対して「ヒアリング形式」で行うものとし、予めヒアリング項目を記載し

たヒアリングシートを送付した。 

 
調査票のヒアリング大項目は以下の通りである。詳細は、別紙ヒアリングシートに示す。 

 

部署 質問項目 目的 

危機 

管理室 

システム概要 被害情報集約システムの機能やネットワーク連携の

現状を把握するため 

 システム構築手法 被害情報集約システムの構築手法や導入時の検討事

項を把握するため 

 システム利用状況 被害情報集約システムの利用状況を把握するため 

 構築後のシステム改良状況 被害情報集約システムの改良状況と今後の改良予定

を把握するため 

 今後のシステム利用の促進

に向けて 

今後のシステム利用促進に向けた取り組みや検討事

項を把握するため 

 
（２）ヒアリング結果 

  （１）システム概要 

 

 
1-1 導入した防災システムの主な機能と目的 

 

機能 目的 
被害情報集約機能 県災害対策本部に報告するため、市町村及び県防災関係課の担当者が

各被害情報を入力する 
利用実績あり 

被害情報集計機能 県災害対策本部、県支部、市町村では、それぞれの被害情報を集計し

て表示できる 
利用実績あり 

被害情報提供機能 被害情報の集計結果を、県のホームページで公開することが可能 
まだ利用したことはない 

 

 

 
1-2 システム配備部署 

 平常時のデータ維持管理担当部署：  危機管理室   

 平常時・災害時のネットワーク管理部署： 危機管理室   

 平常時・災害時のデータ更新部署：  県防災関係機関、市町村  
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 災害時のデータ閲覧部署：   県防災関係機関、市町村  

 メインは市町村で入力し、本課は集計後の被害額を入力。土木系は閲覧可能。 

 市町村に県の RENTAI 端末が設置しており、市町村はこれを利用することで情報閲

覧が可能。 

 

 
1-3 機能を実現するためのシステム構成 

 ＯＳ ：     Windows-NT    

 データベース：     Oracle     

 WEBサーバ ：    IIS     

 GIS ：     利用していない   

 システムのサーバの種類：   DBサーバ    

 利用しているLAN：    RENTAI（岐阜県のネットワーク） 

 サーバ・クライアント間の伝送容量：   RENTAIに準拠    

 クライアントの仕様：    一般の行政パソコン   

 クライアントのインターフェース  WEB画面    

 

 

 
1-4 他システムとのネットワーク化状況 

 

 特に他システムと連携はしていない。 

 

 

 

 

1-7 消防庁等への報告との関係 

1-5 システムが格納する情報と平常時及び災害時にシステム利用者が入力すべき情報 

1-6 システムが生成・出力する情報 

機能 目的 
被害情報集約機能 市町村及び県防災関係課の担当者がキーボードにより入力 

県災害対策本部や県支部で代行入力が可能 
大垣水害を景気に市町村の入力実績が向上 

被害情報集計機能 県災害対策本部、県支部、市町村が集計操作をマウスで選択 
被害情報速報を作成 
消防庁への報告様式を作成（災対室でもこの様式を利用） 
ただし、市町村から入力が 100％実施されて無いため、実態

としてはなかなか利用できない 
被害情報提供機能 一般県民等が、県のホームページからマウス等で選択 

WEB 公開用の報告様式（集計結果の抜粋） 
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1-8 セキュリティ対策 

 

 ファイヤウォール等を用いて外部からの不正アクセスを排除 

 ウィルスチェックソフトウェアの導入 

 無停電電源装置や発電施設による電源対策 

 耐震施設による災害対策 

 その他（免震機能や自家発電可能な防災交流センターで集中的に管理） 

 

 

 
1-9 メンテナンス体制 

 

 メンテナンス体制として、開発業者に年 1 回の定期点検の実施を委託している。

また、トラブルなどが発生した場合、開発業者がオンラインで確認し、修正する。 

 運用トレーニングなどの機能はないが、訓練・練習用のフォルダを準備し、防災

訓練で利用している。（昨年度、今年度） 

 

  （２）システム構築手法 

 

 

2-1 システム構築の動機・目標 

 システム構築の動機は、県災害対策本部における迅速な被害状況把握及び意志

決定への利用とリアルタイムに被害情報を把握すること。 

 

 
2-2 目標の達成状況 

 当初想定した目標の 70％程度は実現していると考えている。100％でない主た

る理由は、データ入力方法の習熟度が 100％と言えないことと、データが完全

に入力できないため、被害状況の提供が出来ないため。 

 
 

 
2-3 構築時の検討体制 

 システム構築時は、システム開発担当部署（機器管理室）が市町村と関係課に

ユーザニーズを把握するため、アンケート調査などを実施。 

 
 

 システムに習熟するため、準備期間として 1 年設定した。 
2-4 システム構築時の苦労 
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 システム構築時に特に苦労した点はないが、説明会などの日程調整には苦労し

た。 

 

 

 
2-5 構築時の検討項目 

 システム構築時に検討した項目は以下の通り。 

 システム操作上の役割分担 

 管理体制・運用計画・教育計画 

 ハードウェア構成 

 ネットワーク構成 

 セキュリティ対策 

 

 

 
2-6 システム構築期間、費用等 

 市町村用の機器は県が準備した。 

 

 

 
2-7 システム利用への移行措置 

 システムが導入されても連絡体制は変化していないため、特に災害対応マニュ

アルなどを変更しているわけではない。 

 防災業務担当者がシステムを利用した手続きに円滑に移行できるよう、台風前

などにシステムでの入力をあらかじめ促すＦＡＸを送信している。 

 
  （３）システム利用状況 

 

 
3-1 災害時・平常時のシステムの利用について 

 
【災害時の利用状況】 

 被害情報集略機能は、管轄内被害情報を把握した市町村及び県防災関係課が各被

害情報を入力する。続報も管理可能。 

 被害情報集計機能は、県災害情報集約センターが被害情報を集計し、災害対策本

部に報告するために利用される。この際、補足事項などが有れば、備考欄に記入

する。ただし、市町村の入力が徹底していないため、一部は従来型の手続きで情

報を取得し（ＦＡＸなど）県で入力している。 

 災害対策本部や非常の状況を把握し、他県への応援や自衛隊派遣等の要請の対応

 30



を取る。 

 被害情報提供機能は閲覧に利用するだけで、特に入力していない。 

 土木系は土木のシステムがある。市町村の土木課は土木部のシステムに入力して

いる。 

 
【平常時の利用状況】 

 平常時には特に利用していない。（平常時のパトロールなどに利用する予定はな

い） 

 適宜、災害名称の精査や一般公開内容の確認を行っている。 

 年１回防災訓練で利用している。 

 防災訓練の結果、以下の２点の問題点が明らかになった。これはＨ１７年を目標

としている総合防災情報システムで改修を予定している。ニーズの高い GIS 化も

予定されている。 

①災害対策本部で集計操作を実施しないと、集計結果が見られない。 

②個別の集計内容が時系列に並んでいるだけなので、見にくい。 

 

 

 
3-2 システム導入に伴う職員の負担について 

 
 システム導入により、入力者である市町村職員の負担は軽減されていると考えて

いるが、土木系のシステムなどもあり、総合的にはわからない。 

 市町村の災害対策室と RENTAI システムの設置箇所が離れているのが問題だと

いう意見もある。 

 システムの導入により、集計する危機管理室職員の負担は軽減すると同時に、集

計の正確性・迅速性も向上している。 

 

 

 
3-3 大垣水害時の利用 

 大垣水害では、基本的にシステムを利用したが、入力が未熟な市町村は FAX を

利用していた。 

 大垣水害の対応は長期にわたったため、災害当初はシステムの報告が少なかった

が、後半になると担当者がシステムに慣れて、システムを利用する様になってい

った。これは、災害後期には入力する余裕が出てきたことが一つの原因で有る可

能性もあるが、県も継続的に利用を呼びかけたことと、市町村別の集計が出来る

など、市町村に対するメリットがあったことと操作に対する慣れが大きいと思う。 
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3-4 感じている導入効果・課題 

 感じているシステムのメリットは、被害集計が迅速かつ正確なこと。デメリット

は、人によって入力に時間がかかること。 

 FAX は作業が単純だが、集計に時間がかかる。また、電話は迷わず利用できるが、

聞き間違いのおそれがある。 

 WEB で検索機能や集約機能により情報取得が容易になったことと、優先すべき

行動など行動支援となる情報を得ることが出来るようになったことがシステム導

入の効果といえる。 

 改善点としては、集計の方法と、ファイヤウォールの同時アクセス５０回線の制

限があげられる。 

 

 

 
3-5 システムダウンした場合の影響・対策 

 システムダウンした際には、統括的に被害情報を把握することが困難になる。こ

の場合、紙・電話・FAX による情報収集に切り替える。また、対策として、以下

に示す事項を実施している。 

 サーバを免震構造の建物に設置 

 発電機・UPS による電源バックアップ 

 エアコンによる結露防止対策 

 保守委託契約による定期点検（遠隔操作を許可） 

 これまでに一度、平常時にシステム障害が発生した。これは、クライアント PC

の不具合であり、システム本体の不具合ではなかった。 

 
  （４）構築後のシステム改良状況 

 

 

 

4-1 システム改良状況とその理由 

 システム構築後、システムの改良などは実施していない。しかし、マニュアルは

適宜補足などを入れて、利用しやすくしている。 

 

 

 

4-2 改良優先順位について 

 改良していないため、議論せず。 

 

 32



 33

 

 

 
 平成１７年度に総合防災情報システムを稼働予定。この構築内で全面的に改修を

検討。（GIS 化の予定） 

 

 

 
4-4 運用体制・マニュアルの改訂状況 

4-3 今後の改良予定 

 

 

  （５）今後のシステム利用の促進に向けて 

 

 

 本庁から入力を強制することで、システムの活用は進むと考えられるが、入力担

当者の混乱を招かないため、旧伝達方式を副次的な役割として利用できる体制が

必要と考える。 

 作業負荷の増加を抑制するため、システムによる二重入力・二重報告の解消やデ

ジタル化は、有効と考える。岐阜県では、総合防災情報システムによる災害情報

の統合管理を検討中である。 

 入力作業の負荷は、手書きによる FAX 送信や電話連絡を行っていた職員がシス

テム入力を担当すれば問題ない。 

 作業の負荷よりも、メリット（集計の迅速性・確実性）が大きいと判断されれば、

入力者の理解を得やすい。 

 システムの活用が現業に受け入れられるためには、入力担当部署のメリットが重

要だと思う。（本システムでは、市町村でも集計できるようにしている） 

 現在は、システムの改修計画に伴う、体制面の移行は検討していない。 



（３） ヒアリングに基づく岐阜県被害情報集約システムの現状と課題 
 
ヒアリングで明らかになった被害情報集約システムの現状と課題を下の図２－３に示した。 
本項で整理したシステムの現状と課題は、災害業務の中でシステムがどのように位置づけられるのか明らかにするため、業務分析に反映させる。 
 

 

まとめ    現状      要因 

利用が定着していない機能 

利用が定着した機能 

RENTAI 

被害情報集約機能 

市町村 

県防災関係機関 

 RENTAI ネットワーク上の端末（市町村にも

設置）で入力閲覧可能となっている。 

 他システムとの情報の連携は実施していない

 入力の主担当は市町村 

 県は閲覧及び集計を実施 

 

被害情報集約システム 

構築年 ：H13 年度 

構築方針検討：アンケート調査 

構築主管部 ：危機管理室 

構築目的 ：市町村及び県の被害情報を県災害

対策本部に報告するため 

開発状況 ：基本機能は開発済み。将来は総合

防災情報システムとなる 

被害情報集計機能 

被害情報提供機能 

利用が定着した理由 

 台風前など災害が予想される場合は予め防災 FAX でシス

テムでの入力を促している 

 システムが導入されても連絡体制は変化していない（特

に災害対応マニュアルを変えていない） 

 システム導入により入力者も情報利用者も負担が軽減し

ている（市町村・県ともに入力・集計のメリットがあ

る） 

 大垣水害を契機に入力者がシステムに習熟した 

 FAX と比較し、集計作業の時間短縮に結びついている 

 マニュアルなどは適宜見直している 

利用が定着した機能（現状の課題） 

 ネットワークの制限がある（同時アクセス５０回線以

下） 

 一部の市町村が入力しないため、集計に支障があるケー

スがある 

利用が定着しない理由 

 入力が徹底されてないため、被害情報の集約・提供の情

報精度に問題がある 

災害時や災害想定時に担当部局が

きめ細かく入力指示を出している

ため 

入力者が入力負担を感じているた

め 

集計作業の効率化などデータ入力

者に利用メリットがあったため 

一部の市町村は入力していな

いが、ほとんどの市町村では

入力が定着したことから、今

後指示を徹底していくことに

よりほぼ完全に入力が定着す

ると想定される 

RENTAI ネットワークの同時ア

クセス５０回線は、防災訓練

時には問題であるが、実際の

災害で５０カ所の市町村が同

時に入力することは考えられ

ないので、災害時に問題にな

るとは考えにくい 

ヒアリングによれば、大垣水

害を契機に被害集約システム

の利用は進み、比較的利用さ

れているシステムと考えられ

る。理由は入力負荷よりも集

計の迅速性や報告の確実性と

いうメリットが大きいと判断

されているため。 

被害情報集約システム 

きめ細かく操作マニュアルに追記

しているため 

RENTAI ネットワークを利用してい

るため 

機能面のまとめ

運用面のまとめ

図２－３ ヒアリングに基づく被害情報集約システムの現状と課題 
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２．利用環境整備に関する理由

システム開発・運用面 

３．業務への位置づけに関する理由

システムの重要性が認知されていない 

データ入力者にメリットがない 

担当者の異動で開発方針がぶれる 

きめ細かく操作

マニュアルを改訂 

事前に操作テスト期

間や説明会を設定、操

作方法を習得 

(平常時からの利用) 

システム導入を機にそれ

までの手段を使わない・認

めないこととしたため 

システム機能面 

１．開発段階に関する理由

技術的制約で機能が未熟・不足 災害対応の現場にそぐわない操作煩雑性等 

メンテナンスコストが高く、不十分 

利用が定着した理由 
利用が定着しない理由 

システム、従来型手

段を適切に使い分け 

最優先の報告先へは別手段 

構築検討時に、関連部局を巻き込まなかった

(巻き込むと遅くなる) 

FAX、システム等手段の特徴を考慮しなかった 

手書き図面等システムで扱うには不向きなデ

ータもある 

システム間連携がない。(同一データを異な

るシステムへ何度も入力) 

入力ミスが多く、効率性向上にならず 

OS のバージョンアップ等を行っていな

い。作りっぱなし 

基図、コンテンツが不足している 

平常時に利用しない 

システム導入後も以前の報告手段が存在

２．利用環境整備に関する理由

各部署が個別に既にシステムを構築

１．開発段階に関する理由

図２－４ 情報システムの定着／非定着要因比較  

前項までに調査した災害情報共有システムの現状及び課題をもとに、情報システムの利用定着を左右する要因をとりまとめた。 

運用ルールが未整備 

１．開発段階に関する理由 

２．利用環境整備に関する理由 
担当部局がきめ

細かく入力を指示 

３．業務への位置づけに関する理由 

開発・維持コストを

抑制 
必要な機能に絞っ

て開発 

入力負荷増等を極

力抑制 

システムが業務

の流れに合致 

データ入力者に

メリット 

２．５ 災害情報共有システムのまとめ 

幹部報告等に使われる

等、入力義務感が増加 

開発段階でユー

ザーの意見集約 
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３．現状分析を踏まえた検討項目の設定 

２章で示した既往の災害情報共有システムの活用に関する実態調査結果より、災害情報シ

ステムの利用・活用にあたっての課題をまとめ、各課題を解決するための検討項目を設定し

た。まとめた課題と設定した検討項目を図３－１に示す。 
 

 
図３－１ 課題解決のための検討項目 

 

 以下の章では、各検討項目毎に検討結果等を示す。 
１．新たな災害対応業務モデルの構築：４章～７章 
２．災害情報共有プラットフォームの開発：８章８．１～８．３ 
３．災害情報共有プラットフォームの実務性の担保：８章８．４ 
 

３．個別部署・機関が独自にシステムを構築済み 

２．データ特性に応じた伝達手段が選択されていない

５．基図となる地図データ等が更新されない、更新に

は多大なコスト 

１．安易にシステムを導入し業務の流れに適合してい

ない 

６．災害対応の場にそぐわない煩雑な操作が必要 

３－⑤ バックアップ手段・体制切り替え手法の開発

７．システム脆弱性を踏まえた対策が取られていない

４．平常業務システムと独立して構築され、災害時に

使えない、平常時に使用しているデータを活用できな

い 

８．機能が多すぎて使いにくい、システムが重い 

２－① 必須機能要件の明確化 

１－② プラットフォームを含む業務モデルの具体化

（操作人員配置等） 

１．新たな災害対応業務モデルの構築 

１－① 各部署の災害対応上の役割の重要度・緊急

度の整理とそれに伴う情報の重要度の評価。 

３．災害情報共有プラットフォームの実務性の担保 

３－① データ辞書の開発 

３－② システムインターフェース仕様の開発 

３－③ FAXデータからの位置情報読みとり技術の開

発 

３－④ 間接位置参照データベースの開発 

２－② 操作性の高いGUI 

２．災害情報共有プラットフォームの開発 

災害情報システム利用にあたっての課題 検討項目 



 37

４．災害時の伝達・共有すべき情報の整理 

４．１ 検討手順 

災害対応上伝達・共有が必要な情報の具体化・詳細化を以下の手順で行う。 
（１）規程報告様式の整理 

中部地方整備局（以下中部地整）を事例とし、防災業務計画・各種マニュアル等に記

載されている報告様式を調査し、報告様式に記載されている情報を整理することにより、

災害時に必要な情報を抽出する。また災害時に利用されているシステムがある場合には

その入力様式についても調査する。これらの結果を情報項目一覧表として取りまとめる。 
（２）災害時に実際に伝達された資料の整理 

実際に情報伝達に利用されている様式は(1)で調査対象とした様式の一部であったり、

簡単なメモ紙であったりすることもある。そこで、(1)の調査に加え、災害時に国土交通

省（以下本省）の各機関で実際に作成・伝達されたものを対象に伝達項目を整理する。

手書きで作成されたメモ等も含む。これらの結果を情報項目一覧表として取りまとめる。 
（３）災害情報の詳細定義 

上述二つの作業で作成した情報項目一覧表及び様式を用い、中部地整各部へのヒアリ

ングを通して災害情報の詳細定義（必要な項目の確定、及びその記入方法についての整

理）を行う。 

（４） （３）までで整理した情報の重要度を整理する。 

本検討においては、規定の報告様式の調査と災害時に実際に記入された様式を用いること

により、両者の短所を補うものとした。 

表４－１ 規定報告様式及び災害時に伝達された資料の長所・短所 

 規程報告様式 災害時に実際に伝達された資料 

長所 利用場面において必要と考えられる情

報項目を網羅的に抽出可能である。 

 

実際にどのような値をとるべきかが明らかに

なる。（例：位置として地先で記入されている

場合や，距離標で記入されている場合はその 2

つの表現方法が必要だとわかる） 

最低限必要な情報のみが記載されている。 

短所 網羅的であるがゆえに不要な情報を記

載項目にしている可能性がある。 

実際にどのような値をとるべきかが不

明である。 

記載されている内容には漏れがある可能性が

ある。 
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４．２ 規程報告様式の整理 

（１） 調査対象とした様式 
調査対象とした様式は、以下の三つの規程等に定められた様式である。 
· 中部地方整備局防災業務計画（H15 年 4 月 1 日より施行） 
· 地震発生後の河川管理施設及び許可工作物等の点検要領（案）（H10 年 5 月 6 日より施

行） 
· 東海地域における危機管理対策行動ハンドブック（案）（H15 年 5 月より施行） 
中部地方整備局防災業務計画には、中部地整管内において使用されることを目的として制

定された様式が記載されている。河川部においては本省河川局治水課が定めた様式を採用し

ている。また、道路部においては独自に東海地震を想定したハンドブックを作成しており、

ここで定めた様式を採用している。なお、災害時に使用されている情報システムとして交通

規制の有無等を記載する東海道路震災情報共有システム、体制等を管理する災害緊急支援シ

ステムが中部地整においては導入され、稼動していることから、これらのシステムへの入力

情報も調査対象の様式とした。 
調査対象とした様式の一覧は巻末の参考資料１に示す。 
 

（２） 様式整理結果 
各様式に規定された記載すべき項目及びその記載内容を整理した。記載項目の整理にあた

り、情報をその内容から表４－２の 11 カテゴリに分類した。 
 

表４－２ 情報のカテゴリ 

カテゴリ 内容 

情報を管理するための

情報 
報告や受報の日時、担当者氏名等、以下のカテゴリの

情報を説明または管理するための付加的な情報 

気象情報 地震の諸元情報や天候、水位等の観測情報 

体制情報 地整や事務所の体制、人員配置等の情報 

安否等総務情報 職員や家族の安否、非常食等の情報 

点検情報 所管施設の点検に関する情報 

所管施設被害情報 所管施設の被害情報 

交通規制情報 交通規制、緊急輸送路の通行可否に関する情報 

自治体被害等情報 市町村などの被害情報や避難、水防団の活動に関する

情報 

ヘリコプター情報 災害用ヘリコプターの飛行申請、飛行計画に関する情

報 

電気通信機器関連情報 電気通信機器の通信・運用状況に関する情報 

復旧・資機材関連情報 復旧計画に関する情報や、人員・資機材の要請・応援、

保有に関する情報 
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４．３ 災害時に実際に伝達された資料の整理 

（１） 調査対象とした様式等 
調査対象とした様式や手書きメモは、以下の災害発生時に作成・収集された資料である。

また、平成 16 年度中部地整における防災訓練時に作成した様式等も参考とした。 
· 宮城県沖地震（平成 15 年 5 月 26 日） 
· 秋雨前線・台風２１号（平成 16 年 9 月 29 日～30 日） 
· 紀伊半島沖、東海道沖に発生した地震（平成 16 年 9 月 5、6 日） 
· 中部地方整備局防災訓練（平成 16 年 9 月 1 日） 
調査資料は、地整及び本省の各部局において、上位組織への報告等に用いられたものであ

る。各部局での収集資料の伝達経路を図４－１に示す。 

 

図４－１ 各部局の伝達経路 

（２） 様式等整理結果 
様式等に記載された内容を情報項目として取りまとめた一覧を巻末参考資料２に示す。な

お、各情報項目について、その情報を作成する部局、収集する部局も合わせて整理した。こ

こで収集する部局とは作成された情報を最初に取得する部局を指す。例えば事務所から河川

部に報告され、河川部が企画部に報告する場合には、事務所を作成する部局、河川部を収集

する部局とした。また、記載の内容が、規定の様式によらず作成されているものについては

網掛けで示した。また、表４－２における「情報を管理するための情報」については、中部

地整の報告様式と異なる様式を用いている場合または未記入の場合がほとんどであったため、

既往災害で用いられた書式等の整理対象からはずすこととした。 
既往災害で作成された書式等には、様式によらず管内から集められた情報を集約するため

の内容（所管施設の点検終了施設の集計等）が記載されていた。また、消防庁等他機関から

提供された情報のほとんどは、提供された書式そのものを利用していた。 
地整各部で収集された情報のほとんどはそのまま本省の上位部局への報告資料に添付され

る形で報告されており、収集した情報そのものが必要とされる情報になるとは考えにくい（も

っとも多い場合で地整企画部、地整河川部、地整道路部、本省災害対策室、本省治水課、本

省道路防災対策室の６部局でまったく同じ資料の複写が保管されている可能性がある）。その

県河川課 

県道路管理課 

地方自治体 事務所 地方整備局 国土交通省 

治水課 

災害対策室 

道路防災対策室 

地域河川課 

企画部 

河川管理課 

地域道路課 

道路管理課 
国道・防災課 
地方道環境課 

有料道路課 ＪＨ 日本道路公団

災害対策本部

災害対策支部
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ため、各機関の役割も考慮し、各部局で必要とされる情報を整理した。 
 

４．４ 災害情報の詳細定義 

規程報告様式の整理結果（４．２節）及び既往災害で用いられた書式の整理結果（４．３

節）を踏まえ、災害対応時に必要となる情報を災害情報として整理した（表４－３）。規程報

告様式に記載された情報のうち、既往災害で用いられた書式にはない情報については、その

情報の内容を鑑み、情報の作成及び収集部局、情報を必要とする部局をそれぞれ整理した。 
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表４－３ 災害情報の詳細定義 

事：事務所、局：地整各部（企：企画部、河：河川部、道：道路部） 

本：本省各局（災：災害対策室、河：治水課、道：道路防災対策室） 

気：気象庁、公：道路公団、消：消防庁、県：県災対室 

事*：国道事務所以外の道路管理者も含む 

全：事務所、地整各部、本省各局の複数がありうる 

  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

報告の順序  第 報、第 号（事務所毎） 全  局  ○ ○  ○       

  状態   発災前、発災後 全  局  ○ ○  ○       

  第 報   一つの事象に対する連番 全  局  ○ ○  ○       

地方整備局名  「中部地方整備局」                

起案日時 起案した年月日、時刻 全 企 ○      

決裁日時 決裁された年月日、時刻 企 企 ○      

災害名 災害の名前 全 企  ○      

発信機関 当該情報の発信元機関（事務所等）の名前 全 企  ○      

起案 部班名   起案者の所属部班名  全 企  ○      

  氏名   起案者名 全 企  ○      

報告 報告日時   報告した日時 全 局  ○  ○  ○  ○  ○ ○ 

  報告者 所属 報告者の所属事務所、班名 全 局  ○  ○  ○  ○  ○ ○ 

    報告者 報告者の氏名 全 局  ○  ○  ○    

    住所 一般情報提供、建設業団体の場合 事 企  ○      

    電話番号 一般情報提供、建設業団体の場合 事 企  ○      

    会社名 建設業団体の場合 事 企  ○      

    責任者 建設業団体の場合 事 企  ○      

閲覧確認 本部長   企 企  ○      

  副本部長   企 企  ○      

  支部長   事 企  ○      

  副支部長   事 企  ○      

  総括   企 企  ○      

  本部室付 部付   企 企  ○      

  班長   全 企  ○      

  課長   河 企  ○      

  係長   

情報の内容を確認した場合に、署名または捺印を付す

る 

河 企  ○      

受信 受信時刻   受信した日時 局 局  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

  受報者   受信したものの氏名 局 局  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

報告内容     事故、災害、規制 事 道   ○    

通報先     本部、全支部、支部、本省 事 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

情報センター報告日時  情報センターへの報告日時 事 道   ○    

情
報
を
管
理
す
る
た
め
の
情
報 

通信方法  マイクロ、専用無線、NTT、FAX 事 道       

地震名   地震の名称 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

発生日時   地震が発生した年月日分 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

各地の震度 対象地点震度 対象地点で観測された地震の震度 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  観測位置 震度を観測した地点 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地震の規模   地震の大きさを示すマグニチュード 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

震度 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 震度発生分布

図  市町村 
震度 4 以上の市町村の主題図 

気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

震源 位置 ○○沖  km 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  深さ 地下 m 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  発表気象台 発表した気象台の名前 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

余震発生状況 発生日時 地震が発生した年月日分 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  観測位置 震度を観測した場所 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  震度 震度 気 全 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地震回数 報告時刻 集計した時刻 気 全 ○   ○    

  
次回報告予定時

刻 
次回集計予定時刻 気 全 ○   ○    

  観測期間 集計した期間 気 全 ○   ○    

  震度 観測した震度・観測位置 気 全 ○   ○    

  回数 観測した回数 気 全 ○   ○    

  累積回数 累積地震発生回数 気 全 ○   ○    

地震 

  
震度 4 以上累積回

数 
累積回数のうち、震度 4 以上を観測した地震の回数 気 全 ○   ○    

天候 期間   天候を観測した期間 気 道   ○     

気
象
情
報 

  天候 県名 天候を観測した県の名前 気 河・道  ○ ○     
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  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

    期間 当該天候の期間 気 河・道   ○ ○       

    変化 天候の内容 気 河・道   ○ ○       

降雨 日付   観測した日付（過去 5 日間） 気 道     ○       

  降雨状況 時刻 観測した時刻 気 道     ○       

    時間 累計降雨時間 気 道     ○       

    累計 累計降雨量 気 道     ○       

  観測所   当該降雨を観測した観測所名 気 道     ○       

気象状況 日時   発令日時 気 道     ○       

  対象区域   発令対象地域 気 道     ○       

  情報内容   発令の内容 気 道     ○       

気象状況

（津波） 
日時   当該地震による津波発生予報の発令時刻 気 全 ○ ○  ○ ○   

  種類   発令の内容 気 全 ○ ○  ○ ○   

  有無   津波発生の有無 気 全 ○ ○  ○ ○   

水位状況 観測所名   水位を観測した施設の名称 事 河   ○         

  
観測日時（日，

時） 
  観測した日時 事 河  ○     

  水位（m）   観測した水位 事 河  ○     

  HWL   当該観測位置の計画高水位 事 河  ○     

  警戒水位   降雨等により水位が上昇し、災害のおそれがある水位 事 河  ○     

  指定水位   

水防法の「水防警報対象河川」の主要な水位観測所

に定められている水位。同法で定める各水防管理団体

が、水防活動に入る準備を行うための水位 

事 河  ○     

  ピーク水位   最大水位 事 河  ○     

  破堤時水位   破堤した際の観測水位 事 河  ○     

  
推移状況（上昇中，下降，変化なし

等） 
前回観測時点からの水位の変化 事 河  ○     

 備考・その他                      

体制 時刻   体制をとった日時 全 企 ○   ○    

  組織名   各省庁、地整、事務所、県、市町村、公団の名称 全 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  体制内容   注意、警戒、非常 全 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  体制設置の根拠   
観測震度や、報道内容（地震速報）等、災害対策要

領に記載された体制設置・解除の根拠を記載する。 
全 企 ○   ○   

  本部・支部名   地震災害、地震警戒、風水害、火山災害、雪害 全 企 ○   ○   

  状態   設置、廃止、移行 全 企 ○   ○   

人員配置 時刻   人員配置を取りまとめた時刻 全 企 ○   ○   

  部・事務所名   人員を取りまとめた部・事務所の名前 全 企 ○   ○   

  本部長、班長の在・不在 各部、班の長が在席しているか否か 全 企  ○      

  各班の状況 班名 班の名前 全 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    職名 職（係）の名前 全 企  ○      

    氏名 職員の氏名 全 企  ○      

    出勤 出勤しているか否か 全 企 ○      

    休暇・帰宅 休暇・帰宅し不在にしているか否か 全 企  ○      

    出張 出張し不在にしているか否か 全 企  ○      

    その他 その他上記以外の都合による在・不在 全 企  ○      

  合計 定員 もともと定められた人数 全 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    出勤 出勤者 全 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    休暇・帰宅 休暇・帰宅人数 全 企  ○      

    出張 出張人数 全 企 ○      

    その他 その他の人数 全 企 ○      

    報告時間 報告した時刻 全 企 ○      

    報告者 報告したものの氏名 全 企 ○      

    受報者 受報したものの氏名 全 企 ○      

設置日時   現地対策本部を設置した日時 企 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地先名   設置した場所 企 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

本部長名   現地対策本部の部長氏名 企 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

体
制
情
報 

現地対策本

部設置状況 

  

  

  対策本部名   現地対策本部の名称 企 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 夜間の体制 体制をとる部局名  課や県の名前 全 企 ○   ○    

   内容 氏名 夜間体制に従事する職員の氏名 全 企 ○   ○    

     内容 徹夜、帰宅、明朝出勤等 全 企 ○   ○    

     期間 従事する期間 全 企 ○   ○    

所属 所属 職員の所属  全  企 ○           

  氏名 職員の氏名  全  企 ○           

  宿舎 職員の宿舎名  全  企 ○           

人的被災状況   有、無  全  企 ○      ○     

  被災者名 被災した職員・家族の氏名  全  企 ○           

物的被災状況   物的被災状況（棚が倒れた等）  全  企 ○      ○     

安
否
等
総
務
情
報 

職員・家族・

宿舎関係 

応急処置・指示

等 
  

人的被災または物的被災に対する応急処置の内容や

指示の内容。 
 全  企 ○      ○     
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  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

非常食備蓄 品名   非常食の品名  全  企 ○           

  規格   非常食の規格  全  企 ○           

  単位   非常食の数量の単位  全  企 ○           

  数量   非常食の数量  全  企 ○           

点検 点検日   点検した日 事 河・道  ○ ○     

  
事務所名・出張

所名 
  点検を担当する事務所・出張所名 事 河・道  ○ ○     

  班番号   点検を行う班の番号 事 河・道  ○ ○     

  班構成員   班を構成する人員（複数記述可） 事 河・道  ○ ○     

    官職 役割 事 河・道  ○ ○     

    氏名 班構成員の名称 事 河・道  ○ ○     

  点検区分 左右岸 右岸か左岸か 事 河・道  ○ ○     

    河川名 点検を行う河川名 事 河・道  ○ ○     

    開始位置 ○○橋から上流，○○分岐から下流、あるいは距離程 事 河・道  ○ ○     

    終了位置 ○○橋から上流，○○分岐から下流、あるいは距離程 事 河・道  ○ ○     

    点検ルート 開始位置から終了位置までの経由を記述 事 河・道  ○ ○     

  点検種類   概略、詳細（河川の場合）往路、復路（道路の場合） 事 河・道  ○ ○     

許可工作物 名称   許可工作物の名称  事  河   ○         

  位置 河川名 設置された河川名  事  河   ○         

    距離程 設置された位置（距離程）  事  河   ○         

    地先 設置された位置（地先）  事  河   ○         

  報告先   事象を報告する事務所・出張所名  事  河   ○         

  観測所   工作物の管理に用いる観測所の名称  事  河    ○         

点検結果 異常有無 有、無 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  異常内容 異常有りの場合の内容 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  点検開始時刻 点検を開始した時刻 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

概観（概略）点

検概要  

  

  
点検終了時刻 点検を終了した時刻 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  異常有無 有、無 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  異常内容 異常有りの場合の内容 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  点検開始時刻 点検を開始した時刻 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

臨時（詳細）点

検概要  

  

  
点検終了時刻 点検を終了した時刻 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  摘要   点検結果への対応 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  点検進捗 報告時刻 集計時刻 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    点検終了区間 集計した時点で点検が終了している区間 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  点検結果 点検済み施設数 点検が終了した施設の数 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    施設種類 橋梁、法面等点検対象施設の種別 事 道 ○  ○ ○  ○ 

    重要点検箇所 有、無 事 道 ○  ○ ○  ○ 

    道路構造物点検 有、無 事 道 ○  ○ ○  ○ 

    
鉄道・道路との交

差箇所 
有、無 事 道 ○  ○ ○  ○ 

    防災カルテランク 
防災カルテのランクが付与されている道路施設について

はそのランクを記載する。 
事 道 ○  ○ ○  ○ 

    残り数 点検が終了していない施設の数 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    全体数 点検対象となる施設の数 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    異常有無 有、無 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    被災状況 異常有りの場合の内容 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  支所長   出張所の責任者 事 河・道   ○ ○       

  点検者   点検実施者 事 河・道   ○ ○       

  確認者   点検内容の確認者 事 河・道   ○ ○       

  受報者   点検結果の報告を受けたもの 事 河・道   ○ ○       

  受報時刻   報告を受けた時刻 事 河・道    ○  ○       

名称   工事現場の名称 事 河・道   ○ ○       

点検事項   点検すべき事項 事 河・道   ○ ○       

状況   工事現場の状況 事 河・道    ○  ○       

点
検
情
報 

工事現場点

検表   

記事   特筆すべき事項  事 河・道    ○
 

○」
      

庁舎被害 庁舎の概要 名称 庁舎の名称 全 企 ○   ○    

    所在地 庁舎の所在地  全  企  ○      ○     

    構造 庁舎の構造  全  企  ○      ○     

    延面積 庁舎の延べ床面積  全  企  ○      ○     

  職員の負傷等 所属 負傷した職員の所属  全  企  ○      ○     

    氏名 負傷した職員の氏名  全  企  ○      ○     

所
管
施
設
被
害
情
報 

    負傷程度 負傷した職員の負傷程度  全  企  ○      ○     
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  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

    手当等 負傷した職員に対する手当て等対応の内容  全  企  ○      ○     

  被害状況 取りまとめ時刻 被害の有無や被災の内容 全 企 ○   ○    

    異常有無   全 企 ○   ○    

    被害内容   全 企 ○   ○    

    危険度 被害が庁舎に及ぼす危険度 全 企 ○   ○     

    重要度 被害が庁舎機能に及ぼす重要度 全 企 ○   ○     

  応急処置等   応急処置の内容 全 企 ○   ○     

    復旧予測等 復旧までの見込み 全 企 ○   ○     

水系名   木曽川水系等 事 河 ○ ○  ○ ○   

河川名   河川の名称 事 河 ○ ○  ○ ○   

河川施設被

害位置 

  

  距離程 自   事 河 ○ ○  ○ ○   

    至   事 河 ○ ○  ○ ○   

  地先 自   事 河 ○ ○  ○ ○   

    至   事 河 ○ ○  ○ ○   

  左右岸   左、右 事 河 ○ ○  ○ ○   

  施設名・築堤名     事 河 ○ ○  ○ ○   

詳細部位名   各点検施設種類に応じて、部位が列挙される。 事 河  ○   ○   

被災施設名   施設名、築堤名 事 河  ○   ○   

被害有無   有、無 事 河 ○ ○  ○ ○   

被災の程度 無、小、中、大 事 河  ○   ○   

被害種類 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ， 事 河  ○   ○   

被害概要   事 河 ○ ○  ○ ○   

基礎地盤状況   事 河  ○   ○   

出水に対する影響

（危険性等） 
  事 河  ○   ○   

被害内容・所見 

  

  

  

  

  

被災要因、状況   事 河  ○   ○   

番号   位置図上の番号 事 河  ○   ○   

延長   被害延長 事 河  ○   ○   

写真   被害の社真 事 河  ○   ○   

緊急復旧の必要性  有、無 事 河  ○   ○   

河川施設被

害内容 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本復旧の必要性   緊、本、維 事 河  ○   ○   

図面 位置図   

被害の位置が番号とともに記入された図面 1/50000 以

上 

(道路）被害位置にマーキング，路線名，箇所名，規制

状況を記載。管内図レベル広域及び現場周辺狭域の

2 種類存在。 

事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

    交通規制位置図 交通規制の位置が番号とともに記入された図面 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

    概況図 位置図とほぼ同義で使われている。 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

  平面図   被害の詳細を示す平面図 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

  横断図   被害の詳細を示す横断図 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

    
被害位置（横断

図） 
被害位置の詳細を示す横断図 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

路線名     事 道 ○  ○ ○  ○ 

担当機関     事 道   ○   ○ 

  事務所名   事 道   ○   ○ 

  出張所名   事 道   ○   ○ 

  担当者   事 道   ○   ○ 

上下区分   上、下 事 道 ○  ○ ○  ○ 

場所   歩、中、車 事 道   ○   ○ 

目印   被害箇所を特定する際に目印になる施設等                 

箇所名 自   事 道 ○  ○ ○  ○ 

  至   事 道 ○  ○ ○  ○ 

路終標 自   事 道 ○  ○ ○  ○ 

  至   事 道 ○  ○ ○  ○ 

道路施設被

害位置 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
座標     事 道   ○   ○ 

延長   被災した道路施設の延長 事 道   ○   ○ 

発生日時     事 道   ○   ○ 

幅員   被災した道路施設の幅員 事 道   ○   ○ 

被害内容 被災施設種類 舗装、路盤、橋梁、トンネル、盛土、急傾斜地、その他 事 道   ○   ○ 

  被災状況 被害の内容 事 道 ○  ○   ○ 

  要因 被害の発生要因 事 道   ○   ○ 

  発見者   事 道   ○   ○ 

  第 3 者被害 
道路利用者や住民への被害発生の有無またはその内

容 
事 道 ○  ○ ○  ○ 

所見 通行可否 通行可能か否か 事 道   ○   ○ 

  交通規制状況 有、無 ＊詳細については交通規制 事 道 ○  ○ ○  ○ 

  資機材調達状況 照明車が移動中（20:30 着予定） 事 道   ○   ○ 

  復旧見込み 
復旧までの見込み（道路）隆起部を撤去し，レミファルト

ですり付け作業を実施中 
事 道   ○   ○ 

道路施設被

害内容 

  

渋滞 上下の別 下り（山形方面）約 1.5km，上り方面（寒河江向き）約 事 道   ○   ○ 
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  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

  延長 1.0km 事 道   ○   ○ 

迂回路 有無 有、無 事 道   ○   ○ 

  気象状況 迂回路の天候 事 道   ○   ○ 

被害施設名                    

事務所名                    

所在地                    

被害箇所区域番号                   

被災状況                    

復旧見込み                    

復旧 工法                  

公園被害 

  

  

  

  

  

  

  
  期間                  

出張所名                    

工事名                    

工事箇所                    

被災状況                    

作業人数                   

避難人数                   

負傷者数                   

工事従事者人

数  

  

  
不明者数                   

現場の被災程度                    

合計 工事箇所                   

  作業人数                   

  避難人数                   

  負傷者数                   

  不明者数                   

  被災程度大                   

  被災程度中                   

 

工事現場被

害 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  被災程度小                   

被災施設名                     

事務所名                     

省庁名                     

所在地                     

被災状況                     

営繕建設現

場被害 

  

  

  

  

  復旧見込み                     

交通規制 路線名 番号   事* 道   ○   ○ 

    路線名   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  支部・機関名     事* 道   ○   ○ 

  運用管理     事* 道   ○   ○ 

  道路管理者名     事* 道   ○   ○ 

  都道府県 番号   事* 道   ○   ○ 

    名称   事* 道   ○   ○ 

  箇所名 自   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    至   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  距離程 自   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    至   事* 道   ○   ○ 

  規制延長     事* 道   ○   ○ 

  規制期間   通行規制の実施・変更の時刻 事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  規制時間   規制した時間 事* 道   ○   ○ 

  規制内容   全面通行止、片側交互通行、車線規制内容 事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  詳細   （ 車線/片側 車線） 事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  状態   新規、変更 事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  交通規制の原因     事* 道   ○   ○ 

    被害額   事* 道   ○   ○ 

  復旧見込み     事* 道   ○   ○ 

  被害内容 人身   事* 道   ○   ○ 

    物損   事* 道   ○   ○ 

  関連事項     事* 道   ○   ○ 

  迂回路 有無   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    迂回路   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    気象状況   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  担当事務所 事務所名   事 道   ○   ○ 

    所長名   事 道   ○   ○ 

    
連絡先（マイクロ、

携帯） 
  事 道   ○   ○ 

  通行止め基準 震度 震度 4.0 以上 4.5 未満 公 道   ○   ○ 

    対応 点検+速度規制 公 道   ○   ○ 

  合計 報告時刻   事* 道   ○   ○ 

    規制内容   事* 道   ○   ○ 

交
通
規
制
情
報 

    箇所数   事* 道   ○   ○ 

緊急輸送路 担当機関     事* 道   ○      ○ 

  日時     事* 道  ○  ○ ○  ○  ○ ○ 

  緊急輸送路種別    事* 道  ○  ○ ○  ○  ○ ○ 

  路線名     事* 道  ○  ○ ○  ○  ○ ○ 

 

  区間     事* 道  ○  ○ ○  ○  ○ ○ 



 46

  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

  目印     事* 道   ○       

  被災地点 座標   事* 道   ○       

    距離程   事* 道   ○       

  状況     事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  通行可 交通状況   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    車両制限   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  規制箇所   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  規制内容   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  被災状況   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  道路自体の損傷   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  道路通行障害物   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  沿道火災   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  その他   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  

通行可（一部規

制）  

  

  

  

  

  

  
備考   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    復旧見込み   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  通行不可 被災箇所   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    被災状況   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    復旧見込み   事* 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    
自衛隊への応援要

請 
   事*  道      ○      ○ 

県名     消 災 ○   ○    

市町村名     消 災 ○   ○    

報告時刻     消 災 ○   ○    

人的被害     消 災 ○   ○    

  死者   消 災 ○   ○    

  行方不明   消 災 ○   ○    

  重症 市町村には負傷者数しか無い 消 災 ○   ○    

  軽症 市町村には負傷者数しか無い 消 災 ○   ○    

  調査中 市町村はなし 消 災 ○   ○    

  負傷者計   消 災 ○   ○    

住家被害     消 災 ○   ○    

  家屋全壊   消 災 ○   ○    

  半壊 *市町村の報告に半壊はない 消 災 ○   ○    

  一部損壊   消 災 ○   ○    

  床上浸水   消 災 ○   ○    

  床下浸水   消 災 ○   ○    

非住家     消 災 ○   ○    

  公共建物 
市町村は、公民館、社会福祉施設、観光施設、庁舎

被害のみ 
消 災 ○   ○    

  その他   消 災 ○   ○    

一般被害状

況 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  その他の施設被

害 

文教施設（小中学

校、県立学校、合

計、その他の教育

施設被害） 

市町村の場合はカッコ内の詳細 消 災 ○   ○    

    病院 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    道路 市町村は道路寸断箇所数 消 災 ○   ○    

    橋梁 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    河川 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    港湾 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    砂防 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    清掃施設 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    がけ崩れ 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    鉄道不通 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    被害船舶 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    水道 市町村は断水 消 災 ○   ○    

    電話 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    電気 市町村は停電の最大停止戸数、現在停止戸数 消 災 ○   ○    

    ガス 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    ブロック塀等 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    その他 市町村はなし 消 災 ○   ○    

  罹災世帯数   市町村はなし 消 災 ○   ○    

  罹災者数   市町村はなし 消 災 ○   ○    

  火災件数 建物 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    危険物 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    その他 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    計 市町村はなし 消 災 ○   ○    

  
これまでにとった措置 

  
市町村はなし 消 災 ○   ○    

  石油コンビナート 漏洩の有無 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    火災の有無 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    被害概要 市町村は、石油流出・ホームタンク等被害 消 災 ○   ○    

  原子力施設 被害の有無 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    被害概要 市町村はなし 消 災 ○   ○    

  危険物施設等 漏洩の有無 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    火災の有無 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    被害概要 市町村はなし 消 災 ○   ○    

自
治
体
等
の
被
害
情
報 

  都道府県の区域 有無 市町村はなし 消 災 ○   ○    
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  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

を越えた応援の

必要性 

    必要な応援 市町村はなし 消 災 ○   ○    

  被害額 公立文教施設 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    農林水産業施設 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    公共土木施設 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    その他の公共施設 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    農林被害 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    林業被害 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    畜産被害 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    水産被害 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    商工被害 市町村はなし 消 災 ○   ○    

    その他 市町村はなし 消 災 ○   ○    

避難状況 確認・未確認の別  当該情報が確認されたものか、未確認であるか  河  河    ○         

  発表日時（日，時分）   情報が発表された日時  県  河 ○  ○    ○  ○   

  市町村名    避難勧告が出された市町村名  県  河 ○  ○    ○  ○   

  避難地区    避難勧告が出された地区名  県  河 ○  ○    ○  ○   

  対象住民人数    避難地区に居住する人数  県  河 ○  ○    ○  ○   

  避難先    避難先となる施設名、位置  県  河 ○  ○    ○  ○   

  避難状況（中，完了）  避難中、避難完了  県  河 ○  ○    ○  ○   

状態   出動、実施中、実施済、退避  県  河 ○  ○    ○  ○   

市町村名      県  河 ○  ○    ○  ○   

人数      県  河 ○  ○    ○  ○   

出動時刻      県  河 ○  ○    ○  ○   

地先名      県  河 ○  ○    ○  ○   

左右岸別      県  河    ○         

 

水防団活動

状況 

  

  

  

  

  

  距離程      県  河    ○         

ヘリコプター 日時    ヘリコプターを使用したい日時  全  企  ○           

  目的    使用の目的（詳細点検）  全  企  ○           

  臨時離発着場    ヘリコプターの離発着に用いる臨時発着場  全  企  ○           

  使用機種    使用機種の名前  全  企  ○           

  使用設備    使用設備（赤外線カメラ等）  全  企  ○           

  搭乗者 所属  ヘリコプターに搭乗する職員の所属  全  企  ○           

    氏名  ヘリコプターに搭乗する職員の氏名  全  企  ○           

  合計    搭乗者合計人数  全  企  ○           

  飛行計画    飛行経路等  全  企  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

  出発 出発場所    全  企  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

    出発時刻    全  企  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

  終了 終了場所    全  企  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

    終了時刻    全  企  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

  飛行回数    当該目的のための飛行回数  全  企  ○           

番号    通し番号  全  企  ○           

第一報告時間    申請時刻  全  企  ○           

支部名    申請事務所等名称  全  企  ○           

希望日時    希望日時  全  企  ○           

飛行計画 出発時刻    全  企  ○           

  使用機械  使用機種の名前  全  企  ○           

使用目的    使用の目的（詳細点検、視察）  全  企  ○           

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
情
報 

ヘリコプター飛

行計画整理 

  

  

  

  

使用機械    使用設備（赤外線カメラ等）  全  企  ○           

通信設備 事務所概要                     

  出張所 出張所名                   

    通話の確認                   

    状況                   

点検年月日                     

点検責任者                     

点検開始時間                     

点検完了時間                     

多重無線回線 異常有無                   

  概要                   

異常有無                   テレメータ放流警

報  概要                   

移動無線設備 異常有無                   

  概要                   

データ処理設備 異常有無                   

  概要                   

発電設備燃料

確認 
異常有無                   

  燃料確認                   

通信設備点

検 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  概要                   

運用計画 自                   

  至                   

運用月日                     

運用時間 自                   

電
気
通
信
機
器
関
連
情
報 

画像伝送回

線 

  

  

  
  至                   
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  必要とする部局 

定義等 

作成，収集する

部局 局 本省 

  

情報 

  作成 収集 企 河 道 災 河 道 

地上系 使用区間                   

  使用回線                   

  運用モード                   

衛星系 地球局                   

  可搬局                   

  ＵＰＬＩＮＫ－ＩＤ                   

  使用ＣＨ                   

  担当地建                   

  運用内容                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  備考                   

作業手順   
復旧作業の手順を箇条等により簡潔に示す。 

ガードマン等の配置についても記載 
事 河・道   ○     

費用 緊急費  緊急復旧に要する費用 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

  復旧費  本復旧に要する費用 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

工法    採用する工法 事 河・道  ○ ○     

工期    復旧作業にかかる日数 事 河・道  ○ ○  ○ ○ 

交通規制有無等   復旧に際し、交通規制が必要か否か 事 河・道  ○ ○     

必要資機材 名称 事 河・道 ○ ○ ○ ○    

  規格 事 河・道  ○ ○     

  単位 事 河・道  ○ ○     

  必要量 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  不足量 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  調達先 事 河・道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

復旧 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  備考 

 復旧に必要となる資機材 

  

 必要量に不足する場合は、別途資機材の要請情報

を作成する。 

  

  

  

  事 河・道  ○ ○     

名称    点検や復旧作業の協力業者名  事  企 ○           

位置    業者待機位置  事  企 ○           

資機材 資機材名  事  企 ○           

  規格  事  企 ○           

  単位  事  企 ○           

  数量  事  企 ○           

  オペレータ人員 

 保有する資機材 

  

 資機材の取り扱いにオペレータが必要となる場合はそ

の人員も記載する。  

   事  企  ○           

作業員 責任者  作業の責任者  事  企  ○           

  役職名  責任者の役職  事  企  ○           

建設団体 

  

  

  

  

  

  

  

  

    人数  作業従事人数  事  企  ○           

要請・指示日時   
被災事務所から地整への要請、または地整から被災外

事務所への指示した日時 
事・企 企 ○ ○ ○ ○    

指示対象 事務所名 指示の場合の対象事務所 企 企 ○ ○ ○ ○    

  実施班  支援に従事する班名 企 企 ○ ○ ○ ○    

指示事項 項目  要請の内容（資機材支援、人員支援） 事・企 企 ○ ○ ○ ○    

  内容  具体なす雨量 事・企 企 ○ ○ ○ ○    

被災先 事務所  支援を受けたい事務所 事 企 ○ ○ ○ ○    

  地先  支援を受けたい箇所 事 企 ○ ○ ○ ○    

  被災内容  被災の内容 事 企 ○ ○ ○ ○    

出動事務所    支援に従事する事務所（指示対象の事務所と同じ） 企 企 ○ ○ ○ ○    

人員要請    要請された人員 事 企 ○ ○ ○ ○     

資機材 資機材名 事 企 ○ ○ ○ ○    

  規格 事 企 ○ ○ ○ ○    

  単位 事 企 ○ ○ ○ ○    

資機材支援

等の要請 

  不足量 

 要請された資機材 

  

  

  事 企 ○ ○ ○ ○    

日時     事 企 ○ ○ ○ ○    

事務所名     事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

実施内容 項目   事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  内容   事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

人数     事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

資機材 資機材名   事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  規格   事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  単位   事 企 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

復
旧
・
資
機
材
関
連
情
報 

要請への対

応内容 

  

  

  

  

  

  

  

  責任者     事 企 ○ ○ ○ ○    

 
なお、河川・道路施設以外の所管施設の被害状況（電気通信機器を含む）の被害の詳細については、今回の整理にあたってそれらの管

理者となる各部の役割等を整理していないため、災害情報の詳細定義においては項目のみを列挙し、詳細については記載していない。今

後検討の対象（災害情報共有プラットフォームの使用対象・目的）を拡大する際に別途詳細化が必要となる。 
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４．５ 詳細化した情報の重要度比較 

４．４で整理した情報の伝達手段を選択するにあたっては、情報の内容・伝達先とともに、

その情報の重要度を考慮する必要がある。重要な情報であれば迅速かつ確実に伝達する必要

性がより高いためである。 
そこで、４．４にて詳細に整理した災害対応上必要な情報について、情報毎に伝達手段を

整理する前段として、重要度を評価した。 
重要度の評価は以下の流れで実施した。 

１）災害対応における各機関の役割を抽出する。 
２）各機関の役割のうち、他の機関で代替可能な役割あるいは代替不可能な役割等を整理す

るとともに、ヒアリングから特に重要とされる役割を整理する。 
３）災害情報の詳細定義及び２）の検討成果を踏まえ、 

�必須：各役割の判断に必ず必要な情報 
�オプション１：各役割の判断にとってあればよりよい判断が可能となる情報 
�オプション２：判断に必要ではあるが，その役割の優先順位が低いためより優先順

位の高い役割に必要となる情報を収集することが優先される情報。 
の観点により災害情報をヒアリングや既往災害で用いられた書式をもとに整理する。 

 
４．６ 各機関の災害対応上の役割の優先度評価 

（１）各機関の役割の抽出 

各機関における役割（災害対応業務）を、防災業務計画や担当職員へのヒアリング調査に

基づき整理した。結果を表４－４に示す。役割は災害対応を３つのフェーズに分類して整理

した。各フェーズは次の時間帯である。 
フェーズ１：発災直後以降、職員への参集指示、身の回りの状況等から災害の概略的な規

模を把握する段階。 
フェーズ２：災害対応のための体制を整え、管理施設の点検に着手する段階。 
フェーズ３：現地からの点検結果、被害情報が災害対策本部へ報告されはじめ、応急措置・

復旧作業が展開される段階。 
また、各フェーズにおける各機関の役割概要を表４－５に示す。 
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機関名
1 職員の参集を指示する
2 参集する
3 庁舎及び庁舎周辺の被害有無を確認する
4 防災エキスパートからの情報を収集する
5 第一報（庁舎・身の回りの状況、事務所内での対応可否）を本局（本部）に報告する（30分以

内）6 河川部・道路部に施設被害に第一報を伝達する

1 職員の参集を指示する
2 参集する
3 防災エキスパートからの情報を収集する
4 庁舎及び庁舎周辺の被害有無を確認する
5 本省に一般被害の第一報報告する

6 災害用ヘリ出動を検討・指示する

1 職員の参集を指示する
2 参集する
3 テレビ・ラジオ情報を収集する
4 一般被害（身の回りの状況）の第一報等を本局本部に報告する（30分以内）

5 一般被害（身の回りの状況）の第一報等を河川局治水課に報告する

6 河川部の体制をとる

7 河川部の体制を本局本部に報告する

8 河川部の体制を河川局治水課に報告する

9 事務所に体制の確認を確認する

1 職員の参集を指示する
2 参集する
3 テレビ・ラジオ情報を収集する
4 テレビ・ラジオからの情報に事務所の管轄が含まれていると判断した場合に問い合わせる

5 道路部の体制をとる

6 道路部の体制を本局本部に報告する

7 道路部の体制を道路局道路防災対策室に報告する

8 事務所に体制の確認を確認する

1 災害対策本部を設置し，職員の参集を指示する
2 被災地整への応援の必要性の判断及び被災地外地整への応援の指示
3 災害の規模を把握し，被害の規模・範囲を想定する
1 災害対策本部を設置し，職員の参集を指示する
2 災害の規模を把握し，被害の規模・範囲を想定する
3 河川部の体制を把握する
1 災害対策本部を設置し，職員の参集を指示する
2 災害の規模を把握し，被害の規模・範囲を想定する
3 道路部の体制を把握する

本省道路防対

役割
事務所

地整企画部

地整河川部

表4－4　各機関における役割一覧（フェーズ1）

地整道路部

本省災対室

本省治水課
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機関名
1 職員の参集状況を基に、所内人員配置を行う
2 本部及び河川部に体制を報告する
3 本部に参集状況を報告する
4 点検実施の重点箇所・優先箇所を判断する
5 点検開始の指示を出す
6 点検着手・進捗状況、施設被害（第一報：位置、概略状況）を収集し本局（各部）へ
7 被害を確認する
8 個別被害箇所に関する対応方針を検討・決定する
9 事務所のみで対応可能か、他事務所等からの応援が必要かを判断し必要であれば本局に

要請する。
1 災害対策本部を設置し，職員を参集する。職員の参集情報を基にした所内の人員配
2 各部各事務所から参集・安否確認情報を収集・集計する
3 各部からの点検着手・進捗状況（初動パトロール結果）を収集し，本省災対本部への

報告資料を作成する
4 各部からの収集情報を各部にフィードバックする
5 本省（災対本部）に状況を報告をする

1 職員の部内人員配置を行う
2 事務所からの点検着手、進捗、（早い箇所については）被害の報告を受け集計する
3 報告がない事務所（地域）の被害状況を推測する
4 本局本部へ事務所からの情報を報告する

5 事務所からの施設点検着手・進捗状況、被害報告をとりまとめ河川局治水課への報告資料
を作成する

6 河川局治水課に状況を報告する

7 河川局治水課へ報告した内容を本局・本部へ報告する

8 本省（「本部会議での本部を通した指示」と「河川局治水課から直接河川部への指示」の2通
りある）からの指示を受け，事務所での対応が必要なものは指示を出す

1 職員の部内人員配置を行う
2 事務所からの点検着手、進捗、（早い箇所については）被害の報告を受け集計する
3 報告がない事務所（地域）の被害状況を推測する
4 本局本部へ事務所からの情報を報告する

5 事務所からの施設点検着手・進捗状況、被害報告をとりまとめ道路局道路防災対策室への
報告資料を作成する

6 本省道路局に状況を報告する

7 道路局へ報告した内容を本局・本部へ報告する

8 本省（「本部会議での本部を通した指示」と「本省道路局から直接道路部への指示」の2通り
ある）からの指示を受け，事務所での対応が必要なものは指示を出す。

1 各機関・各部局からの情報の報告経路及び各機関・各部局への情報の提供経路
を確認する

2 各機関・各部局へ，情報の伝達経路を確認・指示する
3 実施事項の優先順位を決定する（収集すべき情報，対応すべき事象）
4 地整各部，関係機関からの情報を収集する
5 関係する部局に情報を提供する
1 各機関・各部局からの情報の報告経路及び各機関・各部局への情報の提供経路

を確認する
2 各機関・各部局へ，情報の伝達経路を確認・指示する
3 地整河川部（河川管理課，地域河川課）からの情報を収集する
4 本省（災対室）に収集した情報を報告する
1 各機関・各部局からの情報の報告経路及び各機関・各部局への情報の提供経路

を確認する
2 各機関・各部局へ，情報の伝達経路を確認・指示する
3 地整道路部，本省有料道路課からの情報を収集する
4 本省（災対室）に収集した情報を報告する

表4－4　各機関における役割一覧（フェーズ2）

本省災対室

本省治水課

本省道路防対

事務所

地整企画部

地整河川部

地整道路部

役割
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機関名
1 被害状況，対応状況を本局（各部）へ報告する
2 複数の被害箇所に関する対応優先順位、人員・資機材の配置方針を検討・決定する
3 対策・対応を考え本局（各部）へ報告する
4 対策を実施する
5 不足する人員・資機材の手配、本局（各部）への支援依頼
6 県等他管理者の状況の把握
7 点検・復旧活動に際し必要な通行可能ルートの把握
1 被害や対応結果の集計を行う
2 関係機関（自治体，自衛隊，協力団体）との情報交換を行う
3 情報が入ってこない地域に災害ヘリの派遣を指示する
4 各部に関係機関の情報及び各部からの報告された事項を提供する
5 各部各事務所への人員・資機材の支援方針を各部と相談し，調整の上決定する
6 他地整・本省への支援要請及び受け入れ体制の準備
7 各部に対して優先順位の指示をする
8 本省への報告をする
9 一般からの問合せに対応する
10 自衛隊からの問合せに対応する
11 記者発表を行う
12 調査団等の受け入れ

1 被害状況に関する事務所からの報告を集計する（詳細点検結果）
2 対応状況に関する事務所からの報告を集計する
3 県等他河川管理者の被害情報を収集する
4 各事務所への人員・資機材の支援方針決定支援

5 河川部関係の人員・資機材で部内で工面できないものを企画部へ要請

6 事務所の考えた対策をチェックし，適宜修正を指示する

7 本省からの指示を受け，事務所での対応が必要なものは指示を出す

8 収集・集計した情報を、県・事務所へフィードバックする

9 収集・集計した情報や方針を、企画部（災対本部）へ報告する

10 収集・集計した情報や方針を、河川局治水課へ報告する

11 本省から提供された情報を事務所へフィードバックする

1 被害状況に関する事務所からの報告を集計する（詳細点検結果）
2 対応状況に関する事務所からの報告を集計する
3 県等他道路管理者の被害情報・交通規制情報を収集する
4 各事務所への人員・資機材の支援方針決定支援

5 道路部関係の人員・資機材で部内で工面できないものを企画部へ要請

6 事務所の考えた対策をチェックし，適宜修正を指示する

7 本省からの指示を受け，事務所での対応が必要なものは指示を出す

8 収集・集計した情報を、県・事務所へフィードバックする

9 収集・集計した情報や方針を、企画部（災対本部）へ報告する

10 収集・集計した情報や方針を、本省道路局へ報告する

11 本省から提供された情報を事務所へフィードバックする

1 地整各部，関係機関からの情報を収集する
2 関係する部局に情報を提供する（道路や河川から収集した情報のフィードバック）
3 実施事項の優先順位を決定する（収集すべき情報，対応すべき事象）
4 実施事項の優先順位を指示する
5 記者発表を行う
6 視察団を派遣する
1 地整河川部（河川管理課，地域河川課）からの情報を収集する
2 関係部局，関係機関からの情報を収集する（道路の被害状況，被災地外地整の応
3 関係する部局に情報を提供する（下位機関）
4 治水課として実施事項の優先順位を決定する（収集すべき情報，対応すべき事象）
5 地整河川部に優先順位を指示する
6 本省（災対室）に報告する
1 地整道路部からの情報を収集する
2 関係部局，関係機関からの情報を収集する（有料道路課，河川の被害状況）
3 関係する部局に情報を提供する（下位機関）
4 道路局として実施事項の優先順位を決定する（収集すべき情報，対応すべき事象）
5 地整道路部に優先順位を指示する
6 本省（災対室）に報告する

本省治水課

本省道路防対

表4－4　各機関における役割一覧（フェーズ3）

地整企画部

地整河川部

地整道路部

本省災対室

事務所
役割
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表４－５ 各フェーズ各機関における役割概要 

本省 地方整備局 フェーズ 

災対室 治水課 道路防対 企画 河川 道路 

事務所 

1 参集 

情報収集 

参集 

情報収集 

参集 

情報収集

参集 

情報収集 

情報報告 

参集 

情報収集

情報報告

参集 

情報収集 

情報報告 

参集 

情報収集 

情報報告 

2 情報収集 

情報提供 

情報収集 

情報提供 

情報収集

情報提供

情報収集 

情報報告 

情報提供 

情報収集

情報報告

情報提供

情報収集 

情報報告 

情報提供 

概略点検 

情報報告 

3 情報収集 

情報提供 

調整 

方針策定 

情報収集 

情報提供 

方針策定 

情報収集

情報提供

方針策定

情報収集 

情報報告 

情報提供 

調整 

方針策定 

情報収集

情報報告

情報提供

応急復旧

指示 

支援要請

情報収集 

情報報告 

情報提供 

応急復旧

指示 

支援要請 

詳細点検 

情報報告 

応急復旧 

支援要請 

 
（２） 代替可能な役割 

例えば応急復旧計画の策定のような専門的な知識やそれに基づく判断を要する役割は代替

が困難である。また知識をもっていたとしても、地域特性等まで把握することは困難であり、

平常業務で培われたノウハウに勝るものは無い。そのため、代替可能な役割は情報収集・提

供のような情報流通に関係するものに限定される。一方下位機関において、複数の上位機関

への報告や報告を実施するための情報収集が施設点検や応急復旧など本来の災害対応業務を

圧迫していることも事実である。また、上位機関で集められた情報を下位機関に提供するこ

とにより、下位機関の災害対応業務が効率化できる可能性がある。 
そこで表４－４の各機関の役割から、情報流通（情報収集、情報報告・提供）に関係する

役割を整理し、そのうち代替が可能なものについては代替機関候補を記した（表４－６）。な

お原則代替される機関は、下位機関とし、代替する機関は、上位機関とした。また、情報報

告については、現状で同じ内容を２機関以上に報告しているものをあげた。 
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表４－６ 代替可能な役割 

扱う情報 代替される機関 代替する機関 代替の内容 

事務所 地整、本省または被

災地外事務所 

情報収集 テレビ・ラジオの情報 

地整 本省または被災地

外地整・事務所 

情報収集 

事務所 地整 情報の収集 防災エキスパートからの

情報 地整 本省 情報収集 

一般被害の報告 河川部 地整企画部または

本省治水課 

情報報告 

河川部 地整企画部または

本省治水課 

情報報告 体制 

道路部 地整企画部または

本省道路防災対策

室 

情報報告 

河川部 地整企画部または

本省治水課 

情報報告 事務所からの施設点検

着手・進捗状況、被害

報告 道路部 地整企画部または

本省道路防災対策

室 

情報報告 

河川部 地整企画部または

本省治水課 

情報報告 応急復旧状況 

道路部 地整企画部または

本省道路防災対策

室 

情報報告 

交通規制 道路部 地整企画部または

本省道路防災対策

室 

情報提供 

 
 
（３） 優先順位の高い役割 

災害時にもっとも優先順位が高い役割とは、被災地の復旧活動及び国民への情報提供であ

る。これらに直接関係する役割を表４－７に示す。ここに示した役割以外の役割は、もっと

も優先順位が高い役割を遂行するために必要な情報を収集等の事前に行うべき役割と捉える

ことができる。 
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表４－７ もっとも優先順位が高い役割 

フェーズ 機関名 役割 

事務所 対策を実施する 

地整企画部 一般からの問合せに対応する 

 記者発表を行う 

3 

本省災対室 記者発表を行う 

 
４．７ 災害情報の重要度の検討 

（１） 役割の優先順位整理結果に基づく重要度の高い情報の整理 
４．６の検討を元に、重要度の高い役割で必要となる情報は次の通りである。 
① 「対策を実施する」ために必要な情報 

被害、地勢（２次災害発生可能性の判断に必要となる）、天候（応急復旧の工法の判

断に必要。雨や雪による２次災害発生等の恐れがあるため）、資機材支援 
② 「一般からの問合せに対応する」ために必要な情報 

被害（復旧見込み）、交通規制 
③ 「記者発表を行う」ために必要な情報 

体制、点検進捗・結果、被害・復旧状況、交通規制 
 

（２） 情報そのものの優先順位に基づく重要度の高い災害情報の整理 
例えば、複数の「施設被害」がほぼ同時に発生した場合は、どの「施設被害」から報告す

るべきであるかという優先順位が生じる可能性がある。そこで中部地方整備局各部に、事務

所から報告あるいは本省に報告すべき優先順位の高い情報をヒアリングし、整理した（表４

－８）。 

表４－８ 重要度の高い情報項目 

情報項目 理由 回答者 

人的被害の有無 管轄施設において第三者被害の発

生有無が国土交通省として把握す

る必要があるため 

企画部、河川部、道路部

二次災害発生の可

能性 
降雨による土砂崩れ等、二次災害

発生の可能性がある箇所からの対

策が必要となる 

河川部、道路部 

直轄施設の被害 地方整備局として提供する責任が

あるため 
企画部、河川部、道路部
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（３） 災害情報の重要度 

（１）及び（２）の検討を踏まえ、災害情報に重要度を与えた。重要度は情報が必要とな

る役割に応じて、以下の３段階に分類した。 

表４－９ 災害情報の重要度区分 

重要度 定義 

高 対策の実施や記者発表等になくてはならない情報 

中 情報がなくても対策や記者発表が可能であるが、あるとより効率的な

災害対応が実施可能である情報 

低 対策の実施や記者発表になくてもそれらの実施が可能である情報。特

に各機関以外の他機関が収集する情報など 

 
分類した結果を表４－１０に示す。 
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表４－１０ 災害情報の重要度 

情報  重

要

度

情報  重

要

度 

報告の順序  低 延長   中 

  状態   低 発生日時  高 

  第 報   低 幅員   中 

地方整備局名  低 被災施設種類 高 

起案日時 低 被災状況 高 

決裁日時 低

被害 

内容 

  

  要因 中 

災害名 低   発見者 低 

発信機関 低   第 3 者被害 高 

起案 部班名   低 所見 通行可否 高 

  氏名   低   交通規制状況 高 

報告 報告日時  
低

  資機材調達状

況 
高 

  報告者 所属 低   復旧見込み 高 

    報告者 低 渋滞 上下の別 高 

    住所 低   延長 高 

    電話番号 低 迂回路 有無 高 

    会社名 低

所
管
施
設
被
害
情
報 

道路施設 

被害内容 

  気象状況 高 

    責任者 低 交通規制 路線名 番号 中 

本部長  低     路線名 高 

副本部長  低   支部・機関名  低 

支部長  低   運用管理  低 

閲覧 

確認 

  

  

  
副支部長  

低
  道路管理者名  

低 

  総括  低   番号 中 

  本部室付 部付 
低

  

都道府

県 

  
名称 高 

  班長   低   箇所名 自 高 

  課長   低     至 高 

  係長   低   距離程 自 高 

受信 受信時刻  低     至 高 

  受報者  低   規制延長  低 

報告内容  低   規制期間  高 

通報先  低   規制時間  中 

情報センター報告日時  低   規制内容  高 

情
報
を
管
理
す
る
た
め
の
情
報 

通信方法  低   詳細   高 

地震名   中   状態   高 

発生日時   中   交通規制の原因  中 

各地の震度 対象地点震

度 
中

    
被害額 中 

  観測位置 中   復旧見込み  高 

地震の規模  中   人身 高 

震度 中
  

被害内

容  
物損 高 

震度発生

分布図  

市町村 中   関連事項  低 

気
象
情
報 

地震 

震源 位置 中

交
通
規
制
情
報 

  迂回路 有無 高 
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情報  重

要

度

情報  重

要

度 

  深さ 中     迂回路 高 

  発表気象台 中     気象状況 高 

発生日時 中   事務所名 低 

観測位置 中   所長名 低 

余震発生

状況 

  
震度 中

  

担当事

務所 

  

  
連絡先（マイク

ロ、携帯） 
低 

報告時刻 中
  

震度 低 

次回報告予

定時刻 
中

  

通行止め

基準 

  
対応 低 

観測期間 中   合計 報告時刻 低 

震度 中     規制内容 低 

回数 中     箇所数 低 

累積回数 中
担当機

関 
  高 

地震回数 

  

  

  

  

  

  

震度 4 以上累

積回数 
中

日時 
  高 

天候 期間   高 緊急輸送路種別  高 

  天候 県名 高

緊急 

輸送路 

  

  

  

路線名   高 

    期間 高   区間   高 

    変化 高   目印   低 

降雨 日付 
  高

  被災地

点 
座標 高 

  降雨状況 時刻 高     距離程 高 

    時間 高   状況   高 

    累計 高   通行可 交通状況 高 

  観測所   高     車両制限 高 

気象状

況 

日時 
  高

  
規制箇所 高 

  対象区域   高   規制内容 高 

  情報内容   高   被災状況 高 

日時   高   道路自体の損傷 高 

種類 
  高

  道路通行障害

物 
高 

気象状

況（津

波） 

有無   高   沿道火災 高 

水位状

況 

観測所名 
  高

  
その他 高 

  観測日時（日，時） 高   

通行可

（一部規

制）  

備考 高 

  水位（m）   高     復旧見込み 高 

  HWL 
  低

  通行不

可 
被災箇所 高 

  警戒水位   高     被災状況 高 

  指定水位   高     復旧見込み 高 

  ピーク水位 
  高

    自衛隊への応援

要請 
高 

  破堤時水位  高 県名   中 

  推移状況（上昇中，下降，変

化なし等） 
高

市町村

名 
  中 

体制 時刻 
  高

報告時

刻 
  中 

体
制
情
報   組織名 

  高

自
治
体
等
の
被
害
情

一般被害

状況 

人的被 死者 
中 
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情報  重

要

度

情報  重

要

度 

害 

  体制内容   高   行方不明 中 

  体制設置の根拠  低   重症 中 

  本部・支部名  低   軽症 中 

  状態   高   調査中 中 

時刻   低   負傷者計 中 人員 

配置  部・事務所名  低 家屋全壊 中 

  本部長、班長の在・不在 低 半壊 中 

  各班の状況 班名 低

住家 

被害 

  

  一部損壊 中 

    職名 低   床上浸水 中 

    氏名 低   床下浸水 中 

    出勤 低 非住家 公共建物 中 

    休暇・帰宅 低   その他 中 

    

出張 低

その他の

施設被

害 

文教施設（小中

学校、県立学

校、合計、その他

の教育施設被

害） 

中 

    その他 低     病院 中 

  合計 定員 低     道路 中 

    出勤 低     橋梁 中 

    休暇・帰宅 低     河川 中 

    出張 低     港湾 中 

    その他 低     砂防 中 

    報告時間 低     清掃施設 中 

    報告者 低     がけ崩れ 中 

    受報者 低     鉄道不通 中 

設置日時   高     被害船舶 中 

地先名   高     水道 中 

本部長名   低     電話 中 

現地対

策本部

設置状

況 
対策本部名  高     電気 中 

体制をとる部局名  低     ガス 中 

内容 氏名 低     ブロック塀等 中 

  内容 低     その他 中 

夜間の 

体制 

  

  期間 低   罹災世帯数  中 

所属 所属 低   罹災者数  中 

  氏名 低   建物 中 

  宿舎 低   危険物 中 

人的被災状況  
低

  

火災 

件数 

  

  その他 中 

  被災者名 低     計 中 

物的被災状況  
低 中 

職員・家

族・宿舎

関係 

応急処置・指示等  
低

  これまでにとった措置 

中 

品名   低   漏洩の有無 中 

規格   低   

石油コン

ビナート 火災の有無 中 

単位   低     被害概要 中 

安
否
等
総
務
情
報 

非常食

備蓄  

  

  
数量   低   原子力

施
被害の有無 中 
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情報  重

要

度

情報  重

要

度 

点検 点検日   高   被害概要 中 

  事務所名・出張所名 低   漏洩の有無 中 

  班番号   低   火災の有無 中 

  班構成員   低   

危険物

施設等  

被害概要 中 

    

官職 低

  

有無 中 

    
氏名 低

  

都道府

県の区域

を越えた

応援の必

要性  
必要な応援 中 

  点検区分 左右岸 低   被害額 効率文教施設 中 

    
河川名 低

    農林水産業施

設 
中 

    開始位置 低     公共土木施設 中 

    
終了位置 低

    その他の公共施

設 
中 

    点検ルート 低     農林被害 中 

  点検種類   低     林業被害 中 

名称   低     畜産被害 中 

位置 河川名 低     水産被害 中 

  距離程 低     商工被害 中 

許可工

作物 

  

  

  
  地先 低     その他 中 

  報告先   低 避難状況 確認・未確認の別  中 

  観測所   低   発表日時（日，時分）  中 

異常有無 高   市町村名   中 

異常内容 高   避難地区   中 

点検開始時

刻 
中

  対象住民人

数 
  中 

点検 

結果 

  

  

  

概観（概

略）点検概

要  

点検終了時

刻 
中

  避難先 
  中 

  異常有無 高   避難状況（中，完了）  中 

  異常内容 高 状態   中 

  点検開始時

刻 
中

市町村名 
  中 

  

臨時 

（詳細） 

点検概要 

点検終了時

刻 
中

人数 
  中 

  摘要   高 出動時刻   中 

  点検進捗 報告時刻 高 地先名   中 

    点検終了区

間 
高

左右岸別 
  中 

  点検結果 点検済み施設

数 
高

 
 

水防団活

動状況 

距離程 
  中 

    施設種類 高 ヘリコプター 日時   高 

    重要点検箇

所 
中

  目的 
  低 

    道路構造物

点検 
中

  臨時離発着

場 
  低 

    鉄道・道路と

の交差箇所 
中

  使用機種 
  低 

    防災カルテラン

ク 
中

  使用設備 
  低 

点
検
情
報 

    残り数 高

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
情
報 

  搭乗者 所属 低 



 61

情報  重

要

度

情報  重

要

度 

    全体数 高     氏名 低 

    異常有無 高   合計   低 

    被災状況 高   飛行計画   中 

  支所長   低   出発 出発場所 中 

  点検者   低     出発時刻 中 

  確認者   低   終了 終了場所 中 

  受報者   低     終了時刻 中 

  受報時刻   低   飛行回数   低 

庁舎被

害 

庁舎の概要
名称 高

番号 
  低 

    
所在地 低

第一報告時

間 
  低 

    構造 低 支部名   低 

    延面積 低 希望日時   低 

  所属 低 飛行計画 出発時刻 低 

  氏名 低   使用機械 低 

  負傷程度 低 使用目的   低 

  

職員の負傷

等  

  

手当等 低

ヘリコプター

飛行計画

整理 

使用機械   低 

  被害状況 取りまとめ時刻 高 高 

    異常有無 高

作業手順 
  

高 

    被害内容 中 費用 緊急費 高 

    危険度 高   復旧費 高 

    重要度 高 工法   高 

  応急処置等  中 工期   高 

    復旧予測等 高 交通規制有無等  高 

水系名 
  高

必要資機

材 
名称 高 

河川名   高   規格 高 

河川施

設被害

位置 

距離程 自 高   単位 高 

    至 高   必要量 高 

  地先 自 高   不足量 高 

    至 高   調達先 高 

  左右岸   高

復旧 

  備考 高 

  施設名・築堤名 
高

名称 
  高 

詳細部位名  高 位置   高 

被災施設名  高 資機材 資機材名 高 

被害有無   高   規格 高 

被災の程度 高   単位 高 

被害種類 高   数量 高 

被害概要 高   オペレータ人員 高 

基礎地盤状

況 
高

作業員 
責任者 高 

出水に対する

影響（危険性

等） 

高

  

役職名 高 

被害内容・

所見 

被災要因、状

況 
中

建設団体 

  
人数 高 

所
管
施
設
被
害
情
報 

河川施

設被害

内容 

番号 
  中

復
旧
・
資
機
材
関
連
情
報 

資機材支

援等の要請

要請・指示

日時 
  高 
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情報  重

要

度

情報  重

要

度 

延長   中 指示対象 事務所名 高 

写真   中   実施班 高 

緊急復旧の必要性  高 指示事項 項目 高 

本復旧の必要性 高   内容 高 

高 被災先 事務所 高 図面 位置図 
  

高   地先 高 

    交通規制位

置図 
高

  
被災内容 高 

    概況図 高 出動事務所  高 

  平面図   高 人員要請   高 

  横断図   高 資機材 資機材名 高 

    被害位置（横

断図） 
高

  
規格 高 

路線名   高   単位 高 

担当機関   低   不足量 高 

  事務所名 低 日時   高 

  出張所名 低 事務所名   高 

  担当者 低 実施内容 項目 高 

上下区分   高   内容 高 

場所   中 人数   高 

目印   中 資機材 資機材名 高 

箇所名 自 高   規格 高 

  至 高   単位 高 

路終標 自 高

要請への対

応内容 

責任者   高 

  至 高          

道路施

設被害

位置 

座標   高          

 



５． 伝達手段の検討 

５．１ 伝達経路の整理 

各機関における役割から、現状の伝達経路を整理すると図５－１のようになる。 

本省災害対策室

本省治水課 本省道路防災対策室 

地整企画部 

地整河川部 地整道路部 

事務所災害対策支部

事務所河川系部署 事務所道路系部署

機関間の流れ（縦） 
機関内の流れ（横） 
*事務所は、河川国道事務

所の場合のみ道路系河川

系の部署間での連携が考

えられる  

図５－１ 事務所－地整－本省の伝達経路 

図５－１の伝達経路で各機関が報告・伝達・提供している情報を表５－１に示す。なお表

中の灰色着色部分は、現状で情報の伝達がないものである。例えば、「事務所」が「情報の報

告元」となり、「災害対策本部」が「情報の報告先」となる情報は「体制」「安否」「一般被害」

「支援要請」である。現状では、表５－１に示すとおり基本的に下位機関から上位機関への

収集が主となっている。また、交通規制の情報を直接道路部局から河川部局に伝達する流れ

もなく、地整企画部または本省災対室で集約された情報を閲覧して初めて情報を取得するこ

とができる。 
そこで、上位機関によって代替可能な役割を踏まえ、伝達経路を見直した（表５－２）。 
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表５－１ 現状の伝達経路と伝達内容 

 情報の報告・伝達・提供元 

 本省 地整  

  災害対策室 治水課 道路防災対策

室 

災害対策本部 

（企画部） 

河川部 道路部 

事務所 

災害対策室  治水課の方針 

河川局の取りま

とめ資料 

道路局の取りま

とめ資料（有料

道路課の情報）

道路防対の指

示 

点検（河川、道路） 

被害（河川、道路） 

復旧（河川、道路） 

交通規制 

体制 

   

治水課 災対室の方針 

災対本部取りま

とめ資料 

   河川施設点検 

河川施設被害 

河川施設復旧 

  

本
省 

道路防災対策室 災対室の方針 

災対本部取りま

とめ資料 

    道路施設点検 

道路施設被害 

交通規制 

道路施設復旧 

 

災害対策本部 災対室の方針 

災対室の取りま

とめ資料 

   河川施設点検 

河川施設被害 

河川施設復旧 

道路施設点検 

道路施設被害 

交通規制 

道路施設復旧 

体制 

安否 

一般被害 

支援要請 

河川部  治水課の方針 

河川局の取りま

とめ資料 

 県被害 

災対室の指示 

  河川施設点検 

河川施設被害 

河川施設復旧 

支援内容 

地
整 

道路部   道路局の取りま

とめ資料（有料

道路課の情報）

道路防対の指

示 

県被害 

災対室の指示 

  道路施設点検 

道路施設被害 

交通規制 

道路施設復旧 

支援内容 

情
報
の
報
告
・
伝
達
・提
供
先 

事務所    支援回答  交通規制  
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表５－２ 新たな伝達経路と伝達内容 

 情報の報告・伝達・提供元 

 本省 地整  

  災害対策室 治水課 道路防災対策室 災害対策本部 

（企画部） 

河川部 道路部 

事務所 

災害対策室  治水課の方針 

河川局の取りま

とめ資料 

道路局の取りまとめ資料

（有料道路課の情報） 

道路防対の指示 

災対本部取りまと

め資料 

   

治水課 災対室の方針 

災対本部取りま

とめ資料 

 道路局の取りまとめ資料

（有料道路課の情報） 

 

災対本部取りまと

め資料 

河川施設点検

河川施設被害

河川施設復旧

  

本
省 

道路防災対策室 災対室の方針 

災対本部取りま

とめ資料 

河川局の取りま

とめ資料 

 災対本部取りまと

め資料 

 道路施設点検 

道路施設被害 

交通規制 

道路施設復旧 

 

災害対策本部 災対室の方針 

災対室の取りま

とめ資料 

河川局の取りま

とめ資料 

道路局の取りまとめ資料

（有料道路課の情報） 

 

 河川施設点検

河川施設被害

河川施設復旧

道路施設点検 

道路施設被害 

交通規制 

道路施設復旧 

体制 

安否 

一般被害 

支援要請 

河川部 災対室の取りま

とめ資料 

治水課の方針 

河川局の取りま

とめ資料 

道路局の取りまとめ資料

（有料道路課の情報） 

 

県被害 

災対室の指示 

災対本部取りまと

め資料 

 交通規制 河川施設点検 

河川施設被害 

河川施設復旧 

支援内容 

地
整 

道路部 災対室の取りま

とめ資料 

河川局の取りま

とめ資料 

道路局の取りまとめ資料

（有料道路課の情報） 

道路防対の指示 

県被害 

災対室の指示 

災対本部取りまと

め資料 

  道路施設点検 

道路施設被害 

交通規制 

道路施設復旧 

支援内容 

情
報
の
報
告
・
伝
達
・提
供
先 

事務所 災対室の取りま

とめ資料 

河川局の取りま

とめ資料 

道路局の取りまとめ資料

（有料道路課の情報 

支援回答 

県被害 

災対本部取りまと

め資料 

 交通規制  
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表５－２では、現状で１機関・部署に対して報告している情報を他機関・部署が必要とし

ている場合には、報告・伝達・提供することとした。これらの実現性については、５．２の

伝達手段の整理を踏まえ、５．３において見直すものとする。 
 
５．２ 伝達手段の整理 

伝達手段として考えられる既存ツールのメリットとデメリットを整理した。対象としたツ

ールは、電話（携帯、無線）、FAX、E-mail、ホワイトボード・管内図、口頭、個別システム、

Web システム（今回の取り組みで構築を目指す災害情報共有プラットフォームを指す）の６

つである。各伝達手段の概要を表５－３に示す。 

表５－３ 伝達手段とその概要 

伝達手段 概要 

電話 緊急の場合や FAX で届いた内容の確認等によく用いられている。相手

の返答に応じて適宜問い合わせることが可能でありもっとも融通がきく手

段である。 

FAX 現在の報告手段でもっともよく用いられている手段。送信先を複数指

定することが可能である。また、図面や写真を送ることができる。 

E-mail 現在徐々に使用が広まりつつある伝達手段。送信先を複数指定する

ことが可能である。また画像や文書等のファイルを添付することができ

る。 

ホワイトボード 

管内図 

同一機関内においてもっともよく用いられている伝達（情報共有）手段。

時系列に情報を列挙していくこと(時間管理)や管内におけるおおまかな

分布が把握できる（空間管理）。 

口頭（管内放送含

む） 

同一機関内において用いられている手段。特定の担当者が読み上げ

る内容を同じ部屋や建物内の職員が聞く。 

個別システム 体制や交通規制など一部の情報に用いられている手段。いったん入力

された情報はデータはシステムが管理するため、そのシステムにアクセスす

ればいつでも情報を閲覧することができる。 

Web システム 各機関で集められた情報を大きく分けて「地図」及び「掲示板」の二つ

の見方で閲覧することが出来るシステム。これらの機能は現在の業務で

使用している「管内図」「ホワイトボード」に相当すると同時に、これら既

存手段の課題を解決するものである。また、災害対応時に必要な情報

は、個別システムを別途立ち上げなくても本システムから直接閲覧する

こともできる。 

これらの手段のメリットとデメリット及び手段の利用にあたり留意すべき事項について整理し、そ

の整理結果から活用すべき場面について取りまとめた（表５－４）。



表５－４ 各伝達手段のメリットとデメリット 

伝達手段 メリット デメリット 必要となる人員・資機材 活用すべき場面 

元 事前の準備（伝達のための

様式の記載等）は不要 

伝達したことを確認できる。

元 複数の相手に同じ内容を伝

える場合でも相手の数だけ

作業・時間が必要となる。 

図や写真を用いることができ

ないため伝えたい内容が伝わ

らない可能性がある。 

電話 

先 その場で知りたいことを追

加で聞くことができる。 

先 伝達された内容を記録する

必要がある。 

複数に同じ内容が伝達され

ている場合、最初と最後でタ

イムラグがかなり発生する。 

電話を掛ける人 

電話を受ける人 

電話機 

電話回線 

電話番号リスト及び伝達済

みをチェックするための欄 

伝達すべき事項のチェックリス

ト 

特定の相手との伝達に限れば、電話

は融通が非常に高く、優れた伝達手

段である。そこで以下のような場面に

おいて電話の活用を行う。 

「緊急性を要する場面」 

 情報の伝達あるいは確認に緊急を

要する場合は情報のやり取りを確認

できる電話は有効である。 

 

元 複数の相手に同じ内容を

伝える場合に 1 回の送信

ですむ。 

写真や図を添付することが

できる。 

伝達した内容が記録として

残る。 

元 伝達先が情報の内容を確認

したか否かが分からない。 

FAX 

先 伝達された内容が記録とし

て残る。 

先 複数の伝達元から大量に送

信された場合に情報の管理

が困難である。 

同報で複数に同じ内容が送

信されている場合、受信時

刻のタイムラグが最初と最後

でかなり大きい。 

FAX を送信する人 

FAX 受信を確認する人 

FAX 機 

電話回線 

FAX 番号リスト及び伝達済

みをチェックするための欄 

送信用用紙（報告様式） 

図や写真の送付が可能であるため、

伝達可能な情報量は電話に勝る。ま

たこれまで最も用いられている手段で

あるため、送信元の負担が少ない。し

かしながら、送信先が増えると受信の

タイムラグの発生やその後の情報整理

が困難となるため、以下の場面におい

て FAX の活用を行う。 

「E-mail やシステム（個別システムや

Web システム）の使用が困難である場

合」 

E-mail 元 複数の相手に同じ内容を

伝える場合に 1 回の送信

ですむ。 

元 伝達先が情報の内容を確認

したか否かが分からない。 

E-mail を送信する人 

E-mail 受信を確認する人 

PC 

図や写真の送付が可能であること、

複数の送信先に対して同時に配信が

可能であることから、優れた伝達手段
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メリット デメリット 必要となる人員・資機材 活用すべき場面 伝達手段 

写真や図を添付することが

できる。 

先 伝達された内容が記録とし

て残る。 

同報で同じ内容が誰に伝

達されているかが分かる。 

複数の伝達先であってもタ

イムラグが生じない。 

先 伝達された内容を比較する

場合に印刷等が必要とな

る。（そのままでは並べて見る

ことができないものが多い） 

スキャナ（添付資料をデジタル

化するための手段） 

E-mail 送受信ソフト 

ネットワーク回線 

送信先アドレス（複数に同時

に送信する場合はグループを

作成しておくことが望ましい） 

伝達すべき事項の書式、伝

達すべき書類のリスト 

である。また、タイトルを工夫することに

より送受信履歴を用いて情報を効率

的に整理することができる。また含まれ

る情報は電子化されているため、2 次

利用も容易である。そのため、災害対

応時の様々な情報伝達場面で利用

することが望まれる。 

しかしながら、メール本文に情報を記

述する場合の記述ルール（項目）の徹

底や、添付ファイルを作成する等の操

作についての教育が必要である。 

元 複数の相手に同じ内容を

伝える場合に 1 回の送信

ですむ。 

写真や図を添付することが

できる。 

元 伝達先が情報の内容を確認

したか否かが分からない。 

書くスペースに限界がある。 

ホワイトボード 

管内図 

先 ある程度時系列や空間分

布を一覧で把握することが

できる。 

先 情報が増えるにつれ、過去に

さかのぼることが困難となる。 

情報を見に行かないと得るこ

とができない。 

ホワイトボード 

管内図 

上記二つの手段への記入者

マジック（色分けができるように

複数色必要） 

シール（被災箇所へのマーキ

ング等に使用） 

ある程度の情報がいつでも一覧できる

ため、同じ部屋などでの共有性は高

い。そのため、情報共有のための情報

システムが使用できない場合には、伝

達手段として有用である。しかしなが

ら物理的に記入可能なスペースが限

られているため、重大な事象を残し軽

微なものから消すなど、その使用方法

にルールが必要になる。 

元 複数の相手に同じ内容を

伝える場合に 1 回の説明

ですむ。 

元  口頭（管内放

送含む） 

先 他の作業をしながら聞くこと

ができる。 

先 情報が形として残らないた

め、過去の情報を探すことが

できない。また電話と同様必

要に応じて書きとめる必要が

ある。 

口頭で伝達する人 

（管内放送の場合）回線等

通信機器 

多数の相手に対して新着の情報に対

して注意喚起を促すことができるという

点では他の手段より優れている。 

ただし情報として残すことができないた

め、別途記録が必要である。例えば

地震観測情報の報告や、管内におけ

る甚大な被害事象など迅速かつ多数

に伝達する場合に有効である。 

個別システム 元 複数の相手に同じ内容を

伝える場合に 1 回の入力

ですむ。 

元 伝達先が情報の内容を確認

したか否かを確認するために

はその機能が必要。 

システムに情報を入力する人

個別システム 

ネットワーク 

個別システムの存在や操作方法を知

っている場合にのみ活用可能である。

ただし個別システムが増えると操作が
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伝達手段 メリット デメリット 必要となる人員・資機材 活用すべき場面 

伝達先ごとにシステムが構築

されている場合には、複数の

入力が必要となる。 

先 伝達された内容が記録とし

て残る。 

先 個別システムを起動し情報を

確認する必要がある。新着の

情報は通知する機能がない

と、確認するまで分からない。

煩雑となる。しかしながら情報管理や

共有の面では上述の手段より高度に

なる。災害情報の共有が必要な場面

では個別システムが存在するならば最

優先で使用すべきである。個別システ

ムの導入に当たっては以下の事項に

留意する必要がある。 

・入力の負担にならないような GUI が

必要である。 

・基本的には情報の作成者となる下

位機関での入力が望ましいが、災害

対応業務に忙殺されることが想定さ

れるため、入力を仕事の流れに組み

込むような業務フローそのものの見直

し、あるいは他機関が代替入力できる

ような仕組みが必要である。 

元 複数の相手に同じ内容を

伝える場合に 1 回の送信

ですむ。 

写真や図を添付することが

できる。 

元 伝達先が情報の内容を確認

したか否かを確認するために

はその機能が必要。 

Web システム 

先 伝達された内容が記録とし

て残る。 

先 新着の情報は通知する機能

がないと、確認するまで分から

ない。 

システムに情報を入力する人

Web システム 

ネットワーク 

Fax、スキャナ 

上述の伝達手段のメリットデメリットを

補うような伝達手段であるため、使用

可能な場面においては原則として

Web システムの利用が推奨される。 

*元：情報の報告・伝達・提供を行う機関 先：情報の報告・伝達・提供をされる機関 

 



５．３ 各フェーズにおける伝達手段の優先順位 

５．１及び５．２の検討を踏まえ、災害対応の各フェーズにおける伝達手段の優先順位を、

４章で整理した情報の重要度を考慮し整理した。 
 
 
· フェーズ 1 

伝達する情報 

地震観測情報 

地震観測情報は、各機関で気象庁等から収集が可能であるため、上位機関への報

告は想定しない。しかしながら下位機関で収集が不可能であった場合に、上位機関か

ら提供するまたは同一機関内で情報を共有するための手段の優先順位を定めた。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

本省 地整 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

伝達対象が多いため、同時に情報を伝達

可能な手段を選定した。 

地整 事務所 1．管内放送 

2．Web システム 

3．E-mail 

伝達対象が多いため、同時に情報を伝達

可能な手段を選定した。管内放送を実施

した後には、Web システム等により再度情

報を管理共有する手段をとる必要がある。

各機関 各機関 1．管内放送 

2．Web システム 

3．ホワイトボード 

管内放送は放送が届く全職員の注意を

喚起するため、第 1 の手段とした。ただし、

Web システム等により再度情報を管理共

有する手段をとる必要がある。 

 

伝達する情報 

体制 

伝達元となる機関が多いため、情報の伝達及び収集が容易になる手段を優先して選

定した。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整企画部 1．個別システム 

2．E-mail 

3．FAX 

事務所 

地整各部 

本省 

1．Web システム 

2．個別システム 

なお、中部地整においては個別システムの

導入が浸透しているため、個別システムを

最優先とした。 

地整では個別システムの利用が浸透して

いるため、個別システムを 1 位としたが、本

省までは浸透していないため、本省は Web

システムの利用を 1 位とした。 

事務所 

 

1．管内放送 

2．個別システム 

3．E-mail 

地整 

本省 1．Web システム 

2．個別システム 

3．E-mail 

伝達対象が多いため、同時に情報を伝達

可能な手段を選定した。管内放送を実施

した後には、Web システム等により再度情

報を管理共有する手段をとる必要がある。

各機関 各機関 自機関の体制 

1．管内放送 

2．ホワイトボード 

他機関の体制 

1．Web システム 

2．他機関の体制 

管内放送は放送が届く全職員の注意を

喚起するため、当該機関の体制を伝達す

る第 1 の手段とした。ただし、Web システム

等により再度情報を管理共有する手段を

とる必要がある。個別機関の体制は、2．

以下の手段を用いる。 

 

伝達する情報 

一般被害 

伝達する情報が多いため、効率的に伝達可能な手段を選定した。 
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伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整企画部 1．E-mail  

2．個別システム 

3．FAX 

事務所 

本省 

地整各部 

事務所 

1．Web システム 

2．個別システム 

地整企画部 1．E-mail 

2．個別システム 

3．E-mail 

地整各部 

本省 

地整各部 

1．Web システム 

2．個別システム 

 

管内全域の事務所が地整企画部に情報

を集約するため、即時性を考慮し E-mail

を採用した。なお中部地整においては一般

被害伝達のための個別システムを来年度

構築する予定である。地整各部・本省、

他の事務所は、収集された情報を Web シ

ステムあるいは個別システムを介して閲覧

する。 
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· フェーズ２ 

伝達する情報 

安否確認 

伝達する情報が多く、数字等を含んでいるため、効率よく伝達・集約が可能な手段を

選択した。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整企画部 1．個別システム  

2．E-mail 

3．FAX 

事務所 

本省 

地整各部 

事務所 

1．Web システム 

2．個別システム 

なお、中部地整においては個別システムの

導入が浸透しているため、個別システムを

最優先とした。 

地整では個別システムの利用が浸透して

いるため、個別システムを 1 位としたが、本

省までは浸透していないため、本省は Web

システムの利用を 1 位とした。 

地整企画部 1．個別システム  

2．E-mail 

3．<直接持参> 

地整各部 

本省 

地整各部 

1．Web システム 

2．個別システム 

 

地整各部から地整企画部への伝達手段

は、電子化された情報の伝達が不可能な

場合は直接記入したものを企画部へ渡す

ほうが効率的である。 

 

伝達する情報 

点検進捗・結果 

伝達する情報が多く、数字等を含んでいるため、効率よく伝達・集約が可能な手段

を選択した。なお情報伝達の際に求められる特に重要事項は以下二つである。 

・点検が終わったのか、終わっていないのか、着手していないのか 

・人的被害の有無 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整各部 1．FAX（Web システム） 

2．E-mail 

 

3．FAX 

事務所 

本省 

地整企画部 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

Web システムが利用可能な場合は、事務

所が FAX で伝達した情報がそのまま Web

システムで閲覧可能である。Web システム

が利用できない場合は、E-mail、FAX を利

用する。 

本省や地整企画部、他の事務所が個別

の点検進捗や結果を必要とする場合は、

Web システムから閲覧することとなる。が

Web システムがない場合は地整各部が事

務所からのメールを転送することにより対応

可能である。なお情報量が多いため、事務

所から FAX で届いた情報も電子化し、

E-mail で送付することが望ましい。 

地整各部 地整企画部 

地整各部 

本省 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

地整各部が集計した点検進捗や点検結

果は、Web システムが使用可能である場

合は Web システムが自動で実施することに

なるが、機能が使えない場合は各部が集

約した情報を Web システムに掲示する。ま

た、Web システムが利用できない場合は

E-maiｌを用いて必要とする相手に送信す

る。E-mail が利用できない場合は FAX を

使用することとなるが、送信先を限定（本

省であれば 1 機関に送り、本省内でやり取

りをする）することが必要となる。 

各機関 各機関 1．Web システム 

2．ホワイトボード・管内

各機関で集めた情報を共有する手段とし

ては Web システムがもっとも優先順位の高
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図 い手段である。Web システムが使えない場

合はホワイトボードや管内図を利用する。 

 

 

· フェーズ３ 

伝達する情報 

施設被害 

伝達元及び伝達する情報が多く、数字等を含んでいるため、効率よく伝達・集約が

可能な手段を選択した。なお情報伝達の際に求められる特に重要事項は以下二つ

である。 

・人的被害の有無 

・2 次災害発生の可能性 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整各部 1．FAX（Web システム） 

2．E-mail 

 

3．FAX 

*電話 

事務所 

本省 

地整企画部 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

Web システムが利用可能な場合は、事務

所が FAX で伝達した情報がそのまま Web

システムで閲覧可能である。Web システム

が利用できない場合は、E-mail、FAX を利

用する。ただし、人的被害が発生している

など甚大な被害の場合はまず電話により

一報入れることが必要である。 

本省や地整企画部、他の事務所が個別

の施設被害内容を必要とする場合は、

Web システムから閲覧することとなる。が

Web システムがない場合は地整各部が事

務所からのメールを転送することにより対応

可能である。なお情報量が多いため、事務

所から FAX で届いた情報も電子化し、

E-mail で送付することが望ましい。 

地整各部 地整企画部 

地整各部 

本省 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

 

*電話 

地整各部が集計した施設被害の情報は、

Web システムが使用可能である場合は

Web システムが自動で実施することになる

が、機能が使えない場合は各部が集約し

た情報を Web システムに掲示する。また、

Web システムが利用できない場合は E-mai

ｌを用いて必要とする相手に送信する。

E-mail が利用できない場合は FAX を使用

することとなるが、送信先を限定（本省であ

れば 1 機関に送り、本省内でやり取りをす

る）することが必要となる。ただし、人的被

害が発生しているなど甚大な被害の場合

はまず電話により一報入れることが必要で

ある。 

各機関 各機関 1．Web システム 

2．ホワイトボード・管内

図 

各機関で集めた情報を共有する手段とし

ては Web システムがもっとも優先順位の高

い手段である。Web システムが使えない場

合はホワイトボードや管内図を利用する。 

 

伝達する情報 

交通規制 

必要とする機関が多いことから、迅速な情報収集・共有が可能な手段とした。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 
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地整道路部 1．FAX（Web システム） 

2．E-mail 

 

3．FAX 

*電話 

事務所 

地整企画部 

地整河川部 

1．Web システム 

2．E-mail 

Web システムが利用可能な場合は、事務

所が FAX で伝達した情報がそのまま Web

システムで閲覧可能である。Web システム

が利用できない場合は、E-mail、FAX を利

用する。 

事務所が 1．または 2．の手段が使用可能

な場合は、地整企画部及び地整河川部

に送信するものとする。これにより地整各部

から関係機関（本省、事務所、地方自治

体等）への情報提供が迅速に可能となる。

地整道路部 本省 

地整企画部 

地整各部 

本省 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

 

2．<各部に持参> 

地整道路部では、事務所が Web システム

を利用できない場合に、各機関へ情報を

伝達する役割を担う。伝達先が多いため、

FAX を使用する場合は伝達先を限定する

とともに、地整各部には直接持参（あるい

は各部が定期的に道路部にとりに行く）す

ることにより回線への負荷を軽減する。 

各機関 各機関 1．Web システム 

2．ホワイトボード・管内

図 

各機関で集めた情報を共有する手段とし

ては Web システムがもっとも優先順位の高

い手段である。Web システムが使えない場

合はホワイトボードや管内図を利用する。 

 

伝達する情報 

施設復旧 

伝達元及び伝達する情報が多く、数字等を含んでいるため、効率よく伝達・集約が

可能な手段を選択した。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整各部 1．FAX（Web システム） 

2．E-mail 

 

3．FAX 

*電話 

事務所 

本省 1．Web システム 

2．E-mail 

Web システムが利用可能な場合は、事務

所が FAX で伝達した情報がそのまま Web

システムで閲覧可能である。Web システム

が利用できない場合は、E-mail、FAX を利

用する。ただし、不測の事態が発生した場

合で緊急に地整各部の判断が必要となる

場合は電話により一報入れることが必要で

ある。 

本省が個別の施設の復旧内容を必要と

する場合は、Web システムから閲覧すること

となる。が Web システムがない場合は地整

各部が事務所からのメールを転送すること

により対応可能である。なお情報量が多い

ため、事務所から FAX で届いた情報も電

子化し、E-mail で送付することが望まし

い。 

地整各部 地整企画部 

地整各部 

本省 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

 

*電話 

地整各部が取りまとめた施設の復旧内容

は、Web システムが使用可能である場合は

Web システムが自動で実施することになる

が、機能が使えない場合は各部が集約し

た情報を Web システムに掲示する。また、

Web システムが利用できない場合は E-mai

ｌを用いて必要とする相手に送信する。

E-mail が利用できない場合は FAX を使用

することとなるが、送信先を限定（本省であ

れば 1 機関に送り、本省内でやり取りをす

る）することが必要となる。 
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ただし、不測の事態が発生した場合で緊

急に本省の判断が必要となる場合は電話

により一報入れることが必要である。 

各機関 各機関 1．Web システム 

2．ホワイトボード・管内

図 

各機関で集めた情報を共有する手段とし

ては Web システムがもっとも優先順位の高

い手段である。Web システムが使えない場

合はホワイトボードや管内図を利用する。 

 

伝達する情報 

他機関の情報 

自治体からの被害情報等他機関の情報は現場に近い機関がより必要としている情

報であるため、効率的に情報共有が可能な手段を採用した。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 

地整各部 1． Web システム  

2．E-mail 

 

3．直接持参 

*電話 

地整企画部 

本省災害対策

室 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

Web システムが利用可能な場合は、Web

システムで伝達する。Web システムが利用

できない場合は、E-mail を利用する。FAX

で他機関から送信された場合も、迅速性

を考慮し、電子化することが望ましい。

E-mail が使用できない場合は直接地整

各部に持参したほうが効率的である。本省

には FAX を用いるが、本省内他部局には

災対室が伝達するものとする。 

地整各部 事務所 1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

 

*電話 

Web システムが利用可能な場合は、事務

所でも閲覧が可能であるが、使用できない

場合は E-mail を使用する。E-mail が使用

できない場合は FAX となるが、回線への負

荷を考慮し、情報が関係する事務所に対

してのみ送信するものとする。重大な事象

の場合は電話により一報入れることが望ま

しい。 

本省 地整各部 1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

本省がとりまとめた情報は情報量が多いた

め、Web システムにより地整内で共有する

ことが望ましい。Web システムが利用できな

い場合は E-mail で送信する。E-mail が使

用できない場合は、FAX での伝達とする

が、回線への負荷を考慮し、直下の部にの

み送り、地整内においては複写等により情

報を伝達するものとする。 

各機関 各機関 1．Web システム 

2．口頭 

各機関で集めた情報を共有する手段とし

ては Web システムがもっとも優先順位の高

い手段である。Web システムが使えない場

合は重要な事象を口頭で説明し、後に情

報が閲覧可能なように届いた用紙または

電子データを閲覧可能な状態で保存す

る。 

 

 

伝達する情報 

資機材支援要請・回答 

要請内容を専門的に確認する部署（河川部、道路部）と、資機材を

組織間で調整する部署（企画部）が異なるため、タイムラグが発生しな

いような伝達手段を選定した。 

伝達元 伝達先 伝達手段の優先順位 備考 
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事務所 地整企画部 

地整各部 

1． FAX(Web システム) 

2．E-mail 

3．FAX 

*電話 

地整企画部 地整各部 

事務所 

1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

 

*電話 

Web システムが利用可能な場合は、Web

システムで伝達する。Web システムが利用

できない場合は、E-mail を利用する。重大

な事象については電話により一報入れるこ

とが望ましい。 

地整企画部 本省 1．Web システム 

2．E-mail 

3．FAX 

Web システム、E-mail の順で手段を選択

することが望ましいが、使用できない場合は

FAX を用いる。ただし、回線への負荷を考

慮し、災害対策室のみに送付する。 

各機関 各機関 1．Web システム 

2． 個別用紙 

Web システムが使用できない場合は、個別

の用紙を管理することになるが、支援要請

とその回答を合わせて管理することとする。 
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６．現状の災害対応上の課題の整理 

４章での伝達情報の整理及び５章での伝達手段の整理により、災害情報共有システムを組

み込んだ災害対応業務モデルを構築する条件が整った。一方で、現状の災害対応においては

情報伝達作業等で様々な課題を抱えている。このため、業務モデルの構築にあたり、これら

の現状の課題を解決することも考慮する必要がある。 
そこで、本章では、現状で抱えている災害対応の課題、その中でも特に災害情報の伝達・

共有に関する課題を整理するとともに、その解決の方向性を検討する。 
この結果を７章で構築する災害対応業務モデルに反映する。 

 
 

災害対応における情報伝達上の個別課題は「収集時」「報告時」「共有・指示判断」のそ

れぞれの局面で発生している。ここでは、各個別課題を大きくグルーピングしたうえで、解

決の方向性を「体制・運用に係る問題点」および「既存システムやツールを用いた問題点」

の 2 つの視点から検討し、「収集時」「報告時」「共有」「指示」の局面別に整理した。検

討結果は、以下に示す 4 つの災害対応のフェーズ毎に示した。 
 

 災害発生時（地震の感知・体制の発令・関係先への連絡） ..................図 6―1 
 初動活動時（所管施設の被害状況の把握） ...........................................図 6―2 
 対策検討時（他機関との協議・調整） ..................................................図 6―3 
 応急復旧時（緊急対策の実施） .............................................................図 6―4 
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＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・携帯電話が混雑し、不通になり安否確認が実施できなかった（帯広開建帯広道

路事務所） 
・災害規模に合わせ参集人数を調整しているが、大規模災害時（全員参集）に

は、被災による参集困難が発生し、人員が不足している（阪神淡路の資料より） 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・災害の規模に合わせ自動参集人数は設定されているが、参集不可能の場合が

想定されていない 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・安否確認手段の多重化（災害伝言ダイヤル、web メール利用など） 
 
 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・参集職員の人数、また参集不可時の代替要員等、リダンタンシーを確

保する 

 

【職員参集】 

 
収集：被災地域職員の参集の可否の報告、また参集までの所

要時刻の報告が実施されていない 
収集：参集不可時のとき、携帯メール、災害伝言ダイヤルの利

用、および自動集計・共有システムによる報告は定義されて

いない 
 
報告・共有： 
現行の報告形式（参集、安否報告書の作成、FAX）では、 
１）その報告形式に合わせた作業自体に労力がかかっている。 
２）様式の書式も重複項目があり、最適化されていない。 
３）一方的に送信しているため、送信側の確認状況を把握する

には労力がかかり、また、責任の所在が不明確となってしま

う 
４）たとえば局では、随時送信されてくる FAX 用紙の管理に労

力がかかってしまう 
５）集計に時間がかかるため、参集・安否状況に基づく応援判

断などが遅れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【職員の参集途上の被害報告】 

 

報告：職員が参集時に各々確認する被害状況情報をもとにパト

ロール範囲の優先順位付けに利用されるが、情報の質・量

にばらつきがあり、パトロールの優先順位付けに間違いが生

じる。 
 
 
 

 

 

【職員参集】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
収集：必要に応じ、被災直後の参集職員本人の参集可否

および所要時間の報告実施の徹底、マニュアル化 
 
報告：参集状況報告と安否確認報告の書式の見直し、統

一など最適化を図るべきである。また、最新情報の更

新・報告などを考慮した場合、システム化が望まし

い。 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性

 
情報の輻輳防止、FAX 報告書の管理労力の軽減から、

Web 等を用いた報告システムの構築を行う 
 
収集：携帯メール、災害伝言ダイヤルの利用、および自動

集計・共有システムの導入 
報告：現行の FAX 報告方式の改良では、IP-FAX、災害

無線 FAX 等を整備し、通信障害に対応する。 
 
共有：参集・安否確認とリアルタイムな集計が可能なシス

テムを導入（本省・局・事務所で共有可能なシステ

ム） 
指示：事務所、局、本省全体で情報を共有し、災害時の

被害概要把握、人員配置情報として利用する 
 
 
【職員の参集途上の被害報告】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
報告：あらかじめ情報収集内容を明確化する。また、簡易

な画像情報（例えば携帯電話の写真機能）をとるな

ど、参集時の情報収集方法について検討する 
 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・回線が混雑しており、FAXを送信するのに時間がかかった

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・支部職員の参集時に作成する「参集状況報告書」「安否確認報告書」は書類提

出先や使用目的が異なるため 2 種類作成しているが重複する項目があり、作業

の最適化が図れていない 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・通信手段の多重化（IP-FAX、災害無線 FAX、Web の利用、被災地

外への情報の集約、など） 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・報告書の書式の見直し（様式の統一） 
・参集・安否情報を随時登録・更新し、報告するシステム化の検討 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・参集および安否に関する情報は、本省に報告する義務があるが、紙ベースの様

式のため、集計に時間がかかる

・電話及びFAXでは情報伝達および情報の受・未受の確認がスムーズにできない

。 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・報告の確認状況を把握可能なシステムの検討 
・至急確認が必要な情報の選別 
・災害無線 FAX、IP-FAX など通信の多重化 
・集計結果の自動集計機能を備えた、システム化の検討 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・職員は参集途上において各々被害状況の確認を実施するが、情報のレベルが

一定でなく個人差が出てしまう恐れがありその情報の取り扱いが難しい

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・事務所・本局・本省までの情報共有システムの検討 
・「速報性を持つ情報」の取り扱いの定義 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 

 

 

図 6―1 災害発生時の課題と対策（地震の感知・体制の発令・関係先への連絡） 
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＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・関係機関との連携は現場では混乱してしまう。できるだけ高いレベルで調整する

ことがのぞましい（本省、地整）（ヒアリング） 
・この度の震災では、地元でも時事刻々と変わる火災の様々な災害情報を入手す

るのに苦慮しており、電話の不通や無線の輻輳といった二重苦が重なった。[阪
神間の市町村] 

 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・他機関との協議・調整は支部情報班（情報連絡班）で一括して実施しているが、

支部のみの対応では多くの機関との連絡調整を行う体制（人数）が十分でない。

・他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に関係機関と調整がとれて

いないため、他機関との協議・調整が情報伝達内容の正確さとスピードアップが

十分でない 
・通行規制を行う際には,道路はネットワークとして機能するため県、市町村の道路

状況の把握が必要 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、他機関との連携体制、連携手段の最適化 
・緊急時の情報収集体制を構築する（Ku-SAT、K-COS の迅速な手

配） 
・現地情報の随時報告の徹底、現地収集情報のリアルタイムな報告手

段 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・参集状況を共有し、迅速・最適な人員の応援配置を実施する 
・災害対応時における、他機関との連携についての事前協議を行い、

役割・情報共有手段等の明確化 
・災害対応フェーズによる、必要な共有情報の明確化、連携手段の確

立 
 

【施設緊急点検】 

 

収集：支部パトロール班の体制（人数）は限られていることから繰

り返してパトロールを実施できないため現場の変化に対応

したリアルタイムの災害情報の収集ができず、刻々と変わる

現場の変化に対応した対策が取れない。 
報告：電話や無線が混線し、スムーズな被害報告ができない 
報告：被災位置情報を報告するには、台帳に手書き記入、報告

が現状であるが、迅速性に欠ける 
報告：様式の FAX による報告手法は、 

１）災害時の膨大な情報の報告・管理において非効率的であ

る。 
２）現行の様式では、様式作成に労力がかかり、情報の速報

性に欠ける 
３）現行の様式では、FAX 受信者が様式記載項目より情報の

質（緊急性、情報の精度）を判断するため、迅速性の欠

如、錯綜、事務所への問い合わせの発生など、負担が生じ

る 
４）FAX のみの一方的な報告では、意思決定者に情報が伝

達できたかの確認作業が困難であり、情報管理・処理の責

任が明確でない。 
 
共有：本部が各事務所に対する情報伝達の重要性を十分認識

していないため、各事務所では情報の遅延、誤報、時間的

ロスが発生し災害状況や本部の方針の把握が遅れ、災害

対策をスムーズに進めることができない。 
 
指示：本部の人間が現場の状況を把握しきれていないため、重

大な局面に対して本部の合意が図れていない可能性があ

る。また、その後の有効的な応急復旧対策の策定ができな

い。 
指示：大規模災害で、同時多発的に被災箇所が発生する場合

は、その都度対策を即断していく必要があるが、時間の制

約があり専門性が高いことから支部の現場体制のみでは

対応が十分できない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【事務所と他機関との調整】 

 

収集：他機関の情報収集では、収集する情報の質・量・タイミン

グを定めてないため、意思決定者の判断に利用できない。 
収集：支部のみの体制（人員）では情報収集に時間がかかり、

他機関との調整が実施困難になってしまう。 
 
共有：道路規制関係や被災状況については、その情報源が直

轄情報に加え他機関にわたることから、情報量が膨大とな

る。しかし、一括掌握する部署がないため情報が錯綜し情

報を短時間で得ることができない。また、他機関との情報の

共有が短期間でできない。 
共有：同一被災地域内で、管理区分が異なる施設の対応の明

確化がなされていない 
共有：道路はネットワークとして機能するため、直轄道路のみの

情報では意思決定者が通行規制の範囲を決定できない 
 
【初動活動時全般】 

住民の苦情やボランティアの情報を、災害情報として有効活用

していない。 

【施設緊急点検】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 

収集：参集状況により、初動活動の遅れ（人数的な対応不

可）を防ぐため、参集状況の早期共有とバックアッ

プの実施を行う 
収集：発生災害の規模に応じてパトロール・点検応援部

隊としての応援要請を業者にも同時に発令する。 
報告：様式報告について、 

１）手書きによる様式受付など、作成者の負担軽減 
２）報告様式に情報の質（緊急性、情報の精度）の項目

を盛り込み、受け手側の情報処理をスムーズにする

 
共有：現場対応に必要な共有情報を事前に協議し、優先

順位をつけて共有化を図る 
共有：道路情報などの広域情報は、各事務所・各機関の

情報が共有されて初めて災害対応の情報と資する

点を認識する 
共有：災害対応の最適化上、電話による問い合わせも必

要なため、専門の班の新設など、人員体制を強化

する。また、事務所への情報連絡員の手配を積極

的に実施する 
指示：大規模災害時は、他の局からの応援など、可能な

限りの応援体制を整備する。 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性 

 

報告：膨大な報告情報を処理するため、Web 等を用いた

各事務所から直接システム入力による報告へ移行

する 
 
共有：道路情報など広範囲かつ事務所が必要不可欠な

情報は、局が管理し、事務所がアクセス・入手でき

るシステムを整備する 
共有：本部が掌握している所轄道路施設以外の道路状況

を共有するシステムの導入（A341、東海道路震災

情報共有システムなどが参考となる） 
共有：被災位置情報の伝達における、台帳管理のシステ

ム化、WebGIS 等を用いた位置情報の共有化 
 
【事務所と他機関との調整】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
共有：施設管理機関の境界周辺の災害対応についての

事前協議をおこなう。同一地区の情報が、管理区

分で情報収集・共有の遅延が発生しないよう留意

する。 
共有：道路情報、同一地域内の各施設管理者の情報など

の広域情報は、各事務所・各機関の情報が共有さ

れて初めて災害対応の情報と資する点を認識する 
指示：他機関との協議・調整は支部情報班で一括して実

施しているが、支部のみの対応ではなく、本部の参

加や各機関トップ同士が直接協議する（要領の改

訂） 
 
【初動活動全般】 

 
収集：住民の苦情やボランティアの情報を受け付ける窓口

の一本化と平常時から窓口を周知させておくため、

平常時の苦情窓口などにも利用する 
 
共有：住民の苦情やボランティアの情報を簡単に共有で

きるシステムの導入 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・電話メモから本省連絡用に手書きで書き換えている（局・道路管理課） 
・FAXで時間がかかるため、電話連絡が多くなった。メールも容量制限があるた

め、MOで届けた。（帯広開建池田河川事務所） 
・点検結果を夜まとめて送ったので、情報伝達・集約が遅れた。情報も輻輳した。

電話で随時受け付けて送っていれば迅速化が図れた。（帯広開建池田河川事

務所） 
・被災箇所の情報は、橋梁台帳、道路台帳等に損傷箇所と対応時刻・内容・復旧

方法を手書きで記入（局・道路管理課） 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・情報の管理（FAXの保管方法等）の徹底がなされず誤報の原因となる 
・本部河川班は事務所の施設点検結果を本省および本部対策班に別様式で作

成・報告しており、作業の最適化がされていない。 
・支部の所轄施設点検報告書の作成・報告は、様式・体裁が決まっており（ワープ

ロ打ち等）作成に手間がかかる

・初動パトロール結果を本部道路班に報告する際に大規模震災時には電話・FAX
等が利用できない可能性がある

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・情報収集時の作業の明確化、およびシステム移行による最適化 
・災害対応のフェーズによる、入手情報の質の違いの認識・定義、それ

に伴う様式の最適化、体裁の柔軟化 
・様式への情報の緊急レベルの明示、緊急性に応じた報告形式の構築

・さまざまな想定のもと、災害対応の訓練を行う 
・情報伝達ツールの多重化（FAX だけではなく、様式をスキャニングし

て報告共有・伝達確認するシステムの構築など）、および非常時の情

報収集体制の構築 
・被害位置情報の伝達手段の見直し（災害時の緊急性に対応した台帳

管理方法の確立、もしくは台帳を使わないで被災地点情報を共有す

る方法の確立） 
 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・情報の管理・処理（報告・共有）についての責任の明確化 
・情報の用途（どのタイミングで参照するかの想定）を勘案した保管方法

の構築 
・様式の統一、最適化、システムによる共有化 
・災害対応のフェーズによる、入手情報の質の違いの認識・定義、それ

に伴う様式の最適化、体裁の柔軟化 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・事務所が分散しているため、情報の遅延、誤報、時間的ロスが発生（帯広開建池

田河川事務所） 
・報告内容について、上部機関から頻繁に問い合わせがあり、災害対応が乱雑に

なる（宮城沖地震） 
・緊急点検においても道路情報は必要だが、河川・道路部局間で情報交換は実

施していない。ルール化もされていない。（帯広開建池田河川事務所・帯広道路

事務所） 
・整備局からの連絡は、施設ごとに連絡係が異なり、施設ごとの連絡係から連絡が

入るため、情報が輻輳する（県・河川局→局・地域河川課） 
・災害時には自発的行動をとるべきで、地整の動きに本省はあまり介入しないほう

がよい（本省）（ヒアリング） 
・本省からの問い合わせがあっても、いちいち現場事務所に問い合わせしない配

慮が必要である（地整）（ヒアリング） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・支部は所管施設点検結果を本部河川班に報告すると同時にその被災状況を水

道事業者等施設利用者に対しても提供すべきである 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・あらゆる被害想定のもと、災害対応の事前協議をおこなう 
 
・災害対応のフェーズに伴う報告情報（質）の定義 
・災害対応上、必要な情報の整理、および共有・連携手法の確立 
・災害規模のレベルに応じた各機関の役割の明確化 
 
 
・情報の処理の責任の明確化、体制の最適化 
 
・必要情報の明確化、災害規模のレベルに応じた各機関の役割の明確

化 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、他機関との連携体制、連携手段の最適化 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・業者とペアで、現地調査し、対策を即断しておくべきであった（地整・事務所）(ヒ
アリング） 

・ゼネコン等と調査分担、調査結果が提供されていれば、もう少し対応が早まった

かもしれない（地整・事務所）(コンサルのコメント） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・所轄施設点検において、本部は支部の報告だけでは各施設の点検指導の判断

をするのは難しい

・異常発見時には結果的には過大であったとしても早急に応援要請可能な仕組

みがない、待ちの姿勢である( 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、業者との連携体制、連携手段の確立（初動パト

ロールに業者を帯同させる） 
・災害レベルに応じた、体制におけるリダンタンシーの確保、最適化 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、業者との連携体制、連携手段の確立（初動パト

ロールに業者を帯同させる） 
・災害レベルに応じた、体制におけるリダンタンシーの確保、最適化 

収 

集 

判
断
・
指
示 

共 

有 

報 

告 

図 6―2 初動活動時（所管施設の被害状況の把握）の課題と対策 
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 【課  題】 【個別対策】 【課題のまとめ】 【解決の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6―3 対策検討時（他機関との協議・調整）の課題と対策 

収 

集 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

・関係機関との連携は現場では混乱してしまう。できるだけ高いレベルで調整する

ことがのぞましい（本省、地整）（ヒアリング） 
・この度の震災では、地元でも時事刻々と変わる火災の様々な災害情報を入手す

るのに苦慮しており、電話の不通や無線の輻輳といった二重苦が重なった。[阪
神間の市町村] 

 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

 
・他機関との協議・調整は支部情報班（情報連絡班）で一括して実施しているが、

支部のみの対応では多くの機関との連絡調整を行う体制（人数）が十分でない。 
・他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に関係機関と調整がとれて

いないため、他機関との協議・調整が情報伝達内容の正確さとスピードアップが

十分でない 
・通行規制を行う際には,道路はネットワークとして機能するため県、市町村の道路

状況の把握が必要

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 
・災害レベルに応じた、他機関との連携体制、連携手段の最適化 
・緊急時の情報収集体制を構築する（Ku-SAT、K-COS の迅速な手

配） 
・現地情報の随時報告の徹底、現地収集情報のリアルタイムな報告手

段 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

 
・参集状況を共有し、迅速・最適な人員の応援配置を実施する 
・災害対応時における、他機関との連携についての事前協議を行い、

役割・情報共有手段等の明確化 
・災害対応フェーズによる、必要な共有情報の明確化、連携手段の確

立 
 

 

 

【他機関との被災情報の共有】 

 
収集：支部のみの対応では多くの機関との連絡調整を行う体制

（人数）が十分でない。関係機関との連携は現場では混

乱してしまう。 
収集：図面・写真等の情報はおおよそ１日遅れで入手できる。被災

箇所の詳細位置は、土木事務所から台帳図や写真が入

手されないと特定できない。 
収集：伝達方法として FAX では一方的な伝達となり細かい調

整が出来ない。電話は二者間のみで情報が共有されがち

でその伝達が難しい 
 
共有：他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に

関係機関と調整がとれていないため、他機関との協議・調

整が円滑に進まない 
１）各県が調査中のとき、被害情報の発見・随時報告は 

ない 
２）被害自治体に情報を伝達する際、その被害範囲の決定

方法が明確でなく、情報が伝達されない被害自治体が

存在してしまう 
共有：通行規制を行う際には,道路はネットワークとして機能する

ため国交省、県、市町村のすべての道路状況の把握が

必要 
１）本省報告の際、支部からの情報提供の内容で十分満たさ

れない場合、電話で県に問い合わせる 
２）県からの問い合わせの際、直轄国道事務所の情報を整備

局から提供してほしい 
３）迂回路情報はＴＶ・ラジオしかなかった（局は情報を持って

いるが現場に流していない） 
４）河川事務所は警察と道路管理者の情報を得ていない 
５）市町村の報告は自動的に入ってこない 
６）地元警察には事務所から迂回路情報を流した 

共有：一般市民による道路迂回情報に関する問い合わせが多

く、道路の事務所に聞くしかない。 
 
 
【対策検討】 

 
・所轄施設点検おいて、本部は支部の

 

＜既存システムやツールを用いた解決の方向性＞ 

 
【被災情報】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

報告だけでは各施設の

点検指導の判断をするのは難しい 
 

 
収集：本部災害対策班が収集する情報についてはあらか

じめ情報伝達の内容を文書にて明文化し、収集する

情報の質量タイミングを明確にする。 
報告：情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者

の明確化。たとえば、電話協議の結果は、情報連絡

様式に必ず記入し、共有を図る 
 
指示：交通情報（通行規制区間など）の一括掌握を専門と

する部署（組織）を災害時に本省もしくは災害対策本

部の指揮下に置く（体制に組み込む、警察と連携す

る） 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性 

 
報告：通信手段の多重化、リダンタンシーの確保 
 

共有：すべての関係者間で施設被害情報が共有できるよ

う、情報共有するシステムを構築 
共有：住民の苦情やボランティアの情報を簡単に共有で

きるシステムの導入 
共有：本部が掌握している所轄道路施設以外の道路状況

を共有するシステムの導入（道路情報ネットワークの

拡張、また、すべての関係者間で通行規制情報が共

有できるよう、道路情報センターへリアルタイムで情

報共有するシステムを構築） 
 

 

 

 

 

 

【対策検討】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性
 

共有：本部対策班が情報を集約した時点で概略の被害範

囲から被害自治体を想定し、直轄の施設被害情報を

提供する。また事前に範囲想定方法の構築が必要

である。 
指示：現地本部の設置、現場への係官や専門家の派遣を

積極的に行う。 
 

報 

告 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・各県が調査中のとき、被害情報の発見・随時報告はない（県・河川局→局・地域

河川課） 
・図面・写真等の情報はおおよそ１日遅れで入手できる。（県・道路管理課）（P13） 
・被災箇所の詳細位置は、土木事務所から台帳図や写真が入手されないと特定

できない。（県・道路管理課） 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・伝達方法としてFAXでは一方的な伝達となり道路をネットワークとして機能させる

ための細かい調整が出来ない 電話は二者間のみで情報が共有されがちでそ。

の伝達が難しい（ 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・他機関との連携体制、連携手段の最適化、情報の共有化 
・電子情報の共有経路の多重化（直接メールだけではなく、被災地外部

へのプール、ネットワーク切断時の迂回通信ルートの設定） 
・被害位置情報の伝達手段の見直し（災害時の緊急性に対応した台帳

管理方法の確立、もしくは台帳を使わないで被災地点情報を共有す

る方法の確立、WebGIS の利用など） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・たとえば、被災地以外の局が主体となった情報の一元管理、道路情報

ネットワークによる一元管理など 
 

共 

有 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・本省報告の際、支部からの情報提供の内容で十分満たされない場合、電話で県

に問い合わせる（局・道路管理課） 
・県は、直轄国道の情報は整備局本局ではなく仙台河川工事事務所から入手し

ている い。直轄国道事務所の情報を整備局から提供してほし （県・道路管理課） 
・本省河川局への報告では、住宅・道路被害や道庁とりまとめ資料を防災対策室

から入手し伝達する（本局河川） 
・ （迂回路情報はＴＶ・ラジオしかなかった 局は情報を持っているが現場に流してい

ない）（帯広開建池田河川事務所） 
・事務所は迂回路の把握に北海道と電話で連絡を取り合った（帯広開建帯広道路

事務所） 
・地元警察には事務所から迂回路情報を流した（帯広開建帯広道路事務所） 
・一般市民による道路迂回情報に関する問い合わせが多く、道路の事務所に聞い

た。（帯広開建池田河川事務所）（P31） 
・河川事務所は警察と道路管理者の情報を得ていない（帯広開建池田河川事務

所） 
・住民や通行者、最寄りの警察署より道路情報が寄せられた（帯広開建工務課） 
・市町村の報告は自動的に入ってこない（速報版程度）（帯広開建防対官、治水

課、工務課） 
・自衛隊からは災害情報が入ってくる（帯広開建治水課） 
・支部は多くの機関との連絡を行う体制（人数）が十分でない。（帯広開建池田河

川事務所） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・本部河川情報連絡班が検討した応急復旧の指示内容が利水施設利用者（水道

事業者）に提供されていない 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・他機関との情報連携についての事前協議、連携体制の確立、情報の

共有化の実施 
・局レベルによる情報の管理、他機関との調整の実施 
・管理機関の境界周辺での災害発生時を想定した事前協議 
 
・道路の交通規制情報・渋滞情報のリアルタイムな一元管理システム 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
 
 
 
 
・関係機関の災害対応の事前打ち合わせ、情報の取り扱いの定義 
・マスコミと協力した一般市民への情報通知（一度に広範囲の市民へ情

報を提供可能、事務所への問い合わせの減少） 
・迅速な人員の応援実施、初動時のリダンタンシーの確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・連携手法の事前協議により、情報の共有を実現する 

判
断
・
指
示 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・被害自治体に情報を伝達する際、その

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・他機関との情報連携についての事前協議、連携体制の確立 
 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 

被害範囲の決定方法が明確でなく、情報

が伝達されない被害自治体が存在してしまう 
・本部河川情報連絡班が検討した 2 次災害防止対策を支部に指示するのみで、

県や市町村に対して情報を伝達しない

・所轄施設点検において、本部は支部の報告だけでは各施設の点検指導の判断

をするのは難しい 
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 【課  題】 【個別対策】 【課題のまとめ】 【解決の方向性】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6―4 応急復旧時（緊急対策の実施）の課題と対策

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 
 
・交通渋滞情報・交通規制の把握は現場でのドライバーへの情報提供、災害規制

情報の表示依頼の情報源となる 
・大規模災害時では、支部対策班のみで施設利用者への対応をするのには限界

がある（想 39） 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・災害対応のフェーズに応じた、体制の最適化、フィージビリティの確保

 

＜体制・運用に係る問題点のまとめ＞ 

 

【応急復旧情報】 

 

共有：道路規制関係や被災状況など緊急性の高い重要な情報

は、その情報源が直轄情報に加え他機関にわたることから

情報量が多い。 
共有：一括掌握する部署がないため情報が錯綜しやすい 
共有：施設利用者へのリアルタイムな情報提供ができない。 
共有：災害一般情報（交通情報、被害状況等）を伝達する部署

がないため住民に対する情報提供ができない。 
指示：大規模災害の場合は特に、道路啓開のための調整や緊

急輸送動の確保が人命救助の上でも最重要課題である

が、本・支部が他の仕事とのかけもちで実施するのでは調

達等の判断や指示が迅速にだせない。 
 
 

 

＜情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性＞ 

 
【応急復旧情報】 

 
・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
共有：震度情報、余震・津波情報とともに、道路被災状況

を「災害時の基礎情報」として定義し、住民を含めた

全機関で共有可能とする 
共有：本部総合対策班は災害一般情報（交通情報、被害

状況等）は本部総合対策班で一括把握し、報道機関

（マスコミおよび自治体の広報）に伝達する。 
指示：交通情報（通行規制区間など）の一括掌握を専門と

する部署（組織）を災害時に本省もしくは災害対策本

部の指揮下に置く（体制に組み込む、警察と連携す

る） 
指示：大災害時には特に道路啓開のための調整や緊急

輸送道の確保を専門とした組織を整備。 
 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性

 
共有：現場でのドライバーへの情報提供、災害規制情報

の表示依頼のために通行規制情報がすぐに把握で

きるよう、道路情報センターへリアルタイムで情報共

有するシステムを構築 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・路線の重要度、被災程度を早期に判断し、指定する手順を決めてお

く。警察との連携（地整・事務所）（水-19） 
・通行可能道路、どの道路に誘導するかなど道路管理者と警察の連携

が必要である（地整・事務所）（ヒアリング）（水-21） 
・開通見通しの算定手順と公開方法を事前に決めておくべきである（地

整・事務所）(コンサルのコメント）（水-22）（地-22） 
・災害一般情報（住民等に伝えたほうが良い情報）をマスコミ等によって

広報できないか（地整）(ヒアリング） 
・マスコミを使うには事前に広報指針のようなものを用意すべきで、マス

コミだけでなく、自治体の広報手段も活用したほうが良い。国土交通省

の情報が有用であれば、マスコミや自治体は取り上げるであろう（地

整）（コンサルのコメント） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・交通渋滞情報・交通規制情報を報道機関への対応情報として反映さ

せる 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・たとえば、被災地以外の局が主体となった情報の一元管理、道路情報

ネットワークによる一元管理など 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・あらゆる被害想定のもと、災害対応の事前協議をおこなう 
・「救助活動の支援」項目における、国交省の役割・優先順位の明確化 
・被災地域外の応援部隊に必要な情報の明確化、および連携手法・情

報共有など、事前協議の徹底 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、体制におけるリダンタンシーの確保、最適化 
・道路規制情報、渋滞情報の一元管理、共有化 

収 

集 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

 
・伝達方法としてFAXでは一方的な伝達となり道路をネットワークとして機能させる

ための細かい調整が出来ない 電話は二者間のみで情報が共有されがちでそ。

の伝達が難しい 
 

報 

告 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

・他の管轄している道路の迂回情報は流せない。（帯広開建帯広道路事務所） 
 
 
 
 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に関係機関と調整がとれて

いないため、他機関との協議・調整が情報伝達内容の正確さとスピードアップが

十分でない 
 

共 

有 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・渋滞対応で、職員が迂回路のチラシを直接配布した。また、情報板などを作成し

た。（帯広開建帯広道路事務所） 
・地震火災が同時多発し、さらに交通渋滞が起こったことから、消防による人命救

助活動が円滑に行われず、とくに直後の救助・救出活動は家族、近隣住民によ

るものがほとんどを占めたと考えられている。[阪神間の市町村](2 左) 
・他地域からの復旧応援者が被災地の地理に不案内なため、現場移動に時間を

要した。[阪神間の市町村] 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・道路啓開のための調整や緊急輸送道の確保に関しては、大規模震災時には最

も重要なActivityになるため、支部と他機関との個別対応でなくこのActivityを

専門とした組織作りが必要となる（想 37） 
・大規模災害では本部も混乱をしていることから、支援要請が遅れる場合がある。 

判
断
・
指
示 



７．業務モデルの確定 

 ４章での災害情報の整理、５章での情報伝達手段の整理結果及び６章での現状の災害対応

業務の課題解決の方向性をもとに、災害情報共有システムを手段として組み込んだ災害対応

業務モデルを本章で示す。 
構築した業務モデルは現状の災害対応をベースとして、 

(1) 抱えている情報伝達・共有上の課題の解決を図りつつ、 
(2) 災害情報システムを適切に組み込んだ 

ものである。業務モデルは表７－１に示す 17 の災害対応上の作業毎に示す。17 のモデル

は災害対応フェーズ・機関によって設定したものであり、４章から６章での検討成果を踏ま

えた各モデルにおける作業内容・扱う情報を一覧整理したものを図７－１に示す。 
 

表７－１ 新たな災害対応業務モデル 

番号 タイトル 機関 

1  災害の規模を把握し、地整本局に第一報を報告する 事務所 

２ 災害の規模を把握し、本省に第一報を報告する 地整本局

３ 災害の規模を把握する 本省 

４ 災害の規模を把握する 政府 

５ 周辺の災害状況を把握し、災害対応の体制を整える 事務所 

６ 被害のおおまかな全体像（地整管轄内）を把握し、体制を整える 地整本局

７ 被害のおおまかな全体像（全国的）を把握し、体制を整える 本省 

８ 政府対策本部を設置し、防災担当大臣の会見を行う 政府 

９ 現地にて施設点検を実施し、報告する 事務所 

１０ 局管轄内の災害対応業況を把握する 地整本局

１１ 各被災地域（地整本局）の災害対応状況を把握する 本省 

１２ 現地にて災害救助・応援復旧活動を行う 事務所 

１３ 災害対応体制を構築し、現地対応を指導・支援する 地整本局

１４ 各局の報告を受け、被災地域へのバックアップを図る 本省 

１５ 関係省庁連絡会議を開催し、情勢の分析・今後のバックアップ体制を決

定する 

政府 

１６ 被災地外の局・事務所が支援を実施する 局・事務局

１７ 政府・本省・局・事務所が必要に応じ、マスコミ・住民への情報提供を行う 全機関 
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＜必要な判断＞
判断すべき事項

＜判断に必要な情報＞
判断に資する重要な情報（主に、
収集した情報を集約したもの）

報告する事項
上位機関に対して、報告
すべき情報
指示する事項
下位機関および関連機関
に対する指示事項

災害対応上、重要な役割

収集する情報
各組織が災害対応上、収集すべ
き情報
＊茶文字は、情報を確認・仕分け
後、共有すべき情報
（情報伝達の輪廻の段階）

              ＊赤い影つきのBOXは、特に重要な役割を示す
   ＊BOX間の矢印は、情報の流れを示す

情報伝達の
サイクル

関係省庁連絡会議を開催し、
情勢の分析・今後のバックアップ体制を決定する

＜必要な判断＞
□ 被害の第１次情報についての確認、共有、

応急対策の調整
□ 現地調査団への職員の派遣の実施
□ 住民・マスコミに提供すべき情報は何か

指示
□ 現地災害対策の目標・指示（優先順位、処

置方法）
□ 職員・調査団派遣の指示
□ 記者発表

報告
□ （記者発表）

＜判断に必要な情報＞
□ 各省庁の報告（対応状況）

共有する情報
□ 本省からの被害報告、対応状況報告
□ 関連省庁の被害報告、対応状況報告（連絡

会議にて報告）
□ 輸送ルート・代替輸送ルート情報（道路被

害情報、復旧情報、交通規制、渋滞情報
等）

各局の被害報告を受け、被災地域へのバックアップを図る

＜必要な判断＞
□ 災害救助、施設復旧の方策と見通し
□ 代替輸送・緊急輸送ルートをどのように設

定するか
□ ２次災害の危険性、避難対策等は必要か
□ 人員・資機材の派遣、要請
□ 関係機関との連携
□ 住民・マスコミに提供すべき情報は何か

指示
□ 現地災害対策の目標・指示（優先順位、処

置方法）
□ 緊急輸送ルートの確保
□ ２次災害等の警戒・非難対策
□ ライフラインの応急対応指示
□ 資機材・人員の要請、派遣指示
□ 専門家・調査団派遣の指示
□ 記者発表

報告
□ 各局の被害報告、対応報告
□ 広報資料、記者発表の内容

＜必要な情報＞
□ 現地災害情報（情報の確認・緊急性が付加

されたもの）
□ 人員・資機材の確保状況

共有する情報
□ 各地整本局の点検進捗・現地被害状況・対

応状況
□ 関係省、警察、自衛隊、地方公共団体等か

らの被害情報・対応状況
□ 代替輸送、緊急輸送ルート情報（交通規

制、渋滞情報）

災害対応体制を構築し、現地対応を指導・支援する

＜必要な判断＞
□ 災害救助、施設復旧の方策と見通し
□ 緊急輸送ルート・通行規制をどのように実

施するか
□ ２次災害の危険性、避難対策等は必要か
□ 人員・資機材の派遣、要請は必要か
□ 被災地外の局・事務所との連携
□ 関係機関との連携
□ 住民・マスコミに提供すべき情報は何か

指示
□ 現地災害対策の目標・指示（優先順位、処

置方法）
□ ２次災害等の警戒・避難対策
□ 資機材・人員の要請、派遣指示
□ 専門家・調査団派遣の指示
□ 輸送ルート、交通規制の指示
□ 被災地外の局・事務所との調整
□ 記者発表、問い合わせへの対応

報告
□ 各事務所からの被害報告、対応報告
□ 人員・資機材の確保情報（各事務所・局）
□ 広報資料、記者発表内容

＜判断に必要な情報＞
□ 現地災害情報（情報の確認・緊急性が付加

されたもの）
□ 人員・資機材の確保状況

共有する情報
□ 現地被害情報（各事務所報告の集約情報）
□ 通行規制・輸送ルート情報（局内の地域）
□ 関係機関からの被害情報・対応状況
□ 人員・資機材の配置状況

現地にて災害救助・応援復旧活動を行う

＜必要な判断（現場での判断）＞
□ どの被災箇所に優先的に対応に向かえば

よいか
□ 現地で異常を発見したとき、どのように処置

すればよいか
□ ２次災害の危険性、避難対策等は必要か
□ 救助および施設復旧を行うには、どの程度

の人員・資機材が必要か
□ 現地の一般市民（利用者）への対応はどの

ように行うか、提供すべき情報は何か

指示
□ 被災地住民、被災施設利用者への支援・情

報提供
□ 関係業者・他機関等への対応指示
□ 輸送ルート、交通規制の指示

報告
□ 応急復旧の進捗状況
□ 災害救助活動の有無、実施状況
□ 資機材・人員の支援要請

＜判断に必要な情報＞
□ 対応の優先順位、処置の指示
□ 通行規制情報、渋滞情報
□ 関係業者・他機関の対応状況
□ 人員・資機材の確保状況

収集する情報
□ 現地施設被害の状況
□ 災害救助活動の要請
□ 現地災害対策の目標・指示（本局からの優

先順位、処置方法などの指示）

被災地外の局・事務所が支援を実施する

＜必要な判断＞
□ 応援隊の派遣は必要か
□ どのような応援が必要か

指示
□ 先遣隊の派遣
□ 応援隊の派遣

報告
□ 応援の実施報告

＜判断に必要な情報＞
□ 現地被災情報
□ 応援の要請・指示
□ 現地までの交通ルート

収集する情報
□ 現地被害情報
□ 通行規制・輸送ルート情報
□ 人員・資機材の配置状況

<情報伝達のサイクルの中から支援時に必要な情報を適宜抽出＞

報告

指示・情報の提供

情報の質を高める

支
援

情報の仕分け

指示・情報の提供 指示・情報の提供

政府・本省・局・事務所が必要に応じ、マスコミ・住民への情報提供を行う

＜情報提供時に必要となる判断＞
□ 二次災害の危険性はどうか
□ 避難対策は必要か
□ 迂回路へはどのように誘導すればよいか
□ どのように情報提供をすれば混乱がないか

提供する情報
□ 管内他機関の被害状況
□ 通行規制状況
□ 復旧の見通し
□ 記者発表内容

＜判断に必要な情報＞
□ 管内他機関の被害状況
□ 通行規制情報
□ 復旧の見通し
□ 被災箇所における危険度評価結果

<情報伝達のサイクルの中から適宜マスコミ･住民への情報提供＞

30分
以内

時間の
流れ

現地の救助活動・応
急復旧を最適化する
ための情報の質と量
を確保する

大規模災害と
判断する

災害発生

フェーズ３

[各ボックスの凡例]

政　府 本　省 地整本局 事務所

災害の規模を把握し、本省に第一報を報告する

＜必要な判断＞
□ 管轄局内で対応できない（被害の少ない局

では、対応可能と報告）
□ 災害対策本部の設置、職員参集命令
□ 周辺非被災事務所からの支援必要性

指示
□ 職員参集

報告
□ 本省への第一報「例：甚大な被害が出てい

ます」

＜判断に必要な情報＞
□ 各事務所からの第一報
□ 地震の観測情報
□ 庁舎・周辺の状況（一般被害の目視情報）

収集する情報
□ 各事務所からの第一報
□ 庁舎、周辺の状況（一般被害の目視情報）
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測情報
□ TV・ラジオからの災害情報

災害の規模を把握し、地整本局に第一報を報告する

＜必要な判断＞
□ 災害対策本部の設置、職員参集命令
□ 事務所で対応可能か

指示
□ 職員参集

報告
□ 地整本局への第一報「例：家屋が倒壊して

いる」

＜判断に必要な情報＞
□ 庁舎・周辺の状況(一般被害の目視情報）
□ 地震の観測情報

収集する情報
□ 庁舎・周辺の状況（一般被害の目視情報）
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測情報
□ ITV画像
□ 一般からの通報
□ TV・ラジオからの災害情報

災害の規模を把握する

＜必要な判断＞
□ 内閣、関連省庁の情報を集め、災害対応を

行う
□ 政府対策本部の設置

指示

報告

＜判断に必要な情報＞
□ 各省庁からの第一報

共有する情報
□ 各省庁からの第一報
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測情報
□ TV・ラジオからの災害情報

災害の規模を把握する

＜必要な判断＞
□ 全国的な災害対応が必要である
□ 国交省幹部、総理官邸への報告が必要で

ある
□ 災害対策本部の設置、職員参集命令

指示
□ 職員参集

報告
□ 内閣府、国交省幹部、関連省庁への報告

（第一報）

＜判断に必要な情報＞
□ 地整本局からの第一報（内容、有無）
□ 地震の観測情報
□ 庁舎・周辺の状況（一般被害の目視情報）

収集する情報
□ 地整本局からの第一報
□ TV・ラジオからの災害情報

報告 報告 報告

被害のおおまかな全体像（地整管轄内）を把握し、体制を整える

＜必要な判断＞
□ 入手した情報は正確か
□ 情報の量・質が十分でない地域の被害はど

うなっているか
□ 被害の甚大な地域、緊急性の高い地域は

どこか（優先順位）
□ 災害用ヘリの出動

指示
□ 初動体制の構築

報告
□ 被害の様相（各事務所報告の集約）
□ 災害対応状況報告（人員配置、支援要請、

対応の優先地域などの方針）
□ 点検の着手・進捗状況

＜判断に必要な情報＞
□ 各事務所からの被害報告（被害の様相）
□ 各事務所の被害報告の時間的・空間的な

分布状況

収集する情報
□ 各事務所からの被害報告（被害の様相）
□ 各事務所の点検の着手・進捗状況（区間別）
□ 参集・安否確認情報（各事務所・局）
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測情報
□ TV・ラジオからの災害情報

周辺の災害状況を把握し、災害対応の体制を整える

＜必要な判断＞
□ 施設点検の着手が可能か

指示
□ 点検着手
□ 初動体制の構築

報告
□ 被害の様相（一般被害、施設被害の速報）
□ 参集・安否確認情報
□ 施設点検の着手、進捗状況

＜判断に必要な情報＞
□ 参集・安否確認情報
□ 被害の様相（一般被害、施設被害（速報））

収集する情報
□ 点検着手・進捗状況
□ 施設被害の速報
□ 参集途上で得た情報
□ 重要構造物の被災の有無
□ 参集・安否確認情報
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測情報
□ TV・ラジオからの災害情報

政府対策本部を設置し、防災担当大臣の会見を行う

＜必要な判断＞
□ 現時点での災害情報の集約
□ 国民に対する災害対応に必要な呼びかけ

（パブリシティの重要性）

指示

報告
□ 国民に対する災害報告（災害の様相）、お

よび対応状況

＜判断に必要な情報＞
□ 各省庁からの報告（会見に必要な、被害規

模、特に重大な被災箇所、現在の対応状
況、今後の対応方針）

収集する情報
□ 各省庁からの被害報告
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測情報
□ TV・ラジオからの災害情報

　被害のおおまかな全体像（全国的）を把握し、体制を整える

＜必要な判断＞
□ 入手した情報は正確か
□ 情報の量・質が十分でない地域の被害はど

うなっているか
□ 被害の甚大な地域、緊急性の高い地域は

どこか（優先順位）
□ 災害用ヘリの出動

指示
□ 初動体制の構築

報告
□ 内閣府、関連省庁への報告（国交省の収

集・集約した情報の報告）
□ 今後の国土交通省の対応方針

＜判断に必要な情報＞
□ 地整本局からの被害報告（被害の様相）
□ 地整本局の被害報告の空間的な分布状

況、および情報を収集した時間

収集する情報
□ 地整本局からの被害報告（被害の様相）
□ 災害対応状況報告（人員配置、支援要請、

対応の優先地域などの方針）
□ 点検の着手・進捗状況
□ 気象庁および地震ネットワーク等の観測値
□ TV・ラジオからの災害情報

報告 報告

　各被災地域（地整本局）の災害対応状況を把握する

＜必要な判断＞
□ 入手した情報は正確か
□ 情報の量・質が十分でない地域の被害はど

うなっているか
□ 報告の中で被害の甚大なもの、緊急性の

高いものはどれか（優先順位）

指示

報告

＜判断に必要な情報＞
□ 各地整本局からの現地被害報告
□ 各地整本局からの対応状況報告
□ 交通規制情報、渋滞情報
□ 関連省庁、警察、自衛隊、地方公共団体等

の被害情報、対応情報

収集する情報
□ 地整本局の点検進捗、現地被害状況、対

応状況
□ 関係機関からの被害情報・対応状況（災対室）
□ 交通規制・輸送ルート情報（通行規制情

報、渋滞情報）
□ 人員、資機材の確保・要請
□ TV・ラジオからの災害情報

局管轄内の災害対応状況を把握する

＜必要な判断＞
□ 入手した情報は正確か
□ 情報の量・質が十分でない地域の被害はど

うなっているか
□ 報告の中で被害の甚大なもの、緊急性の

高いものはどれか（とりまとめ、優先順位）
□ 周辺被災事務所への支援体制構築の必要性

指示
□ 周辺被災事務所への支援体制構築

報告
□ 各事務所の被害報告、対応報告
□ 人員・資機材の確保情報（各事務所・局）

＜判断に必要な情報＞
□ 事務所からの現地被害報告
□ 事務所からの災害対応状況報告
□ 人員、資機材の配置状況
□ 交通規制情報、渋滞情報
□ 地方公共団体、警察、自衛隊等からの災害

情報、対応情報

収集する情報
□ 各事務所の点検進捗、現地被害状況、対

応状況
□ 通行規制・輸送ルート情報（通行規制情報等）
□ 警察・自衛隊・地方公共団体等の対応（企）
□ 関連施設管理者（自治体・公団等）の点検

状況・被害状況
□ 人員、資機材の確保・要請状況
□ TV・ラジオからの災害情報

現地にて施設点検を実施し、報告する

＜必要な判断＞
□ 応急復旧対応の緊急性の評価
□ 復旧を行うには、どの程度の人員・資機材

が必要か
□ 発見時の一時的な対応方法（応急対応、通

行規制等）

指示
□ 関係業者への災害対策指示
□ 現地利用者（一般市民）への対応・情報提供

報告
□ 現地施設点検進捗、結果
□ 通行規制の実施の有無
□ 地整本局への支援要請

＜判断に必要な情報＞
□ 現地の被害点検結果

収集する情報
□ 現地の施設被害点検結果
□ 通行規制情報、渋滞情報
□ TV・ラジオからの災害情報

報告 報告

災害の規模を把握し、
災害対応の基本フレ
ームを設定する

収集した被災直後の
情報（誤報を含む）を
整理・確認し、初動体
制構築に資するよう
情報の質を高める

フェーズ  １

 
 
 
 
 
 
 フェーズ２

 
 
 
 報告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜必要な判断＞
判断すべき事項

＜判断に必要な情報＞
判断に資する重要な情報（主に、
収集した情報を集約したもの）

報告する事項
上位機関に対して、報告
すべき情報
指示する事項
下位機関および関連機関
に対する指示事項

災害対応上、重要な役割

収集する情報
各組織が災害対応上、収集すべ
き情報
＊茶文字は、情報を確認・仕分け
後、共有すべき情報
（情報伝達の輪廻の段階）

              ＊赤い影つきのBOXは、特に重要な役割を示す
   ＊BOX間の矢印は、情報の流れを示す

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

図 7―1 災害対応業務モデル 17 モデル各々の作業と扱う情報
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７．１ 業務モデルの表記 

具体化した災害対応業務モデルは、図の表記を用いる。なお情報の記述は災害情報の詳細

定義を元に作成された災害関連情報のデータ辞書（案）に定義された情報を適用することと

した。 

アクター アクター 

情報 1 

情報の属性 

input 
情報 2 

情報の属性

output input 

機能１ 機能 2 

 
図７－２ 具体化した業務モデルの記述方法 

 
図７－２は次のような意味をもつ（図７－３）。 

アクター アクター 

情報 1 

情報の属性 

input 
情報 2 

情報の属性

output input 当該モデルの

主人公 

主 人 公 が 最

終的に報告し

なければなら

ない相手 

主 人 公 が 実

施する作業 

主 人 公 が 実

施する作業 

機能１ 機能 2 

作業の流れ 

機能 1 に必

要な情報 

機能 1 を実施した結果、作成される情報。ここでは次の

作業である機能 2 に必要な情報として使用されている 

 
図７－３ 記述説明  

 
図７－３に例を示す。この場合、主人公は「現場作業員」である。現場作業員は点検区間

等が定められた「点検単位」に従い、「点検する」。次に機能「点検する」が二つの機能に

分岐するが、これは「点検する」後の作業として「点検結果を報告する」という作業と「被

害を発見する」という作業が機能として考えられるためである。なお点検単位内に何らかの

被害を発見した場合は、「被害を発見する」を通ってから「点検結果を報告する」という作

業を行うことになる。「点検結果を報告する」相手は、「事務所」である。また、被害を発
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見した場合、その内容（input 施設被害）に応じ「交通規制する」こともある（output 交通

規制）。さらに交通規制の内容を「一般に情報を提供する」。 
このようにモデル内では、誰がどのような情報を使って何をするかを要素として記述す

るとともに、作業の流れも表すことになる。 
 
７．２ 業務モデル図の凡例 

凡例は次のとおりである。 
 
  ＜凡例＞ 

要素名 
要素の内容  モデル記述方法 

 
アクター 

点検者、監督者等，業務において役割を担う各機関・各部署の人員。又

は，道路利用者，沿道住民等，職員以外で業務に関係する人員。 

 調査課

  
ユースケース 

あるサービスの実現のために具体的に必要となる行為。

 例： 「災害による被害を予測する」 

 
災害による被害を予測する 

 
機能 
ユースケースを実現する具体的な業務や作業。階層構造を持

つことができ，階層の下位に位置づけられる機能の中には，複

数の上位機能と関連するものもある。 
 例： 「収集する」 

収集する 

 
情報 
機能を実現するために必要となる入力情報，出力情報，制約条件。 
 例： 「安否情報」，「交通情報」 

安否情報

 
コンポーネント 
コンポーネントとして利用可能な情報システム，資料，及び人員

等。 
 例：「災害対策本部運営要領」，「道路巡回システム」 

災害対策本部運営要領
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ユースケース 
アクター，ユースケース，機

能，情報，物理コンポーネントを

組み合わせてできる，”しごと”を
体系化したモデル。 
 例： 「地震対策本部の体制

を整え、情報を収集する」 

地震対策本部の体制を整え、情報を
収集する災害対策本部

(from 災害時体制)

体制を整える

(f rom 機能)

災害対策本部運営要領

(from コンポーネント)

+constraint

災害対策支部

(from 災害時体制)

収集する

(from 機能)

安否確認報
告書

(from コンポー...)

支部の他機関との協議・調
整必要事項

+output

被災地域の施設被害、活動状況、
機能復旧の見通し

+output

テレビ・ラジオ等のメ
ディア情報

+output

指示する

(from 機能)

+初動パトロールを行い異常を発見、対処する

体制情報

+output

+input

+input+input+input

参集情報

参集状況報
告書

(from コンポー...)

把握する

(from 機能)

+input

安否情報

把握する

(from 機能)

+output +input

+対管轄部署

安否情報

+output

安否確認報
告書

(from コンポー...)

+対本省

庁舎被災状況調
査票

(from コンポーネント)

電話・FAX

(from コンポーネント)

本局庁舎の被害
情報

+output

 
さらに、業務モデルに基づき災害対応を実施する上で必要な運用ルール及び情報抽出条件

を図中に記述する。運用ルール及び情報抽出条件とは以下に示す内容のものである。 

 

１）運用ルール 

情報を作成し、共有するにあたって、その情報の責任者を明確にするための運用ルール

を作成する。 

事務所における例として 

「情報を局に報告するにあたって事務所の意思決定者による確認を行うこと」 

とする。しかしながら意思決定者の不在や緊急事態が発生した場合を想定し 

「意思決定者の確認が行えず、かつ報告の急を要する場合には、報告者の氏名を明らか

にすること」 

とする。 

また、特に外部に提供するに当たっては 

「一般や他機関等外部に情報を提供する場合には、意思決定者による確認が行われた情

報について実施するとともに、提供の記録を残すこと」 

というような運用ルールが考えられる。 
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１）及び２）で示す運用ルール・情報抽出条件は、次頁以降の業務モデル図の中で以下の

ように示す。 

 

２）情報抽出条件 

 

運用ルールとの違いは、運用ルールが情報を伝達する元と先の取り決めであるのに対し、

条件は、「先」のみが存在し、自由な取捨選択を行うというものである。 

業務モデルにおいて定義される情報は唯一であり、アクターや機能によってその使い方

が分かれることから、機能に対して追加することとした。 

事務所の管轄区間のみが見たい、甚大な被害のみ見たい、あるいは人的被害が発生して

いるもののみ先に報告したい等の条件を設定可能な構造を設定することとした。 

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール
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+ 適用範囲
+ 条件

条件



 

ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 事務所、地整企画部、地整河川

部、地整道路部 

主たる機関 

事務所は、地震を感じた場合に、庁舎・周辺の状況（一般被害の目視情報）・気象庁及び地震ネットワーク等の観測情報・TV・ラ

ジオからの災害情報を収集する。また、地震の観測情報を元に災害対策支部を設置し、職員の参集指示を出す。 

1．災害の規模を把握し、地整本局に第一報を報告する 

地整

(from アクター)

行為者（観測

機器など、人

ではない場合

もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機能にかかわる情報

（input：入力情報と

して必要、output：

出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（事務所の作業フロー） 

一般被害を収集する

(from 機能)

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

企画部

(from アクター)

一般被害を集約する

(from 機能)

+input

事務所の被害状況を把握する

(from 機能)
+input

一般被害（事務所）

+output

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

事務所

(from アクター)

地震観測情報を収集する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)
参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

実施事項を確認する

(from 機能)

+output
+input

地整

(from アクター)

事務所の体制をとる

(from 機能)

+input

事務所に参集する

(from 機能)

+output

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+output

+input

地整各部に報告する

(from 機能)

+output

1

2

3

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・発災後 30 分以内に企

画部防災課に E-mail また

は電話で通知する。 

運用ルール案 
・災害対策運営要領に準

じる。 

条件

+ 適用範囲
+ 条件

１ 

２ 

３ 

条件 
・事務所管内とする。 
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ユースケース 

モデル 

（事務所が「1」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

道路モニター

(from アクター)

事務所

(from アクター)

一般被害を発見する

(from 機能)

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

一般被害を報告する

(from 機能)

+input

　1　一般被害を収集する

入力者

(from アクター)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

テレビ・ラジオを視聴する

(from 機能)

+output

テレビ・ラジオの情報を記録する

(from 機能)

+input

事務所

(from アクター)

　2　テレビ・ラジオの情報を収集する

事務所

(from アクター)

観測機器

+ 種類 : センサ種別
+ 設置位置 : 地理識別子
+ 観測対象 : 地理識別子

(from 平常時に蓄積する...)

地震観測情報を記録する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

地震を観測する

(from 機能)

+output

　3　地震観測情報を収集する

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・発災後 30 分以内に指

定された電話番号に報告す

ること。 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
震度 4 以上の震度を管内で記録

したときに記録すること。 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 主たる機関

地整

(from アクター)

行為者（観測

機器など、人

ではない場合

もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、 灰：情報伝

達、黒 ：情報加工） 

機能にかかわる情報

（input：入力情報と

して必要、output：

出力結果） 

地整、本省 

地整は、気象庁や地震災害ネットワークからの観察情報、ラジオ・TV による災害情報及び事務所からの体制及び被

害の報告を収集する。地整はこれらの情報を元に体制を整え、職員を参集する。職員は参集途上で庁舎周辺の状況を

把握し、事務所からの被害情報、地整庁舎及び周辺の状況、地整の体制を本省に報告する。 

2．災害の規模を把握し、本省に第一報を報告する 

 

ユースケース 

モデル 

（地整企画部の作業フロー） 

災害対策室

(from アクター)

一般被害（事務所）

災対室に報告する

(from 機能)

一般被害（地整）

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能)

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

+output +input

災害対策室

(from アクター)

地震観測情報を収集する

(from 機能)
地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)+output

体制の情報を収集する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)
+output

地整の体制をとる

(from 機能)
+input

+input

災対室に報告する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+output + input

地整に参集する

(from 機能)

+input

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

+output

実施事項を確認する

(from 機能)

+input
体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)

+output

一般被害を収集する

(from 機能)

+output

一般被害を集約する

(from 機能)

+input +output

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

+input
+output

地整企画部

(from アクター)

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則 運用ルール 

・注意体制以上の地震が

発生した場合 
・重大な情報を優先する 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
・注意体制以上の

地震が発生した場

合。 
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ユースケース 

モデル 

（地整河川部の作業フロー） 

地震観測情報を収集する

(from 機能)

地整河川部

(from アクター)

地整に参集する

(from 機能)

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

実施事項を確認する

(from 機能)

体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)

+output
+ input

+output

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

+input

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能)

+output

地整企画部

(from アクター)

地整の体制をとる

(from 機能)
地整企画部

(from アクター)

治水課

(from アクター)

体制の情報を収集する

(from 機能)

一般被害を発見する

(from 機能)

一般被害を報告する

(from 機能)

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

+output
+input

治水課に報告する

(from 機能)

地整企画部に報告する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)
+output

+input

+input

+input

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
・注意体制以上

の地震が発生した

場合 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
・注意体制以上の地震が発生した場合 
・情報が多い場合は、重大な情報を優先す

る 
・情報の伝達先は企画部を優先とする
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ユースケース 

モデル 

（地整道路部の作業フロー） 

地整に参集する

(from 機能)

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

実施事項を確認する

(from 機能)

体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterStr ing
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

地整企画部

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

+output
+input

+output

+input

体制の情報を収集する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能)

+output

地震観測情報を収集する

(from 機能)

地整道路部

(from アクター)

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

一般被害を発見する

(from 機能)

+output 一般被害を報告する

(from 機能)
+input

地整企画部に報告する

(from 機能)

地整の体制をとる

(from 機能)

道路防災対策室

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+output +input

+input

+input

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
・注意体制以上

の地震が発生した

場合 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
・注意体制以上の地震が発生した場合 
・情報が多い場合は、重大な情報を優先する

・情報の伝達先は企画部を優先とする
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ユースケースモデル 

（地整が「2」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

事務所

(from アクター)

事務所の体制をとる

(from 機能)

+output

地整河川部

(from アクター)

地整各部に報告する

(from 機能)

+output

地整道路部

(from アクター)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

地整河川部

(from アクター)

地整の体制をとる

(from 機能)

+output

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

地整企画部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

地整の体制をとる

(from 機能)

+output

一般被害（事務所）

事務所

(from アクター)

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

一般被害を発見する

(from 機能)

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

一般被害を報告する

(from 機能)
地整河川部

(from アクター)

+output +input

地整道路部

(from アクター)

一般被害を発見する

(from 機能)

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

一般被害を報告する

(from 機能)

+output
+input

一般被害

+ 発生場所 : 地理識別子
+ 内容 : 災害の概略

(from 災害時に蓄積する情報)

防災エキスパート

(from アクター)

一般被害を発見する

(from 機能)

+output

一般被害を報告する

(from 機能)

+input

地整企画部

(from アクター)

1 一般被害を収集する 

4 体制の情報を収集する 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・災害対策運営要領に準

じる。 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・災害対策運営要領に

準じる。 
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ユースケース 

モデル 

（地整が「2」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

入力者

(from アクター)

テレビ・ラジオを視聴する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

地整企画部

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

テレビ・ラジオの情報を記録する

(from 機能)

+input

地整道路部

(from アクター)

観測機器

+ 種類 : センサ種別
+ 設置位置 : 地理識別子
+ 観測対象 : 地理識別子

(from 平常時に蓄積する...)

地震を観測する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

地整河川部

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

地震観測情報を記録する

(from 機能)

+input

地整道路部

(from アクター)

2 テレビ・ラジオの情報を収集する 

3 地震観測情報を収集す

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
震度 4 以上の震度を管内で記録

したときに記録すること。 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 本省 主たる機関

本省は、気象庁及び地震ネットワーク等の観測情報を取得する。地整本局からの第一報（内容、有無）及び TV・ラ

ジオからの災害情報を収集し、被害が甚大であると判断した場合は災害対策本部の設置及び職員の参集命令を行う。

また本省のみでの対応が難しく、全国的な災害対応が必要であると判断した場合は、被害の概要と本省での体制を国

交省幹部、総理官邸、関係省庁へ一斉に報告し、全国的な災害対応の必要性を伝達する。

3．災害の規模を把握する 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、 網かけ：情

報収集 灰：情報伝

達 黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（本省災対室の作業フロー） 
地震観測情報を収集する

(from 機能)

応援体制を決定する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)

実施事項を確認する

(from 機能)

+output

本省に参集する

(from 機能)

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

+input
+output

体制の情報を収集する

(from 機能)

体制を把握する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+input

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能) テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0 ..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

一般被害を収集する

(from 機能)

被害状況を把握する

(from 機能)

+input

一般被害（地整）+output +input

本省の体制をとる

(from 機能)+input

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+input

+output

災害対策室

(from アクター)

1

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
震度 4 以上の震度を管内で記録

した地域の情報を集めたい 

１ 

２ 

３

４
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ユースケース 

モデル 

（本省治水課の作業フロー） 

地震観測情報を収集する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)

実施事項を確認する

(from 機能)

本省に参集する

(from 機能)

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

体制の情報を収集する

(from 機能)

体制を把握する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0 ..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

被害状況を把握する

(from 機能)

本省の体制をとる

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+output
+input

+output
+input

+output

+output

+input

+input

+output

+output
+input

治水課

(from アクター)

３ 

4

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
震度 4 以上の震度を管内で記録

した地域の情報を集めたい 

 
２ 

４ 

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
注意体制以上の体制をとった事

務所及び地整の体制を収集したい 
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ユースケース 

モデル 

（本省道路防災対策室

の作業フロー） 

地震観測情報を収集する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

体制に応じた実施作業

+ 班・係名
+ 作業概要[1..*]

(from 体制)

実施事項を確認する

(from 機能)

本省に参集する

(from 機能)

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

体制の情報を収集する

(from 機能)

体制を把握する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報を収集する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

被害状況を把握する

(from 機能)

本省の体制をとる

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+output
+input

+output
+ input

+output

+output

+input

+input

+output

+output
+input

道路防災対策室

(from アクター)

 

2 

3 

4

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
震度 4 以上の震度を管内で記録

した地域の情報を集めたい 

 

４

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
注意体制以上の体制をとった事

務所及び地整の体制を収集したい 
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体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

災対室に報告する

(from 機能)
災害対策室

(from アクター)

+input

地整企画部

(from アクター)

地整の体制をとる

(from 機能)

+output

道路防対に報告する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

道路防災対策室

(from アクター)+input
地整道路部

(from アクター)

地整の体制をとる

(from 機能)

+output

治水課

(from アクター)

治水課に報告する

(from 機能)

体制

+ 体制種類
+ 組織名
+ 発令期間
+ 設置・廃止の根拠

(from 体制)

+input地整河川部

(from アクター)

地整の体制をとる

(from 機能)

+output

ユースケース 

モデル 

（本省が「3」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

4 体制の情報を収集する 

災対室に報告する

(from 機能)
災害対策室

(from アクター)

一般被害（地整）

+input

地整企画部

(from アクター)

一般被害を集約する

(from 機能)

+output

1 一般被害を収集する 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則 運用ルール 

・発災後 30 分以内に

報告する 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

条件 
・地整管内の情報を

収集する 
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観測機器

+ 種類 : センサ種別
+ 設置位置 : 地理識別子
+ 観測対象 : 地理識別子

(from 平常時に蓄積する...)

地震を観測する

(from 機能)

地震

+ 地震名称
+ 震度
+ 震源地
+ 地震規模
+ 発災日時
+ 震源の深さ
+ 津波発生可能性

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

地震観測情報を記録する

(from 機能)

+input

災害対策室

(from アクター)

治水課

(from アクター)

道路防災対策室

(from アクター)

入力者

(from アクター)

テレビ・ラジオを視聴する

(from 機能)

テレビ・ラジオの情報

+ 放送日時 : TM_Instant
+ 放送局 : CharacterString
+ 放送内容 : 災害の概要
+ 施設名[0..*] : 地理識別子

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

災害対策室

(from アクター)

治水課

(from アクター)

テレビ・ラジオの情報を記録する

(from 機能)

+input

道路防災対策室

(from アクター)

ユースケース 

モデル 

（本省が「3」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

2 テレビ・ラジオの情報を収集する 

3 地震観測情報を収集す
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 現場作業員、事務所、地整 主たる機関 

事務所職員は、現場作業員に施設点検を指示する。現場作業員は施設点検を行い、点検結果を事務所に報告する。一時的な

対応方法が必要な場合は対策を実施し、通行規制実施の有無を事務所に連絡し、現地利用者に対して通行規制情報を提供す

る。事務所は地現地施設点検の進捗及び結果、通行規制の有無を地整に報告する。 

5．周辺の災害状況を把握し、災害対応の体制を整える 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

Ｙ

 

ユースケース 

モデル 

（事務所の作業フロー） 

地整道路部

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

点検開始の指示をだす

(from 機能)

点検結果を収集する

(from 機能)

点検単位

+ 点検区間
+ 点検期間種類 = 未着手
+ 点検期間[0,1]
+ 点検情報

(from 災害時に蓄積する情報)

+output
+input

点検結果を報告する

(from 機能)

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

+output +input

施設被害

+ 人的被害有無 : Boolean
+ 交通規制有無[0..1] : Boolean
+ 被害概要 : 災害の概要

(from 災害時に蓄積する情報)

0..*+被害 0..*

対応結果を収集する

(from 機能)

+output

対応結果を報告する

(from 機能)

+input

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output
+input

事務所

(from アクター)

5 

6 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
・情報量が多い場合にはて

被害が有るものを優先する。 

運用ルール案 
・事務所管内での確認

を得てから報告する。 

条件

+ 適用範囲
+ 条件

５ 

条件 
・事務所管内のみ 

６ 
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ユースケース 

モデル 

（事務所が「5」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

現場作業員

(from アクター)

事務所

(from アクター)

点検する

(from 機能)

点検単位

+ 点検区間
+ 点検期間種類 = 未着手
+ 点検期間[0,1]
+ 点検情報

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

被害を発見する

(from 機能)

+input

施設被害

+ 人的被害有無 : Boolean
+ 交通規制有無[0..1] : Boolean
+ 被害概要 : 災害の概要

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

交通規制する

(from 機能)

+input

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

0..*+被害 0..*

点検結果を報告する

(from 機能)

+input

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

一般に情報を提供する

(from 機能)

+input

一般利用者

(from アクター)

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・事務所管内での確認を得

てから報告する 
・外部へ情報を提供する場

合にはその内容を記録する 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 地整、事務所、本省 主 た る 機

関 

地整本局は、各事務所からの被害報告及び区間別の点検着手・進捗状況の報告を収集し、各事務所の被害報告及びそれらの

時間的・空間的な分布状況から被害のおおまかな全体像を把握する。また報告があがってこず、状況把握が困難な地域に対して災害

用ヘリの出動を判断する。収集した情報を本省に報告するとともに、必要な下位組織に提供する。 

6．被害のおおまかな全体像（地整管轄内）を把握し、体制を整える 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機能にかかわる情報

（input：入力情報と

して必要、output：

出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（地整企画部の作業フロー） 

災害対策室

(from アクター)

対応結果を収集する

(from 機能)

災対室に報告する

(from 機能)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

点検結果を収集する

(from 機能)

災害ヘリの出動を指示する

(from 機能)

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+output +input
+input

地整企画部

(from アクター)

安否・参集情報を収集する

(from 機能)

応援体制を決定する

(from 機能)

参集者リスト

+ 取りまとめ日時 : TM_Instant
(from 体制)

+output +input

条件

+ 適用範囲
+ 条件

5 

6 

５

条件 
情報が多い場合は、被害

が大きいものを優先する 

６

7７
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地整企画部

(from アクター)

地整企画部に報告する

(from 機能)

施設被害

+ 人的被害有無 : Boolean
+ 交通規制有無[0..1] : Boolean
+ 被害概要 : 災害の概要

(from 災害時に蓄積する情報)

点検結果を収集する

(from 機能)

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

0..*+被害 0..*

+output

対応結果を収集する

(from 機能)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+input
+input

点検結果を集約する

(from 機能)

+input

+output

治水課

(from アクター)

治水課に報告する

(from 機能)

河川事務所

(from アクター)

事務所に提供する

(from 機能)

+input

地整河川部

(from アクター)

ユースケース 

モデル 

（地整河川部の作業フロー） 

5 

6 

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
事務所管内に関係する情

報であった場合 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

５ 

６ 

運用ルール 
重要な情報は優先度を上

げて報告する 
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地整企画部に報告する

(from 機能)

施設被害

+ 人的被害有無 : Boo lean
+ 交通規制有無[0..1] : Boolean
+ 被害概要 : 災害の概要

(from 災害時に蓄積する情報)

点検結果を収集する

(from 機能)

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

0..*+被害 0..*

+output

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

地整企画部

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

対応結果を収集する

(from 機能)

地整各部に報告する

(from 機能)

点検結果を集約する

(from 機能)

+input 点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+input
+output

+input

道路防災対策室

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)

+input

+output

+input+input

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

地整道路部

(from アクター)

ユースケース 

モデル 

（地整道路部の作業フロー） 

5 

6 

 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

５ 

６ 

運用ルール 
重要な情報は優先度を上

げて報告する 
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ユースケース 

モデル 

（地整が「6」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

施設被害

+ 人的被害有無 : Boolean
+ 交通規制有無[0..1] : Boolean
+ 被害概要 : 災害の概要

(from 災害時に蓄積する情報)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

0..*+被害 0..*

地整河川部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

点検結果を報告する

(from 機能)

+input

対応結果を報告する

(from 機能)

+ input

+input

事務所

(from アクター)

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

地整企画部

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

地整各部に報告する

(from 機能)

地整道路部

(from アクター)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

地整河川部

(from アクター)

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

+input
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5、6 事務所が地整各

部に報告する 

5、6 地整各部が情

報を共有する 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
重要な情報は優先度を上

げて報告する 



 

ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 本省 主たる機関 

本省は地整本局からの被害報告や点検着手・進捗状況の報告を受ける。また気象庁及び地震災害ネットワークの観測情報、TV・

ラジオからの災害情報を収集する。収集した情報を基に被害の全体像を把握する。 

7．被害のおおまかな全体像（全国的）を把握し、体制を整える 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（本省：災害対策室、治

水課、道路防災対策室の

作業フロー） 

本省

(from アクター)

対応結果を収集する

(from 機能)

被害状況を把握する

(from 機能)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)+output

+input

災害ヘリの出動を指示する

(from 機能)

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+input

点検結果を収集する

(from 機能)

+output

5

6

 106



 

ユースケース 

モデル 

（本省が「7」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

道路防災対策室

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)

+input
+input

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>> 交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

災害対策室

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

災対室に報告する

(from 機能)

+input +input

河川、道路と
もに報告

道路について
報告

地整河川部

(from アクター)

治水課

(from アクター)河川について
報告

治水課に報告する

(from 機能)

点検集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 点検種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+input

5、6 地整各部が本省に報告する 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
重要な情報は優先度を上

げて報告する 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 事務所、地整 主たる機関 

現場作業員は被災現地にて施設詳細点検を行い、点検結果を事務所に報告する。事務所は現地施設点検の進捗及び結果を

地整に報告する。異常を発見した場合は、応急復旧対応の緊急性の評価し、関係業者へ災害対策指示を行う。次に復旧に必要と

なる人員・資機材を検討し、応援が必要な場合は地整本局への支援要請を行う。また、一時的な対応方法が必要な場合は対策を

実施し、通行規制実施の有無を地整へ報告する。事務所は、現地利用者に対応・情報提供をする。 

9．現地にて施設点検を実施し、報告する 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（事務所の作業フロー） 

事務所

(from アクター)

点検開始の指示をだす

(from 機能)

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

対策を検討する

(from 機能)

地整各部に報告する

(from 機能)

地整河川部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

地整各部に報告する

(from 機能)

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

一般に情報を提供する

(from 機能)

地整道路部

(from アクター)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

0 ..*

1..*

+復旧

0..*

+被害
1..*

+input

+input

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

0..1

+施設被害

+交通規制

0..1

+input
+input

被害結果を収集する

(from 機能)

+output
+output

+input

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・事務所管内での確認を得

てから報告する 
・外部へ情報を提供する場

合にはその内容を記録する 
重大な情報を優先した報

告する 
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ユースケース 

モデル 

（事務所が「9」を行うために

必要な他のアクターのフロー） 

河川事務所

(from アクター)

事務所

(from アクター)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1 ] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

交通規制する

(from 機能)

点検結果を報告する

(from 機能)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

0..1

+施設被害

+交通規制

0..1

+input

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

被害を発見する

(from 機能)

+output

点検単位

+ 点検区間
+ 点検期間種類 = 未着手
+ 点検期間[0,1]
+ 点検情報

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

+input

一般に情報を提供する

(from 機能)

+input

一般利用者

(from アクター)

点検する

(from 機能)

+input

+input

点検結果

+ 被害有無
(from 災害時に蓄積する情報)

+input

0..*+被害 0..*

+output

現地作業

員 

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール 
外部に情報提供する場合

にはその対応を記録する 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 地整、本省 主たる機関 

地整本局は、各事務所から点検進捗、現地被害・対応状況を収集する。また警察・自衛隊・地方公共団体等の対応を収集す

る。また、自治体や公団等関連施設管理者の点検・被害状況、交通規制・輸送ルート情報を収集する。地整本局は、これらの情報

が正確か、情報の量や質が十分ではない地域の被害はどうなっているのか、報告の中で被害が甚大なもの、緊急性の高いものをとりまと

め、本省に報告する。また人員・資機材の配置状況から、各事務所・局の人員・資機材の確保状況を本省に報告する。 

10．局管轄内の災害対応状況を把握する 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（地整企画部の作業フロ

地整企画部

(from アクター)

災害対策室

(from アクター)

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

他機関からの情報を収集する

(from 機能)

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+output

被害結果を収集する

(from 機能)

+output

災対室に報告する

(from 機能)

+input

+input

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output +input

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

+input

+input

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output +input

+input

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
・重大な被害を優先して

報告する 
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ユースケース 

モデル 

（地整河川部の作業フロー） 

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

対応結果を収集する

(from 機能)

事務所に提供する

(from 機能)

被害結果を集約する

(from 機能)

被害集計

+ 河川・路線名 : 地理識別子
+ 被害箇所数 : Integer
+ 交通規制箇所数 : Integer

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

1..* +集計1..*

+output

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

地整企画部

(from アクター)

被害結果を収集する

(from 機能)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

0..*

+被害集計

0..*

+output +input

対策を収集する

(from 機能)

対策を評価する

(from 機能)

事務所に指示をだす

(from 機能)

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

+output
+input

+input

地整河川部

(from アクター)

治水課に報告する

(from 機能)

+input

治水課

(from アクター)

河川事務所

(from アクター)



 

ユースケース 

モデル 

（地整道路部の作業フロ

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

対応結果を収集する

(from 機能)

事務所に提供する

(from 機能)

被害結果を集約する

(from 機能)

被害集計

+ 河川・路線名 : 地理識別子
+ 被害箇所数 : Integer
+ 交通規制箇所数 : Integer

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+  被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

1..* +集計1..*

+output

道路防災対策室

(from アクター)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

+input

地整河川部

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

被害結果を収集する

(from 機能)
地整道路部

(from アクター)

国道事務所

(from アクター)

地整各部に報告する

(from 機能)
+input

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0 ..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

0..*

+被害集計

0..*

+output +input

対策を収集する

(from 機能)

対策を評価する

(from 機能)

事務所に指示をだす

(from 機能)

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

+output
+input

+input

道路防対に報告する

(from 機能)

+input

+input
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ユースケース 

モデル 

（地整が「10」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 
事務所

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

地整各部に報告する

(from 機能)

+input

対策を検討する

(from 機能)

+output
交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

点検する

(from 機能)

+output

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

+input

0..1 +施設被害

+交通規制

0..1

0..*

1..* +復旧

0..*+被害

1..*

+output

対応結果を報告する

(from 機能)

+input

地整道路部

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

被害結果を集約する

(from 機能)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

被害集計

+ 河川・路線名 : 地理識別子
+ 被害箇所数 : Integer
+ 交通規制箇所数 : Integer

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

0..* 施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+集計

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input +output

被害結果を収集する

(from 機能)

+output

地整道路部

(from アクター)
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ユースケース 

モデル 

（地整が「10」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

被害結果を収集する

(from 機能)
地整道路部

(from アクター)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

地整企画部

(from アクター)

地整各部に報告する

(from 機能)

+input

地整河川部

(from アクター)
警察庁

(from アクター)

消防庁

(from アクター)

地方公共団体

(from アクター)

被害結果を収集する

(from 機能)

被害
(from 災害時に蓄積する情報)

+output

地整企画部

(from アクター)

地整企画部に報告する

(from 機能)

+input

地整道路部

(from アクター)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

対応結果を報告する

(from 機能)

+input

地方公共団体

(from アクター)

道路公団

(from アクター)

対応結果を収集する

(from 機能)

+output

地方公共団体

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

被害結果を収集する

(from 機能)

地整各部に報告する

(from 機能)

+ input+output
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 本省（災害対策室、治水課、道路

防災対策室） 

主たる機関 

本省各課室は、地整から集約された被害状況から、災害規模の全体像を把握するとともに交通規制情報を収集し、被災地支援の

ための準備を整える。また関係省庁に情報を提供する。 

11．各被災地域（地整本局）の災害対応状況を把握する 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（本省の作業フロー） 

本省

(from アクター)

被害状況を把握する

(from 機能)

被害結果を収集する

(from 機能)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+output

関係省庁に情報を提供する

(from 機能)

+input

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>+output

+input

+input

 115



 

ユースケース 

モデル 

（本省が「11」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

治水課

(from アクター)

治水課に報告する

(from 機能)

被害集計

+ 河川・路線名 : 地理識別子
+ 被害箇所数 : Integer
+ 交通規制箇所数 : Integer

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

地整河川部

(from アクター)

被害結果を集約する

(from 機能)

+output

道路防災対策室

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)

被害集計

+ 河川・路線名 : 地理識別子
+ 被害箇所数 : Integer
+ 交通規制箇所数 : Integer

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

被害結果を集約する

(from 機能)

+output

災害対策室

(from アクター)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+input+output

災対室に報告する

(from 機能)
地整企画部

(from アクター)

被害集計

+ 河川・路線名 : 地理識別子
+ 被害箇所数 : Integer
+ 交通規制箇所数 : Integer

(from 災害時に蓄積する情報)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

被害結果を収集する

(from 機能)

+input
+output

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

+input
+output

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・重大な情報

を優先して報告

する 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 事務所 主たる機関 

事務所は地整から指示のあった応急復旧計画の修正をもとに応急復旧作業を実施する。2 次災害発生の恐れや人的被害発生の

恐れがある被害などが報告された場合には適宜優先順位を定め、地整との協議の上その対応を決定、実施する。 

12．現地にて災害救助・応援復旧活動を行う 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（事務所の作業フロー） 地整河川部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

事務所

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

人員・資機材を要請する

(from 機能)

地整道路部

(from アクター)

不足する資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 数量
+ 出動事務所[0,1]

(from 伝達情報)

伝達情報

+ 発信元
+ 受信先
+ 発信日時
+ 受信日時
+ 種類 : 伝達情報種類
+ 内容

(from 伝達情報)

1..* 0..*

+伝達

1..*

+資機材

0..*

伝達内容詳細

+output

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

0..*

0,1

+指示
0..*

+計画
0,1

対策する

(from 機能)

+input

対策結果を報告する

(from 機能)

応急復旧

+ 作業期間 : TM_Period
+ 状態 : 応急復旧状況 = 予定
+ 実施内容[0..1] : 復旧概要

(from 災害時に蓄積する情報)

1 1..*

+計画

1

+実施

1..*

+output +input
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ユースケース 

モデル 

（事務所が「12」を行うために

必要な他のアクターのフロー） 

対策を評価する

(from 機能)

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

河川事務所

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

対策を収集する

(from 機能)

+output

事務所に指示をだす

(from 機能)

+input

国道事務所

(from アクター)

事務所

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

支援内容を伝達する

(from 機能)

伝達情報
発信元
受信先
発信日時
受信日時
種類 : 伝達情報種類
内容

0..1

0..*

+親
0..1

+子0..*

資機材
名称
規格
単位
保有量
オペレータ人員数

+input

人員・資機材を支援する

(from 機能)

+output

不足する資機材

名称
規格
単位
数量
出動事務所[0 ,1]

1..*

0..*

+伝達 1..*

+資機材 0..*

伝達内容詳細

+input
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 地整（企画部、河川部、道路部） 主たる機関 

地整河川部及び道路部は事務所から報告された応急復旧状況をまとめる。また、資機材支援要請を、被害の程度等を考慮して

優先順位をつけ、企画部に報告する。企画部は各部からの報告を元に協力業者や被災地外事務所等に指示を出す。その結果は本

省の各課室に報告する。 

13．災害対応体制を構築し、現地対策を指導・支援する 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に網かけ：情報

収集 灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機能にかかわる情報

（input：入力情報と

して必要、output：

出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（地整企画部の作業フロー） 

不足する資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 数量
+ 出動事務所[0,1]

(from 伝達情報)

対策結果を収集する

(from 機能)

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

対策結果を集約する

(from 機能)
災害対策室

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

地整

(from アクター)

事務所

(from アクター)

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

+output

人員・資機材を要請する

(from 機能)

+input
資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+output

災対室に報告する

(from 機能)

+input

応急復旧進捗
+output

+input

+output
+input

 119



 

ユースケース 

モデル 

（地整河川部の作業フロー） 

治水課

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

対策結果を収集する

(from 機能)

地整企画部に報告する

(from 機能)

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

対策結果を集約する

(from 機能)

応急復旧進捗
+output

+input

+input

地整企画部

(from アクター)

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

応急復旧

+ 作業期間 : TM_Period
+ 状態 : 応急復旧状況 = 予定
+ 実施内容[0..1] : 復旧概要

(from 災害時に蓄積する情報)

+output +input

+被害

不足する資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 数量
+ 出動事務所[0,1]

(from 伝達情報)

+output

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

対策を評価する

(from 機能)

+input
+input

地整企画部に要請する

(from 機能)

治水課に報告する

(from 機能)

+input

資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+output +input+input
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ユースケース 

モデル 

（地整道路部の作業フロー） 

対策結果を収集する

(from 機能)

地整企画部に報告する

(from 機能)

対策結果を集約する

(from 機能)

応急復旧進捗
+output

+input

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

応急復旧

+ 作業期間 : TM_Period
+ 状態 : 応急復旧状況 = 予定
+ 実施内容[0..1] : 復旧概要

(from 災害時に蓄積する情報)

+output +input

不足する資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 数量
+ 出動事務所[0,1]

(from 伝達情報)

+output

対策を評価する

(from 機能)

+input

地整企画部に要請する

(from 機能)

資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+output +input

道路防災対策室

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)
+input

+input

地整の被害状況を把握する

(from 機能)

+input

地整道路部

(from アクター)

施設被害詳細

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 施設名 : 地理識別子
+ 被害規模 : 規模
+ 被害詳細 : CharacterString

(from 災害時に蓄積する情報)

+被害

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1 ] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

地整企画部

(from アクター)
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ユースケース 

モデル 

（地整が「13」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

地整河川部

(from アクター)

地整道路部

(from アクター)

事務所

(from アクター)

地整河川部

(from アクター)

人員・資機材を要請する

(from 機能)

地整道路部

(from アクター)

不足する資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 数量
+ 出動事務所[0,1]

(from 伝達情報)

伝達情報

+ 発信元
+ 受信先
+ 発信日時
+ 受信日時
+ 種類 : 伝達情報種類
+ 内容

(from 伝達情報)

1..* 0..*

+伝達

1..*

+資機材

0..*

伝達内容詳細

+output

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)

0..*

0,1

+指示
0..*

+計画
0,1

対策する

(from 機能)

+input

対策結果を報告する

(from 機能)

応急復旧

+ 作業期間 : TM_Period
+ 状態 : 応急復旧状況 = 予定
+ 実施内容[0..1] : 復旧概要

(from 災害時に蓄積する情報)

1 1..*

+計画

1

+実施

1..*

+output +input
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 本省 主たる機関 

本省各課室は地整からの報告を受け、被災地域に対して国土交通省として実施すべき支援事項を決定する。関係省庁と協

議し、長期的な復興支援に備え、専門家及び調査団の派遣を指示する。 

14．各局の報告を受け、被災地域へのバックアップを図る 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、 灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（本省の作業フロー） 

本省

(from アクター)

対策を収集する

(from 機能)

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)
資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+output

被害状況を把握する

(from 機能)

+input

視察団・調査団
の派遣

対策を検討する

(from 機能)

+output

応急復旧進捗

+output
+input+niput
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ユースケース 

モデル 

（本省が「14」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

応急復旧

+ 作業期間 : TM_Period
+ 状態 : 応急復旧状況 = 予定
+ 実施内容[0..1] : 復旧概要

(from 災害時に蓄積する情報)

道路防災対策室

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)

地整道路部

(from アクター)

対策結果を収集する

(from 機能)

+output地整河川部

(from アクター)
治水課

(from アクター)

対策結果を集約する

(from 機能)

+input 治水課に報告する

(from 機能)

応急復旧進捗
+output

+input

+input

不足する資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 数量
+ 出動事務所[0,1]

(from 伝達情報)

地整道路部

(from アクター)

応急復旧計画

+ 開始位置 : 地理識別子
+ 終了位置[0..1] : 地理識別子
+ 作業期間 : TM_Period
+ 工法 : 復旧概要
+ 施設名 : 地理識別子
+ 応急復旧費 : Integer
+ 計画内容 : 復旧概要
+ 情報の確認 : 登録状況 = 未確認

(from 災害時に蓄積する情報)
地整河川部

(from アクター)

道路防災対策室

(from アクター)

道路防対に報告する

(from 機能)

治水課

(from アクター)資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+input 治水課に報告する

(from 機能)
+input

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

+output

対策を評価する

(from 機能)

+input
+input
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ユースケース 

モデル 

（本省が「14」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

対策結果を収集する

(from 機能)

対策結果を集約する

(from 機能)
災害対策室

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

応急復旧進捗

+output

災対室に報告する

(from 機能)

+input

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+input

+output

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

条件

+ 適用範囲
+ 条件

条件 
情報が多い場合には重要

度の高いものを優先する 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 事務所、地整 主たる機関 

被災地外の地整・事務所は、災害の規模を把握し、必要な人員・資機材を準備し体制を整え被災地の支援に向かう。支援に向か

う際には被災地だけではなく周辺の地整・事務所へその内容を伝達する。 

16．被災地外の局・事務所が支援を実施する 

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、濃灰：情報

伝達、 黒：情報加

工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

 

ユースケース 

モデル 

（地整・事務所の作業フロー） 
地整

(from アクター)

事務所

(from アクター)

人員・資機材を支援する

(from 機能)

資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+input

地整

(from アクター)

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

+output

支援内容を伝達する

(from 機能)

+input

本省

(from アクター)

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・支援要請に対する着信

確認は所長が行う。 

 

ユースケース 

モデル 

（地整・事務所が「16」を行う

ために必要な他のアクターのフロ

ー） 

人員・資機材を要請する

(from 機能)

地整企画部

(from アクター)

資機材

+ 名称
+ 規格
+ 単位
+ 保有量
+ オペレータ人員数

(from 平常時に蓄積する情報)

+output

資機材・人員要請を収集する

(from 機能)

+output

地整

(from アクター)

事務所

(from アクター)

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・要請された内容を記録

すること。 
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ユースケース 

シナリオ 

ユースケース 事務所、地整、本省 主たる機関 

事務所は、管内の被害状況及び交通規制の情報をマスコミに公開する。地整企画部は河川部や道路部が収集した事務所の情報を元に

地整管内の被害状況・交通規制情報をマスコミに公開する。本省は地整から収集した情報をマスコミに公開する。地整企画部、本省は適宜

HP で情報を公開する。また一般からの問合せに対し、適宜対応をする。 

17．政府・本省・局・事務所が必要に応じ、マスコミ・住民への情報提

供を行う

地整

(from アクター)

行為者（観

測機器など、

人ではない場

合もある） 

行為者の機能 

（特に、網かけ：情報

収集、灰：情報伝

達、黒：情報加工） 

機 能 に か か わ る

情報（input：入力情

報 と し て 必 要 、

output：出力結果） 

ユースケース 

モデル 

（全機関の作業フロー） 

事務所

(from アクター)

地整企画部

(from アクター)

災害対策室

(from アクター)

報道内容を把握する

(from 機能)

記者発表資料を作成する

(from 機能)

記者発表資料

+ 発表日時 : TM_Instant
(from 災害時に蓄積する情報)

+output +input

HPに公開する

(from 機能)

交通規制

+ 規制開始区間 : 地理識別子
+ 規制終了区間[0,1] : 地理識別子
+ 規制期間 : TM_Period
+ 規制内容 : 規制内容
+ 位置図[0,1] : PDF

(from 災害時に蓄積する情報)

+input

電話に対応する

(from 機能)

+input

施設被害集計結果

+ 集計時刻 : TM_Instant
+ 被害種類 : 管理

(from 災害時に蓄積する情報)

<<Data>>

0..* +被害0..*

+input

+input

運用ルール

+ 適用範囲
+ 規則

運用ルール案 
・外部に対する情報提供

を行った場合はその結果を

記録すること。 

ユースケース 

モデル 

（全機関が「17」を行うために必

要な他のアクターのフロー） 

「１」から「１６」の全てのモデルによる情報収集が必要 
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８．災害情報共有プラットフォームの機能 

災害対応時の役割、必要となる情報の整理結果をベースとし、既往災害等における現状

の課題を踏まえ災害情報共有プラットフォーム（以下、PF）がもつべき機能を情報の「収

集」「分析」「管理」「伝達」の切り口から抽出する。 
 

８．１ 既往災害に見る災害時の情報収集・共有等における課題 

 

 既往災害における文献調査及びヒアリング等により明らかになった災害対応時における情

報共有の課題を以下に示す。 
（１）情報の収集 

① 視覚等による状況把握が困難 
1) 本省各局からの収集指示（特に現地画像）が殺到する。 【三陸南地震】 

② 所管外施設の被災状況等幅広く情報を把握すべきだが取得が困難 
1) 河川管理者も点検や応急復旧計画などで道路の被害や交通規制の情報が必要だ

が、収集が困難である。【新潟県中越地震】【中部地整ヒアリング】 
2) 物理的に離れた場所にある場合に（地整が事務所にある情報がみたい場合、また

は同一庁舎でも別の部屋にある情報など）すぐに手に入れることができない。【中

部地整ヒアリング】 
3) 意思決定者は五月雨的に届く情報を受け取るだけでなく、自ら検索（能動的に被

災地の情報取得・確認する）して情報を取得できる必要がある【委員意見】 
③ 平常時データの利活用が困難 

1) 平常時の施設管理で蓄積するデータを災害対応時にも活用（施設台帳図面等）。

迅速に探し出せ簡易に利用できる状況にない。【中部地整ヒアリング】 
（２）情報の分析・加工 

① 情報の劣化・情報の加工が困難 
1) ファクスでは白黒写真なので被災状況を把握するのに限界がある。字が潰れてい

る場合もある【新潟県中越地震】 
2) 「ホワイトボードに時系列で書かれた情報を事務所ごとにまとめる」、「管内図に

記入された情報を時系列で分類する」「文書に集約された被害情報では被害分布

がわからない」など、一度取りまとめられた情報を別の視点で情報を見ることが

できない。【震後対応作業の分析結果】 

② 重複作業の発生 
1) 縮尺の異なる複数の地図に被害箇所を表示しなければならないという重複する

作業。【震後対応作業の分析結果】 
2) 本省へは事務所からの情報を一度局で打ち直し集計して提出していた。どの時点

で締め切るか、が難しかった。最新の情報を反映しようとすると提出が遅れる。

【三陸南地震】 
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（３）情報の管理 

① 情報の時系列管理、位置管理ができていない 
1) 時系列での情報管理が紙ベースでは困難になり、他機関へ最新でない情報や誤報

が提供され、迂回路設定作業に影響を与えた【鳥取県西部地震】 
2) 対応が長期化するほど状況を時系列で管理したい（指示に対する対応状況を確認

した等）【新潟県中越地震】 
3) 土地カンがない場合、被害箇所の位置を相手に伝えることが非常に困難だった

【鳥取県西部地震】 
② 大量の情報処理が困難 

1) 大量に送られてきたファクスの確認、整理は大変で、目を通す余裕がないことも

あった【新潟県中越地震】 
2) 大量の FAX 資料は前報との相違点を見つけにくい【三陸南地震】 
3) ホワイドボード上での情報集約は、度重なる見え消し、時々刻々増加する記入事

項で乱雑に。【震後対応作業の分析結果】 
4) 地図に付箋を付けて被災箇所の情報を記入したが、十分な更新ができなかった

【新潟県中越地震】 
5) 被災位置の精度が高くないため、被災箇所数が多くなるにつれ、確認しづらくな

り、地図上で、隣接する被災箇所との区別が困難になった例も【新潟県中越地震】 
6) データの有無が確認できる（被害がないのか、未確認なのか等の区別ができる）

必要がある。【委員意見】 

 
（４）情報の伝達 

① 伝達の確認等により発生する回線輻輳のスパイラル 
1) 事務所から本局への電話・FAX が繋がりにくく、FAX 発信・着信確認を何度も

トライすることは職員の作業負荷増長の一因となった【三陸南地震】 
2) 着信確認は手間がかかり十分にできなかった【新潟県中越地震】 
3) 県とのやりとりでは、回線がつながりにくくファクスが不達になってしまった。

【新潟県中越地震】 
② 複数の伝達先が存在することによる作業時間・負荷、及び人為ミスの増加 

1) 地震が原因で一般家庭の灯油ホームタンクの倒壊（水質事故）が発生。水質事故

対応の連絡網での連絡（30 機関に一斉 FAX）を実施。その間、出張所からの被

害報告 FAX 受信が一時不可能に【三陸南地震】 
2) FAX による伝達は時間ロスがある。通信速度も遅い。集中する【十勝沖地震】 
3) 同じような内容の問い合わせが複数のルートからある【新潟県中越地震】 
4) 異なるシステムへの二重入力【三陸南地震】 
5) 情報伝達先が多く提供のし忘れが生じた【鳥取県西部地震】 
6) ある時点の出張所の報告に事務所で追記して局へ報告した。次の時点で出張所が

前の時点の様式に情報を追加して事務所に報告しそれを局に転送した。ある時点
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で事務所で追記した事項は欠落して次の時点で局へ情報が行ったため混乱した。

【三陸南地震】 
7) 本来同一であるべき記者発表内容が異なる部署間で相違 

③ 管理区分のみで確立されている伝達経路 
1) 河川管理者にも道路の問い合わせ。直轄・県管理の別なく問い合わせへの回答が

必要。但し、現状ではここまで広い範囲で情報を共有できていない。 
以上の課題を整理した結果を表８－１に示す。 
 

表８－１ 災害情報伝達に関する現状の課題 
情報の収集

①視覚等による状況把握が困難
②所管外施設の被災状況等幅広く情報を把握すべきだが取得が困難 

河川管理者も道路被害や交通規制の情報が必要だが、収集が困難
③平常時データの利活用が困難 

平常時の施設管理で蓄積する施設台帳図面等を災害対応時にも活用。
迅速に探し出せ簡易に利用できる状況にない。

情報の分析と加工
④情報が劣化し分析が困難 

ファクスでは白黒写真なので被災状況を把握するのに限界。字が潰れている場合も.
⑤情報の加工のための重複作業の発生 

事務所からの情報を一度局で打ち直し集計して提出していた。
情報の管理

⑥情報の時系列管理、位置管理ができていない 
時系列での情報管理が紙ベースでは困難。他機関へ最新でない情報や誤報が提供された。

⑦大量の情報処理が困難 
大量のFAX資料は前報との相違点を見つけにくい
ホワイドボード上での情報集約は、度重なる見え消し、時々刻々増加する記入事項で乱雑に。
地図上で、隣接する被災箇所との区別が困難になった例も。

情報の伝達
⑧伝達の確認等により発生する回線輻輳のスパイラル 

電話・FAXが繋がりにくく、FAX発信・着信確認を何度もトライすることは職員の作業負荷を増長。
県とのやりとりでは、回線がつながりにくくファクスが不達になってしまった。

⑨複数の伝達先が存在することによる作業時間・負荷、及び人為ミスの増加 
情報伝達先が多く提供のし忘れが生じた

⑩管理区分のみで確立されている伝達経路 
河川管理者にも道路の問い合わせ。また、直轄・県管理の別なく問い合わせへの回答が必要。但し、現状ではここまで広い範囲
で情報を共有できていない。
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８．２ 災害対応上の課題解決に向けたシステム機能 

８．１に示す課題に対する災害情報共有システムによる解決の方向性を以下のように整理

した。 
１）情報の収集に関する課題の解決 

災害対応に使用する情報を様々なシステムから集めてくることができるようにする。 
２）情報の分析・加工に関する課題の解決 
一つの情報を役割に応じた様々な情報の見方ができるようにする。また、必要な情報を

選んで見ることができるようにする 
３）情報の管理に関する課題の解決 

時空間での情報管理ができるようにする。また、報告された情報の分類を簡易化する。 
４）情報の伝達に関する課題の解決 
一つの情報を複数（組織間、部門間）で同時に閲覧できるようにする。また、一回の伝

達作業で多くの伝達先への報告ができるようにする。 
 

 以上の解決の方向性をふまえ、災害情報共有システムの機能を整理した結果を図８－１に

示す。 

災害情報共有システムの機能 

②カメラ画像閲覧などニーズの高いシステムと連携し、PF からその機能を使
えるようにする 
ex.地図上のカメラアイコンをクリックすると、そのカメラ画像が表示され、現地の状況を確認できる。 

 

③「地図」「掲示板」を基本機能として、役割を果たす上で必要となる情報の切
り口に応じて閲覧 
ex.掲示板に被害情報の集計結果を掲載するカテゴリを設ける。 

④報告内容に含まれる「時間」「位置」を PF で管理する。 
ex.FAX で送られる報告内容から時間や位置に関する情報を読み取り、PF に蓄積する。 

⑤Web 方式を採用し、ブラウザで複数が同時に閲覧可能とする。 
ex.事務所から報告された内容が PF に登録されると同時に地整や本省の各部署で情報の閲覧が可能と

なる。 

①平常時システムとの連携により必要な情報を PF から検索し引用できる 
ex.被害情報と当該施設の図面や諸元情報を、位置や施設名をキーとして連携させることにより、欲しい

情報を迅速に取得する。 

[解決の方向性] 
・収集 
１．災害対応に使用する情報

を様々なシステムから集め
てくることができるようにす
る。 

・分析・加工 
２．一つの情報を役割に応じた

様々な情報の見方ができる
ようにする 

３．必要な情報を選んで見るこ
とができるようにする 

・管理 
４．時空間での情報管理がで

きるようにする 
５．報告された情報の分類を簡

易化する 
・伝達 
６．一つの情報を複数（組織

間、部門間）で同時に閲覧
できるようにする 

７．一回の伝達作業で多くの伝
達先への報告ができるよう
にする 

 

図８－１ 災害情報共有システムの機能 
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８．３ 機能を実現するための基本要件 

 ８．２に示す機能の実現にあたり、PF の構築に当たっての基本要件を以下に示す。 
 

（１）システム構築に当たっての留意点 

 これまでのシステム開発では，個別業務の課題を解決することを目的とするものが多く，

結果として同じような機能やデータを有するシステムが乱立した。 
 

情報

事務所○○班

データC

データB

データA

データC

データB

データA

データD

データC

データA

データD

データC

データA

データD

データA

データ･･･

データD

データA

データ･･･

同じような機能をもつア
プリケーションが乱立
⇒利用者インタフェー
スの複雑化、二重入力
等の発生

機能

○システム
××

システム
・・・

システム

機能A
機能B
機能C

機能A
機能B
機能C

機能A
機能C
機能D

機能A
機能C
機能D

機能D
機能･･･
機能C

機能D
機能･･･
機能C 既存システムを

利用したい
⇒I/Fが不明な
ため利用できな
い

同じようなデータベースが乱立
⇒データ更新・管理の複雑化

既存データベースを利用したい
⇒データ仕様が不明なため利用できない

地整△△班
新しいシステム既存システム

情報

事務所○○班

データC

データB

データA

データC

データB

データA

データD

データC

データA

データD

データC

データA

データD

データA

データ･･･

データD

データA

データ･･･

同じような機能をもつア
プリケーションが乱立
⇒利用者インタフェー
スの複雑化、二重入力
等の発生

機能

○システム
××

システム
・・・

システム

機能A
機能B
機能C

機能A
機能B
機能C

機能A
機能C
機能D

機能A
機能C
機能D

機能D
機能･･･
機能C

機能D
機能･･･
機能C 既存システムを

利用したい
⇒I/Fが不明な
ため利用できな
い

同じようなデータベースが乱立
⇒データ更新・管理の複雑化

既存データベースを利用したい
⇒データ仕様が不明なため利用できない

地整△△班
新しいシステム既存システム

 

図８－２ これまでのシステム開発 

 

 そこで，第７章の業務モデルを踏まえ、災害対応業務全体を大きな一つのシステムと捉え

ることにより，将来的には図８－３のような枠組みで情報や機能を共通に利用することを目

指す。 

情報

機能

データCデータB データA データD データ･･･

機能A 機能B 機能D 機能･･･機能C

事務所○○班 事務所○○班 地整△△班

災害情報共有プラットホーム

既にある機能
や情報は再利
用する。

新しいシステム

ないもののみ
新たに作る。

 
図８－３ これからのシステム開発 
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本研究においては図８－３のような将来的な枠組みを視野に入れ，災害情報共有プラット

フォームを「災害対応時に，国土交通省の職員（事務所，地方整備局，本省）がそれぞれの

役割に必要な情報を見るための情報の基盤」として定義し，各役割を果たす際に，機能を使

って必要な情報加工し見ることを実現することを目的とする（図８－４）。 
 

事務所 国土交通省 地方整備局

 
図８－４ 災害情報共有プラットフォームの仕組み 

 
図８－１における「①平常時システムとの連携により必要な情報を災害情報共有システム

か

２）システム連携サービス構成 

して、以下のように整理した。 

基本コンセプト 
的な共有・流通を行うために、各種災害情報のデータを連携先シス

の役割とするが、本システムか

には災害情報のデータ実体は保持しない。ただし、業務アプリケーシ

 

ら検索し引用できる」、「カメラ画像閲覧などニーズの高いシステムと連携しＰＦからその

機能を使えるようにする」はシステム連携サービス構成で、「③「地図」「掲示板」を基本機

能として、役割を果たす上で必要となる情報の切り口に応じて閲覧」、「④報告内容に含まれ

る「時間」「位置」をＰＦで管理する」、「⑤Ｗｅｂ方式を採用し、ブラウザで複数が同時に閲

覧可能とする」については、システム構成、アプリケーション機能構成にて記載する機能で

実現している。 
 

（

 システム連携のためのサービスと

 

①

・災害情報の効率

テムから連携インターフェースを介して取得する。 
・データの新規登録・更新を担うのは連携先システム

らデータの登録・更新を行う場合は、連携インターフェースを介してデータの登録・

更新を行う。 
・本システム上

ョンとしてのカスタマイズに関してはこの限りではない。また、応答速度確保のため

にキャッシュなどを保持することを妨げるものではない。 

災害情報共有プラットフォーム 

情報 

各役割に応

じた必要な

情報の見方

を実現する 
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災害情報共有 PF アプリケーション 
（Web/AP サーバ） 

災害情報共有 PF クライアント 
（WWW ブラウザ） 

AP 用管理 DB 

表示要求 
(HTTP/POST・GET) 

応答 
(HTTP) 

参照・更新

連携先システム A 

災害情報データ A 

連携 I/F
表示/更新要求
(HTTP/SOAP) 

応答
(HTTP/SOAP) 

 

図８－５ 災害情報データ取得・更新の基本概念 

連携先システム B 

災害情報データ B 

連携 I/F

連携 I/F

標準 I/F（SOAP）により各
種災害情報のデータ取
得（地物リスト取得）、デ
ータ登録・更新をおこな
う。 

連携先システム… 
AP で取り扱うレイヤや地物・災害
情報の項目の定義や管理。 
ユーザの管理。 
データ間の関連、着信確認情
報、対応状況の管理。 
添付ファイル情報の管理。 

災害情報データ…
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  ②個別サービスのシーケンス例 
１） 災害情報データ取得 
 災害情報データ取得のシーケンスを図８－６の通りとする。 

共有 PF サーバ 
（Web/AP サーバ） 

連携先システム 共有 PF クライアント 
（表示クライアント） 表示要求 

（HTTP/POST・GET) 
リクエスト受付 

条件解析 

応答 

データ取得リクエスト

（HTTP/SOAP) 
GetFeature関数

連
携

I/F

 

図８－６ 災害情報データ取得シーケンス例 

 

   ２）災害情報データ更新 
 災害情報データ更新のシーケンスを図８－７の通りとする。 

 

 

図８－７ 災害情報データ更新シーケンス例 

共有 PF サーバ 
（Web/AP サーバ） 

連携先システム 共有 PF クライアント 
（表示クライアント） 表示要求 

（HTTP/POST・GET)
リクエスト受付 

更新条件解析 

応答 

データ更新リクエスト 
（HTTP/SOAP) 
Transaction関数

連
携

I/Fリクエスト受付 

リクエスト内容解析 

データ更新リクエスト 

属性データベースデータ更新 

幾何形状データベースデータ更新 

処理結果受信 
処理結果応答 
(HTTP/SOAP) 

ページ生成・応答 

更新結果 
（HTTP/HTML) 

リクエスト受付 

表示条件取得 

データ取得リクエスト 

属性データベース検索・データ取得 

幾何形状データベース検索・データ取得 

データ受信 
データ取得結果 
(HTTP/SOAP) 

ページ生成・応答 

表示結果 
（HTTP/HTML) 

JSGI/XML 生成 
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   ３）災害情報データ概要取得サービス 
     災害情報データ概要取得サービスのシーケンスは図 8－8 の通りである。 
 

共有 PF サーバ 
（Web/AP サーバ） 

連携先システム 表示クライアント 
表示要求 
（HTTP/POST) 

リクエスト受付 

条件解析 

応答 

データ取得リクエスト 
（HTTP/SOAP) 
GetSummary関数

連
携

I/F 

 
図８－８ 災害情報データ概要取得サービスシーケンス例 

 

リクエスト受付 

表示条件解析・取得 

データ取得リクエスト 

属性データベース検索・データ取得 

データ受信 

データ取得結果 
(HTTP/SOAP) 

ページ生成・応答 

表示結果 
（HTTP/HTML) 
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   ４）位置参照サービス 
 地先名や距離標などの間接位置参照情報から、経緯度情報などを取得し、地図表

示やデータ入力補助に活用するために、リアルタイム総プロの成果の一つとして構

築された間接位置参照サービスを採用する。 
 詳細は間接位置参照サービスの成果を参照されたい。 

 

  ③連携システム例 
表８－２ 想定する連携システム 

データ種別 概要 
（道路）雨量 
（道路）凍結 
（道路）積雪 
（道路）冠水 

道路気象観測関係の観測所の位置と観測値情報。 

体制 災害対応時の本部・支部の体制現況。 
（国道/県道）規制 直轄国道の交通規制情報。 
CCTV メタデータ CCTV カメラの位置と諸元情報、画像の URL 情報。 
交通規制情報（県） 
交通規制情報（他機

関） 

県やその他機関管理の交通規制情報。 

（河川）雨量 
河川水位 

河川関係の水位・雨量観測所の位置と観測値情報。 

注意報・警報 気象注意報や警報。 
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（３）システム構成 

 災害情報共有プラットフォームの構成例を図８－９に示す。（同等の機能が満足されればよ

く、必ずこのような機能ブロック配置を求めるものではない） 

FAX-OCR（オプション） 

FAX（事 

所/出張所） 

災害情報共有プラットフォーム 

位置参照 DB サーバ

一般利用 
クライアント 

連携システム群 

連携システム 
DB

Web/AP サーバ 

GIS サーバ 

DB サーバ 

電子国土地図サーバ
位置参照サーバ 

要求・応答 

参照・更新 要求・応答 

要求・応答 

参照

要求・応答 

FAX-OCR サーバ 

FAX-OCR クライアント 

FAX（事務所/出張所） 

受信 

登録
連

携
I/

F 

連
携

I/
F 

主題データ DB 
位

置
参

照
 

サ
ー

ビ
ス

I/
F InternetExplorer 

電子国土 

 

図８－９ システムの全体構成 

 

① サーバ構成 
サーバ構成は表８－３の通りとする。 

表８－３ サーバ構成 
サーバ（*) 機能・役割 概要

システム設定情報管
理

本システムの動作設定やレイヤ（地物）構成、掲示板カテゴリ構成、参照先サービス構成、
ユーザ情報などを管理・格納する。

災害情報データ管理 本システムで取り扱う災害情報のデータの項目などを格納・管理する。

地図操作用HTML生
成

電子国土Webクライアントと連携して、地図操作に必要になるGUI（HTMLページ）生成と
配信をする。

災害情報データ取得 連携先のシステムから連携I/Fを介して災害情報データ（地物・属性データ）を取得し、本シ
ステムの画面として生成配信する。

地形図配信 電子国土プラグインからの要求に応じて1/25000地形図を中心とした地形図データを配信

背景地図配信 電子国土プラグインからの要求に応じて業務特有の背景地図データを配信する。

主題データ管理 本システムで扱う主題データを管理する。

主題データ配信 Web/APサーバ（クライアント）からの要求に応じて、指定レイヤの地物情報をDBから取得

し、標準I/F（SOAP on HTTP)で返す。

災害情報データ配信
（サービス）

Web/APサーバからの要求に基づき、連携先システムが持つ災害情報データを検索し、災
害情報データを配信する。

災害情報データ登録・
更新（サービス）

Web/APサーバからの要求に基づき、連携先システム（自システム含む）へのデータ登録・
データ更新をおこなう。

主題データ登録・編集 Web/APサーバ（クライアント）からの要求に応じて、指定レイヤに地物情報を登録・編集す

位 置 参 照
サーバ

位置参照（サービス） Web/APサーバ等からの要求に応じて位置参照サービスを提供する。

位 置 参 照

DBサーバ
位置参照DB 間接位置参照データベースを格納する。

電子国土地
図サーバ

GISサーバ

（連携I/F）

DBサーバ

Web/APサー
バ

災 害 情 報 掲 示 板

HTML生成
災害情報掲示板を実現するための各種HTML画面の生成と配信をする。

 
＊サーバや機能の配置は論理的なものであり、物理的な機器や配置をあらわすものではない。 
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② 一般利用クライアント 
災害情報共有プラットフォームを利用するクライアントは、国土交通省 LAN 上に接続

さ

③ ＦＡＸ－ＯＣＲ 
 CR 処理をし、本システムに災害情報データを登録するためのオプシ

 

表８－４ FAX-OCR 機能 

れた既存の PC とし、Web ブラウザにより災害情報共有プラットフォーム Web/AP サー

バへ接続し、災害状況共有プラットフォームが提供する各種機能を利用する。 
 

 
  FAX 帳票から O
ョン構成である。 

サーバ/クライ

アント（*)
機能・役割 概要

FAX-OCR
サーバ

FAX受信・読み取り FAXを受信し定型書式を読み込み、OCRを実行する。

FAX-OCR ク
ライアント

読み取り確認・登録 FAX-OCRサーバで読み取った定型書式を確認し、災害情報データとして登録する。

 
＊サーバや機能の配置は論理的なものであり、物理的な機器や配置をあらわすものでは い。 

④ 連携システム群 
ラットフォームに災害情報データを提供する既存/新規の各種システ

 

⑤ 特記事項 
OS については、本仕様書では規定(強制）しないが、国土地理院位置参照

サ

な

 

 災害情報共有プ

ム。別途定めるシステム連携標準インターフェース仕様（案）を満たしたインターフェ

ースを実装し、災害情報共有プラットフォームはこのインターフェースを介して災害情

報データをリアルタイムに取得する。 

各サーバの

ービスを利用する場合、位置参照サービスは Microsoft SQLServer を利用するため、

位置参照サーバとしては Windows サーバが必要となる。 
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⑥ アーキテクチャ 
１） 共通事項 

システム内部で保持するデータについては、そのデータ表現、表記手法、実装手法

についての制約はない。ただし、外部データを取得するインターフェースは河川標準

インターフェースに規定される GetFeature を利用して取得する。GetFeature を利用して

データを取得した後の、内部データ展開表記手法は任意である。 
 
 
 

 

外部システムデータ

の 
キャッシュデータ 

災害情報共有PFアプリケーション

災害情報共有PFクライアント 

1)データ更新要求 7)応答（JSGI/XML on HTTP） 

図８－１０ システムアーキテクチャーの実装例 

 

GISサーバ 標準 
I/F 

a)主題データ取得要求 

PFで直接入力する 
災害情報データ 

外部 
システムデータ 

DB（Oracle)

b)主題データ応答

2)レイヤの管理情報の検索 
2b)クライアント同期情報の検

索 
3)検索条件の設定 

8)地図データは電子国土プラグインのメモリ内

に保持される。 
（サーバとは自動的には同期されない） 

キャッシュ生成

4)検索 
5)応答 

6)応答データ

生成 

c)キャッシュデータ

AP用管理DB 
着信確認DB 

添付ファイルDB 
対応状況DB 

など 
クライアント 
同期管理DB 

JSGI/XML 
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２）基本アーキテクチャの例 
 

 

Web サーバ

DB サーバ 

共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ DB
（災害情報管理 etc）

AP サーバ 

  
ｻｰﾊﾞｻｲﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ

（業務ﾛｼﾞｯｸ/動的ﾍﾟｰｼﾞ生成） 

HTML ﾍﾟｰｼﾞ
ｸﾗｲｱﾝﾄｻｲﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ(JavaScript)

要求 応答

一般利用クライアント 

Web ブラウザ 

LAN

取得/更新

データ層/サービス層 

ビジネス層 

プレゼンテーション層 

GIS サーバ

主題情報 DB

連携 I/F

連携先システム 

主題情報 DB 

連携 I/F 

取得/更新 取得/更新 

災害情報共有プラットフォーム 

 

図８－１１ 基本アーキテクチャの例 

 
構成例では災害情報共有プラットフォームは Web３階層システムとして計画してい

る。 
・データ層/サービス層 

DB サーバ上に、システム設定情報や共有を保持する。データベースの管理にはリ

レーショナルデータベース管理システム(RDBMS)を用いる。 
GIS サーバ上に主題情報を保持する。AP サーバからは連携インターフェースを介

してデータの取得・更新をおこなう。 
連携先システム上保持される主題情報は、AP サーバから連携インターフェースを

介してデータの取得・更新をおこなう。 
・ビジネス層 

AP サーバ上に、本システムの機能を実現するためのビジネスロジックを実装する。 
・プレゼンテーション層 

Web ブラウザを利用し、HTTP プロトコルで Web/AP サーバと通信する。 
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３）GIS 制御アーキテクチャの例 

災害情報共有プラットフォーム

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
ー
バ

DBサーバ

共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑDB
（レイヤ管理情報etc）

APサーバ

ｻｰﾊﾞｻｲﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ
（業務ﾛｼﾞｯｸ/動的ﾍﾟｰｼﾞ生成）

電子国土サーバ

背景地図データ

操
作
・
制
御

イ
ベ
ン
ト
・取
得

GISサーバ

主題情報DB

主題地図データ
（JSGI形式

XML）

参照

連携I/F

取得/更新

生成

電子国土ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ
（地図表示・操作など）

Webブラウザ

ｸﾗｲｱﾝﾄｻｲﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ
(JavaScript)

（地図操作制御）

Ｌ
Ａ
Ｎ

連携先システム
連携先システム

主題情報DB

連携I/F

取得/更新

要求

応答

取得／更新

災害情報共有プラットフォーム

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
ー
バ

DBサーバ

共有ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑDB
（レイヤ管理情報etc）

APサーバ

ｻｰﾊﾞｻｲﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ
（業務ﾛｼﾞｯｸ/動的ﾍﾟｰｼﾞ生成）

電子国土サーバ

背景地図データ

操
作
・
制
御

イ
ベ
ン
ト
・取
得

GISサーバ

主題情報DB

主題地図データ
（JSGI形式

XML）

参照

連携I/F

取得/更新

生成

電子国土ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ
（地図表示・操作など）

Webブラウザ

ｸﾗｲｱﾝﾄｻｲﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ
(JavaScript)

（地図操作制御）

Ｌ
Ａ
Ｎ

連携先システム
連携先システム

主題情報DB

連携I/F

取得/更新

要求

応答

取得／更新

 

図８－１２ ＧＩＳ制御アーキテクチャの例 

 

・災害情報共有プラットフォームでは GIS 基本エンジンとして国土地理院が公開する「電

子国土 Web システム」を採用する。 
a)電子国土 Web システムは、電子国土サーバ上の背景地図データ（数値地図）と、JSGI

形式（XML)で配信される主題地図データを任意に重ね合わせて表示可能な、Web
ブラウザのプラグインである。クライアントサイドにダウンロードされた（または

要求に応じて動的にサーバで作成されクライアントに配信された）スクリプトによ

り、拡大・縮小などの地図表示や描画、作図などの制御をプラグインに対しておこ

なうことができる。 

b)電子国土プラグインは、地図の表示縮尺や位置に応じて電子国土サーバ上に配置さ

れる背景地図データを自動で取得し、地図表示をおこなう。 
c)電子国土プラグインで利用される背景地図データは通常はインターネット上の電子

国土サイトに配置されるが、本システムにおいては、電子国土サーバを LAN 上に設

置し、電子国土サーバ上に背景地図データを配置する。 
・プラグイン自身は主題地図データの構成・生成や ON/OFF の制御は行わないため、本

システムにおける主題地図のレイヤ・ファイル構成、各種情報との関連などの主題地図

データの管理情報は、DB サーバ内のデータベースに保持し、その管理情報に基づき、サ

ーバサイドモジュールにて動的にプラグインを制御するクライアントサイドスクリプト

 142



を生成し配信する。 
・主題地図データは、クライアントからの要求に応じて、AP サーバで JSGI 形式 XML
を動的に生成し配信する。 

a)JSGI 形式 XML を生成するにあたっては、GIS サーバや連携先システムのサーバから

連携インターフェースを介して主題情報の空間属性・主題属性を取得する。 
・プラグイン自身には主題地図データをサーバに登録、更新する機能は実装されていな

い。プラグインに用意された編集用のシステム API 関数を利用したクライアントサイド

スクリプトからの要求に応じて、サーバサイドモジュールがサーバサイドの主題地図デ

ータを更新する。 

a)主題地図データの更新にあたっては、連携インターフェースを介して GIS サーバや

連携先システムのサーバ上のデータを更新する。 
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（４）機能要件 

① 機能構成 
 機能構成は、共通部分、掲示板関係部分、地図関係部分と分類する。 

１） 共通部分 
共通部分の機能構成は表８－５の通りとする。 

 
表８－５ 機能構成（共通部分） 

分類 機能名 機能概要 備考 
ユーザ管理 ログイン

認証 
登録されたユーザに対してログインを許可

し、ログインユーザ別に適切な権限の機能

を提供する。 

  

災害情報管理 災害情報

管理 
掲示板の単位となる災害情報を登録・編集

する。 
  

 

２） 掲示板関係部分 
掲示板部分の機能構成は表８－６の通りとする。 
 

表８－６ 機能構成（掲示板部分） 

分類 機能名 機能概要 備考 
最新情報表示 掲示板最

新情報表

示 

最新の掲示板情報を画面上に表示する。   

  体制表示 最新の体制情報を画面上に表示する。 （オプション）

  警報・注

意報表示 
最新の警報・注意報情報を画面上に表示す

る。 
（オプション）

掲示板一覧表示 掲示板一

覧表示 
掲示板のカテゴリ別に情報を一覧表形式

で表示する。 
  

  一覧表示

切替・設

定 

掲示板の一覧表示の表示項目や表示条件

を設定する。また、設定された項目や条件

での表示に切り替える。 

  

  掲示板一

覧 表 示

（複合） 

２つのカテゴリの情報を束ねて一覧表で

表示する。 
例：河川点検進

捗と道路点検進

捗 
個票表示 掲示板個

票表示 
掲示板の詳細情報を表示する。   

  添付ファ

イ ル 登

録・編集 

詳細情報に対する添付ファイルを登録・編

集する。 
  

  着信確認

登録・編

集 

詳細情報に対する着信確認を登録・編集す

る。 
  

  関連情報

登録・編

集 

詳細情報に対する関連情報を登録・編集す

る。 
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  対応状況

登録・編

集 

詳細情報に対する対応状況を登録・編集す

る。 
  

登録・編集 掲示板情

報追加 
掲示板の詳細情報を新規に追加する。 （オプション）

  掲示板情

報編集・

削除 

掲示板の詳細情報を編集・削除する。 （オプション）

  掲示板情

報統合 
掲示板の詳細情報を別報の同一情報とし

て統合する。 
（オプション）

地図連動 地図表示 一覧表・個票から該当するデータの地図の

位置を表示する。 
  

帳票出力 帳票出力 掲示板の情報に対応する帳票を出力する。 （オプション）

 

３）地図関係部分 
地図関係部分の機能構成は表８－７の通りとする。 
 

表８－７ 機能構成（地図関係部分） 

分類 機能 機能概要 備考 
モード制御 地図画面

マウスモ

ード制御 

地図画面のモードを制御する。 （電子国土プラグイ

ンのモード制御） 

表示選択 レイヤ表

示切替 
レイヤ単位での表示の On/Off を切

り替える。 
  

ズーム・移動 定率拡大 地図を一定の割合で拡大する。   
  定率縮小 地図を一定の割合で縮小する。   
  矩 形 拡

大・縮小 
地図を矩形拡大・縮小する。 （電子国土プラグイ

ンのマウスモード制

御） 
  表示領域

指定 
全域、県名、または事務所名を選択

し、該当する範囲の地図を表示する。

  

  指定地物

表示 
指定された地物の地図領域を表示す

る。 
  

  定率移動 表示地図を任意の方向に一定の割合

で移動する。 
  

  ドラッグ

移動 
マウス操作により、地図をつかんだ

ようにして移動する。 
（電子国土プラグイ

ンのマウスモードで

実現） 
図形編集 追加 指定レイヤに図形を追加する。 シンボル・ライン・

ポリゴン・文字 
  編集 指定図形の変更をする。   
  削除 指定図形の削除をする。   
掲示板連動 掲示板記

事表示 
クリックした地物に該当する掲示板

記事（個票）を表示する。 
  

  図形編集 掲示板から図形入力・編集を指定さ

れた際に当該レイヤの図形を入力・
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編集する。 

属性表示 属性表示 クリックした地物に該当する属性を

表示する。 
  

検索 地先検索 地先名をキーワードにして検索し、

該当する位置を地図画面上に表示す

る。 

位置参照サービスの

利用 

  河川キロ

標検索 
河川キロ標を指定して検索し、該当

する位置を地図画面上に表示する。

位置参照サービスの

利用 
  道路キロ

標検索 
道路キロ標を指定して検索し、該当

する位置を地図画面上に表示する。

位置参照サービスの

利用 
その他 凡例表示 主題地図データの凡例を表示する。   
  スケール

バー表示 
表示中の縮尺に対応したスケールバ

ーを表示する。 
（電子国土プラグイ

ン標準） 
  地図印刷 表示中の地図画面を印刷する。 （電子国土プラグイ

ン標準機能利用） 
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②災害対応作業における機能要件 
7 章における業務モデルに基づき、災害対応作業に関する機能要件を表８－８、表

８－９に整理する。 
 

表８－８ 各作業のユーザ別機能要件（基本作業） 

ユーザ 災害対応作業 

企画部 河川部 道路部 河川事務所 国 道 事 務

所 

1 点検進捗 1-1 1-2 1-2 1-3 1-3 

2 被害報告 2-1 2-2 2-2 2-3 2-3 

3 応急復旧 3-1 3-2 3-2 3-3 3-3 

4 資機材支援 4-1 4-2 4-2 4-2 4-2 

5 一般被害報

告 
5-1 5-2 5-2 5-2 5-2 

6 交通規制 6-1* 6-1* 6-2* 6-1* 6-2* 

7 報告資料作

成 
7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 

8 記者発表資

料 
8-1 8-2 8-2 8-2 8-2 

 

表８－９ 各作業のユーザ別機能要件（応用作業） 

 災害対応作業 全てのユーザ 備考 

1 対応状況の登録 9-1 被害に対する問い合わせやその対応等

を追加 

2 関連情報の追加 9-2 点検結果と被害報告の関連付け（自動）

や，一般被害情報が施設被害報告と同

一の被害であることが分かった場合に

関連付ける（手動） 

3 情報の統合 9-3 異なる施設被害報告が，同一の施設被

害であることが分かった場合に利用。

※関連情報の追加があくまで 2 つの情

報をリンク付けるだけであるのに対

し，統合は 1 つの情報として扱う点が

異なる。そのため，元に戻すことはで

きない。 
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区分 1 点検進捗把握 番号 1-1 

利用者 企画部 

概要 事務所で登録された点検進捗報告を確認する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲 覧 （ 一

覧） 
掲示板一覧表示

（複合） 
・点検進捗の状況（未着手/点検中/点検終了）

が一覧で確認できること。 
 ・河川と道路が統合された点検進捗の状況

が確認できること。 
 ・河川と道路でそれぞれの点検進捗も確認

できること。 

 

 地図表示 ・点検した区間が地図上で確認できること。  

閲 覧 （ 詳

細） 
掲示板個票表示 ・必要に応じて点検進捗一覧から個別の点検

の詳細情報を表示できること。 

 

 地図表示 ・点検区間が地図上で確認ができること。  

着信確認 着信確認登録・

編集 
・当該の点検進捗情報を確認したことを保存

できること。 

 

 

 掲示板個票表示 ・当該の点検進捗情報を誰が着信確認したか

を画面上で確認できること。 

 

事務所が点検進捗を入
力する。 

点検結果を閲覧する。 

個々の点検結果を閲覧
する。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

 
 

区分 1 点検進捗把握 番号 1-2 

利用者 河川部，道路部 

概要 事務所で登録された点検進捗報告を確認し，局内で共有する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲覧（一覧） 掲示板一覧表

示 
・点検進捗の状況（未着手/点検中/点検終了）

が一覧で確認できること。 

 

 地図表示 ・点検した区間が地図上で確認できること。  

着信確認 掲示板個票表

示 
・当該の点検進捗情報を誰が着信確認したか

を画面上で確認できること。 

 

 着 信 確 認 登

録・編集 
・当該の点検進捗情報を確認したことを保存

できること。 

 

 

    

事務所が点検進捗を入
力する。 

点検結果を閲覧する。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

局各部は事務所に点検
進捗を問い合わせる。 

企画部の着信を確認す
る。 
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区分 1 点検進捗把握 番号 1-3 

利用者 河川事務所，道路事務所 

概要 点検進捗情報を事務所で登録する。続報は基本的には，前報に追加して登録するものとするが，状況に応じて，登

録後に「関連情報の追加」あるいは「情報の統合」機能を利用し，情報をつなげることができる。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

入力 掲示板情報追加 ・点検進捗情報を新規情報として入力し、

追加できること。 
・点検進捗情報を続報情報として入力し、

追加できること。 
・文字情報に加え、それと関連づく点検区

間の地図情報を入力できること。 

 

着信確認 着信確認登録・編

集 
・当該の点検進捗情報を確認したことを保

存できること。 

 

 掲示板個票表示 ・当該の点検進捗情報を誰が着信確認した

かを画面上で確認できること。 

 

 

    
局各部は事務所に点検
進捗を問い合わせる。 

各 部 の 着 信 を 確 認 す
る。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

点 検 を 新
規 入 力 す
る。 

点 検 を 続
報 入 力 す
る。 

 
 

区分 2 被害報告 番号 2-1 

利用者 企画部 

概要 事務所から登録された被害報告を確認する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲覧（一覧） 掲示板一覧表示 ・施設被害の状況が一覧で確認できること。

 ・河川と道路が統合された施設被害の状

況が確認できること。 
 ・河川と道路でそれぞれの点検進捗も確

認できること。 

 

 地図表示 ・被害箇所の分布が地図上で確認すること

ができること。 

 

閲覧（詳細） 掲示板個票表示 ・必要に応じ施設被害一覧から個別の施設

被害の詳細情報を表示できること。 

 

 地図表示 ・施設被害位置が地図上で確認できること。  

着信確認 着信確認登録・編

集 
・当該の施設被害情報を確認したことを保

存できること。 

 

 

 掲示板個票表示 ・当該の施設被害情報を誰が着信確認した

かを画面上で確認できること。 

 

事務所が施設被害を入
力する。 

施設被害一覧を閲覧す
る。 

個々の施設被害を閲覧
する。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 
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区分 2 被害報告 番号 2-2 

利用者 河川部，道路部 

概要 事務所で登録された被害報告を確認し，局内で共有する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲 覧 （ 一

覧） 
掲示板一覧表示 ・施設被害の状況が一覧で確認できるこ

と。 

 

 地図表示 ・施設被害の分布状況が地図上で確認で

きること。 

 

着信確認 掲示板個票表示 ・当該の施設被害情報を誰が着信確認し

たかを画面上で確認できること。 

 

 着信確認登録・編

集 
・当該の施設被害情報を確認したことを

保存できること。 

 

 

    

事務所が被害報告を入
力する。 

被害結果を閲覧する。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

局各部は事務所に被害
内容を問い合わせる。 

企画部の着信を確認す
る。 

 
 

区分 2 被害報告 番号 2-3 

利用者 河川事務所，道路事務所 

概要 被害報告を事務所で登録する。続報は基本的には，前報に追加して登録するものとするが，状況に応じて，登録後

に「関連情報の追加」あるいは「情報の統合」機能を利用し，情報をつなげることができる。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

入力 掲示板情報追加 ・施設被害情報を新規情報として入力し、

追加できること。 
・施設被害情報を続報情報として入力し、

追加できること。 
・文字情報に加え、それと関連づく施設

被害位置の地図情報を入力できること。

・点検進捗からの追加情報として入力す

ることで、点検進捗情報と関連付けて情

報を管理できること。 

 

着信確認 着信確認登録・編

集 
・当該の施設被害情報を確認したことを

保存できること。 

 

 掲示板個票表示 ・当該の施設被害情報を誰が着信確認し

たかを画面上で確認できること。 

 

 

    

被 害 を 新
規 入 力 す
る。 

局各部は事務所に点検
進捗を問い合わせる。 

各 部 の 着 信 を 確 認 す
る。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

被 害 を 続
報 入 力 す
る。 

 150



 

区分 3 応急復旧報告 番号 3-1 

利用者 企画部 

概要 事務所及び局から登録された応急復旧状況を確認する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲覧（一覧） 掲示板一覧表示 ・応急復旧計画・結果情報が一覧で確

認できること。 

 

 地図表示 ・対策箇所が地図上で確認できること。  

閲覧（詳細） 掲示板個票表示 ・必要に応じて応急復旧計画・結果一

覧から個別の応急復旧計画・結果の詳

細情報を表示できること。 

 

 地図表示 ・対策箇所が地図上で確認できること。  

 

着信確認 着信確認登録・編

集 
・当該の施設被害情報を確認したこと

を保存できること。 

 

事務所が応急復旧計画
を入力する。 

復旧結果・計画を閲覧
する。 

個々の計画や結果を閲
覧する。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

各部は，計画を確認す
る。 

事務所は応急復旧結果
を入力する。 

 
 

区分 3 応急復旧報告 番号 3-2 

利用者 河川部，道路部 

概要 事務所から登録された応急復旧状況を確認する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲覧 掲示板一覧表示 ・応急復旧計画・結果情報が一覧で確

認できること。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて応急復旧計画・結果一

覧から個別の応急復旧計画・結果の詳

細情報を表示できること。 

 

 地図表示 ・対策箇所が地図上で確認できること。  

    

閲覧（一覧） 掲示板一覧表示 ・応急復旧計画・結果情報が一覧で確

認できること。 

 

 地図表示 ・対策箇所が地図上で確認できること。  

閲覧（詳細） 掲示板個票表示 ・必要に応じて応急復旧計画・結果一

覧から個別の応急復旧計画・結果の詳

細情報を表示できること。 

 

 地図表示 ・対策箇所が地図上で確認できること。  

着信確認 着信確認登録・編

集 
・当該の応急復旧計画・結果情報を確

認したことを保存できること。 

 

 

 掲示板個票表示 ・当該の応急復旧計画・結果情報を誰

が着信確認したかを画面上で確認でき

ること。 

 

事務所が応急復旧計画
を入力する。 

復旧結果・計画を閲覧
する。 

個々の計画や結果を閲
覧する。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

各部は，計画を確認す
る。 

事務所は応急復旧結果
を入力する。 
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区分 3 応急復旧報告 番号 3-3 

利用者 河川事務所，道路事務所 

概要 応急復旧状況を登録する。基本的には，被害報告に対する追加情報として，登録するが，状況に応じては新規登録

とし，後から関連付けることもできる。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

入力 掲示板情報追加 ・応急復旧計画を新規情報として入力し、

追加できること。 
・応急復旧計画を続報情報として入力し、

追加できること。 
・文字情報に加え、それと関連づく対策位

置の地図情報を入力できること。 
・施設被害情報からの追加情報として入力

することで、施設被害情報と関連付けて情

報を管理できること。 

 

    

入力 掲示板情報編集 ・応急復旧計画情報に対して、応急復旧結

果を入力できること。 

 

着信確認 着信確認登録・編

集 
・当該の応急復旧計画・結果情報を確認し

たことを保存できること。 

 

  掲示板個票表示 ・当該の応急復旧計画・結果情報を誰が着

信確認したかを画面上で確認できること。

 

事務所が応急復旧計
画を新規・続報入力す
る。 

内容を確認した場合に
「着信確認」ボタンを押
す。 

各部は，計画を確認す
る。 

事務所は応急復旧結
果を入力する。 

各部は，事務所に問
い合わせる 

 

区分 4 資機材管理 番号 4-1 

利用者 企画部 

概要 事務所及び局から申請された資機材支援の対応状況を記録する。あくまで対応状況を記録するものであり，決裁等

を行うものではない。また，被害情報等の続報として登録することにより，情報を関連付けて管理することができ

る。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

入力 掲示板情報追加 ・支援要請内容を新規情報として入力し、

追加できること。 
・支援要請内容を続報情報として入力し、

追加できること。 
・文字情報に加え、それと関連づく位置の

地図情報を入力できること。 
・被害報告または応急復旧情報と関連付け

て登録することができること。 

 

    

入力 掲示板情報編集 ・支援要請内容に対して、調整・決定内容

を入力できること。 

 

 

    

事務所が企画部に電話
や FAX で資機材支援を
要請する。 

内容の妥当性や優先順
位を各部に確認する。 

資機材の支援内容を
調整・決定する。 

要請元及び支援事務
所・地整に伝達する。 

要請内容をシステムに登
録する。 

調整・決定内容をシス
テムに登録する。 
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区分 4 資機材管理 番号 4-2 

利用者 河川部，道路部，河川事務所，道路事務所 

概要 事務所及び局から申請された資機材支援の対応状況を閲覧する。あくまで対応状況を閲覧するものであり，決裁等

を行うものではない。また，被害情報等の続報として登録されていれば，元となる被害や応急復旧の情報をたどる

ことができる。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲覧 掲示板一覧表示 ・支援要請内容/調整・結果内容が一覧

で確認できること。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて支援要請内容/調整・結

果内容の一覧から個別の支援要請内容/
調整・結果内容の詳細情報を表示でき

ること。 

・元となる被害報告や支援要請を関連

付けて閲覧することができること。 

 

 
 地図表示 ・支援要請内容/調整・結果内容の位置

情報が地図上で確認できること。 

 

事務所が企画部に電話
や FAX で資機材支援を
要請する。 

内容の妥当性や優先順
位を各部に確認する。 

資機材の支援内容を
調整・決定する。 

企画部から伝達され
る。 

要請内容をシステムに登
録する。 

調整・決定内容をシス
テムに登録する 

調整・決定内容を閲
覧する。 

 
 

区分 5 一般被害報告 番号 5-1 

利用者 企画部 

概要 住民からの通報や自治体等からの被害情報を登録し，登録した情報を閲覧する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

入力 掲示板情報追加 ・一般被害情報を新規情報として入力

し、追加できること。 
・一般被害情報を続報情報として入力

し、追加できること。 
・文字情報に加え、それと関連づく位

置の地図情報を入力できること。 
 

 

閲覧 掲示板一覧表示 ・一般被害情報が一覧で確認できるこ

と。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて一般被害情報の一覧か

ら個別の一般被害情報の詳細情報を表

示できること。 

 

 

 地図表示 ・一般被害情報の位置情報が地図上で

確認できること。 

 

企画部に通報がある。 

システムに登録する。 

登録された一般被害情
報を閲覧する。 
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区分 5 一般被害報告 番号 5-2 

利用者 河川部，道路部，河川事務所，道路事務所 

概要 企画部に通報された住民からの通報や自治体等からの被害情報を閲覧する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

    

閲覧 掲示板一覧表示 ・一般被害情報が一覧で確認できるこ

と。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて一般被害情報の一覧か

ら個別の一般被害情報の詳細情報を表

示できること。 

 

 

 地図表示 ・一般被害情報の位置情報が地図上で

確認できること。 

 

企画部に通報がある。 

システムに登録する。 

登録された一般被害情
報を閲覧する。 

 
 

区分 6 交通規制 番号 6-1 

利用者 企画部，河川部，河川事務所 

概要 道路事務所で登録された交通規制の情報を閲覧する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

閲覧 掲示板一覧表示 ・交通規制情報が一覧で確認できるこ

と。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて交通規制情報の詳細情

報を表示できること。 

 

 地図表示 ・交通規制の位置が地図上で確認でき

ること。 
・交通規制情報が被害情報と重ね合わ

せて地図上で表示できること。 

 

 

    

システムに収集された交
通規制情報を地図・掲
示板で閲覧する。 
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区分 6 交通規制 番号 6-2 

利用者 道路部，道路事務所 

概要 交通規制情報を収集する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

    

 

システム連

携 
災害情報取得 ・個別システムで登録した交通規制情報をプラ

ットフォームの掲示板情報として表示できるこ

と。 

交通規制情報は既存の個

別システムによるで登録

され、プラットフォームで

はその情報をシステム連

携により取得し表示する

ことがのぞまれる。 

道路事務所が個別シス
テムに登録する。 

道路部では個別システム
で閲覧する。 

 
 

区分 7 報告資料の作成 番号 7-1 

利用者 すべてのユーザ 

概要 登録された情報を活用し，報告資料を作成する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

 掲示板の一覧表

示の表示項目や

表示条件を設定

する。また、設定

された項目や条

件での表示に切

り替える。 

  

閲覧 一覧表示切替・設

定 
・掲示板一覧表示は、事務所別、

県別、被害別など登録された情報

を条件抽出して表示できること。

・掲示板一覧表示は、表示する項

目を任意に選択して表示できる

こと。 
・抽出条件や表示項目は名まえを

つけて保存でき、保存した設定は

呼び出して利用できること。 

 

 

閲覧 地図表示 ・掲示板一覧表示や詳細情報表示

から該当する情報の位置が地図

表示できること。 
・表示された地図画像を印刷また

はコピーできること。 

 

必要な一覧表の表示設
定を行う。 

「地図」表示機能によ
り，被害箇所の位置を
表示し，地図画像を取
得する。 

資料としてとりまとめる。 

情報をシステムに登録す
る。 
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出力 ファイル出力 ・表示中の掲示板一覧表示や詳細

情報表示を EXCEL や CSV ファ

イルなどに出力できること。 

オプション 
（実証実験でも未実装） 
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区分 8 記者発表資料の作成 番号 8-1 

利用者 企画部 

概要 登録された情報を活用し，報告資料を作成する。作成した資料を加工し，記者発表用資料とする。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

入力 掲示板情報追加 ・記者発表資料情報を掲示板情報

として新規に登録できること。 

 

 添付ファイル登

録・編集 
・作成した報告用の資料を記者発

表資料情報の添付ファイルとして

登録できること。 

 

着信確認 着信確認登録・編

集 
・記者発表資料情報を確認したこ

とを保存できること。 

 

 掲示板個票表示 ・当該の記者発表資料情報を誰が

着信確認したかを画面上で確認で

きること。 

 

 

    

報告用の資料を作成す
る。（７-１） 

システムに登録する。 

記者発表を行う。 

各部は着信確 認を行
う。 

 
 

区分 8 記者発表資料の作成 番号 8-2 

利用者 河川部，道路部，河川事務所，道路事務所 

概要 企画部が作成した記者発表資料を，各部ではシステムで閲覧・確認すると共に，各事務所でも閲覧することができ

る。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

閲覧 掲示板一覧表示 ・記者発表資料情報が一覧で確認

できること。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて記者発表資料情報

の詳細情報を表示できること。 

 

着信確認 着信確認登録・編

集 
・記者発表資料情報を確認したこ

とを保存できること。 

 

 掲示板個票表示 ・当該の記者発表資料情報を誰が

着信確認したかを画面上で確認で

きること。 

 

 

    

企画部が報告用の資料
を作成する。（７-１） 

システムで閲覧する。 

記者発表を行う。 

各部は着信確 認を行
う。 
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区分 9 対応状況登録 番号 9-1 

利用者 全てのユーザ 

概要 住民からの問合せやそれに対する対応，大臣の視察など，主に施設被害に付随して発生する対応状況を登録し，管

理・共有する。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

入力 対応状況登録・編

集 
・点検進捗や施設被害などの掲示板の

詳細情報に対して、対応状況を任意に

登録できること。 

 

 

閲覧 掲示板個票表示 ・登録された対応状況を掲示板の詳細

情報とあわせて表示できること。 

 

システムに対応状況を登
録する。 

登録された対応状況を
閲覧する。 

対応を実施する。 

 
 

区分 9 関連情報の追加 番号 9-2 

利用者 全てのユーザ 

概要 ある情報と別の情報が同じ被害に関する情報であった場合など，情報間で相互に関連付けを行いたい場合に行う。

例えば住民からの通報として登録した一般被害情報があった。また，一方で事務所から施設被害報告が登録された。

調査した結果，これらの 2 つが同じ被害をさしていることが判明した。このような場合に異なる情報であるが，互

いに関係するため，関係付ける。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

入力 関連情報登録・編

集 
・登録済みの情報に対して別の登録済

みの情報を関連情報として登録でき

ること。 

 

 

個票 掲示板個票表示 ・登録された関連情報を掲示板の詳細

情報とあわせて表示できること。 
・関連情報の詳細情報を表示できるこ

と。 

 

関連情報を追加する。 

追加された関連情報を
閲覧する。 

複数の報告が関係する
ことが判明する。 
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区分 9 情報の統合 番号 9-3 

利用者 全てのユーザ 

概要 ある情報と別の情報が同じ被害に関する情報であった場合など，情報を 1 つとして取扱いたい場合に行う。例えば，

国道において，上り車線から発見し，報告した被害と，下り車線から発見し，報告した被害が実際には同一の被害

であったとする。このような場合に，2 つの情報は同一の被害として取扱うときにこの機能を用いる。ただし，統

合した情報は元に戻すことはできない。 

システム機能要件 作業の流れ 

機能分類 機能 基本要件 備考 

    

入力 掲示板情報統合 ・同じカテゴリの登録済み掲示板情報情

報同士を同一情報の別報として統合でき

ること。 

 

閲覧 掲示板一覧表示 ・各掲示板カテゴリの情報が一覧で確認

できること。 

 

 掲示板個票表示 ・必要に応じて一覧から詳細情報を表示

できること。 

 

 

 地図表示 ・対応する位置情報が表示できること。  

情報を統合する。 

統合された情報を閲覧
する。 

複数の報告が同一であ
ることが判明する。 
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（５）画面構成 

   画面構成については、開発者の便宜を図るために、参考として画面構成の例を示した

ものである。同一画面（GUI)作成を要求するものではない。 
   

① 画面一覧 
画面一覧は表８－１０の通りとする。 
 

表８－１０ 画面一覧 

画面名 
（ウィンドウ） 

構成フレーム 概要 

メイン画面 ヘッダーフレ

ーム 
アプリケーションのタイトル・災害名が表示さ

れ、ログイン認証をおこなう。 
 地図ツールバ

ーフレーム 
地図操作のためのボタン・コントロールが配置さ

れる。 
 地図フレーム 地図画面（電子国土プラグイン）が配置される。

 アプリケーシ

ョンフレーム 
掲示板や地図表示などアプリケーション機能の

ためのフレーム。 
掲示板一覧表示 － 掲示板のカテゴリ別に情報を一覧表形式で表示

する。 
掲示板一覧表示

設定 
－ 掲示板の一覧表示の表示項目や表示条件を設

定・保存する 
詳細情報表示

（個票） 
－ 掲示板の詳細情報を表示する。 

添付ファイル追

加・編集 
－ 詳細情報に対する添付ファイルを登録・編集す

る。 
対応状況追加・

編集 
－ 詳細情報に対する対応状況を登録・編集する。 

着信確認追加・

編集 
－ 詳細情報に対する着信確認を登録・編集する。 

関連情報追加カ

テゴリ選択 
－ 詳細情報に対する関連情報を追加する際のカテ

ゴリを選択する。 
関連情報選択 － 詳細情報に対する関連情報を選択し登録する。 
統合情報選択 － 詳細情報を別報の同一情報として統合する対象

を選択する。 
登録項目選択 － 詳細情報を登録する情報種類を選択する。 
詳細情報編集 － 詳細情報を登録・編集する。 
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②画面遷移 
    画面遷移は図８－１３の通りとする。 

 
 
 

掲示板一覧表示 

登録項目選択 

詳細情報表示(個票) 

掲示板一覧表示設定 

詳細情報編集 

更新 

着信確認追加・編

集 
対応状況追加・編

集 
関連情報追加カテゴリ選択

関連情報選択 
target="_self" 

target="_blank
"

target="winRtEdit "

統合情報選択 

メイン画面 
(アプリケーションフレーム) 

添付ファイル追加・編集 

図８－１３ 画面遷移 

 

 161



  ③フレーム構造 
フレーム構造は、図８－１４の通りとする。また、各フレームの概要は表８－１１の

通りである。 

 
frsMain 

frsApp 

frsMap 

fraHeader 

fraMapTlb 

fraMap 

fraApp

map[iframe] 

message[iframe] 

 
図８－１４ 画面フレーム構造 
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表８－１１ フレーム概要 

名称 name 属性 概要 

ヘッダーフレ

ーム 

fraHeader 画面ヘッダーフレーム。アプリケーションタイトルや現在

の災害名、ログイン用コントロールなどを含む。 

地図ツールバ

ーフレーム 

fraMapTlb 地図をコントロールするためのツールバー用フレーム。 

地図フレーム fraMap 地図表示領域のためのフレーム。地図のキャンバスと 8 方

向の移動ボタンを含む。 

   map 電子国土 Web システムの仕様に基づき、電子国土 Web プラ

グインを貼り付けるためのフレーム。 

   message 電子国土Webシステムの仕様に基づき必要なメッセージを

受け取るフレーム。 

アプリケーシ

ョンフレーム 

fraApp アプリケーションで利用するフレーム。掲示板の最新表示

や体制表示、地図表示などを切り替えられる。 
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８．４ 機能を実現するための要素技術 

 

８．３に記載したシステムの基本要件を満たすための要素技術を以下に示す。 
 

（１）システム連携インターフェース、データ辞書 

システム間でのデータのやり取りを円滑にするため、システム連携インターフェースとデ

ータ辞書の標準化を行った。標準化にあたっては、道路系の標準類、河川系の標準類や

ISO/TC211やOGCなど国際標準化動向及び河川標準インターフェース仕様や減災情報共有プ

ロトコル等の国内仕様の調査を行い、不整合がないよう規定した。 

データをやり取りするためのインターフェースがシステム毎に異なる場合、システム間で

それぞれが解釈できるインターフェースをそれぞれのシステムで用意しなければならないが、

共通のインターフェースを用意することで、円滑なデータのやり取りを可能としたまた、デ

ータ辞書を規定することで、システム毎に異なるのデータ定義に応じたインターフェースを

規定し，実装することなくデータのやり取りを実現した。 

システムA

システムＢ

システムＣ

GetDataset

GetDataset

標準化したデータ

標準I/F（応答）

 
図８－１５ システム連携インターフェースとデータ辞書 

 

例えば，あるシステム（A）が二つのシステム（B，C）に分散して存在するデータを取得

したいとする。インターフェースが標準化されていればシステム A は，システム B 及び C に

対して同じ方法（標準インターフェース）でデータを要求することができる。システム B 及

び C からの応答の方法も同じであるため（標準インターフェース） ，システム A は，同じ

方法（標準インターフェース）で応答を理解することができる。さらに，データが標準化さ

れていればシステム A は，システム B 及びシステム C の応答に含まれるデータの構造を理解

することができる。 

詳細は，「国土技術政策総合研究所資料 No.405 災害情報共有プラットフォーム標準仕様

書」を参照のこと。 

 164



（２）FAX-OCR 
 FAX で送付される情報をプラットフォーム上に読み込むための FAX 書式と，実際に読み

込みを行う認識システムを開発した。認識システムには、流通業、銀行業、製造業をはじめ

とする各種事務の帳票読取に幅広く活用されて実績がある光学式文字読取(OCR)技術を活用

した。 

具体的には，中部地方整備局防災業務計画書に定められた、災害時における報告書様式の

うち、点検報告及び被害報告の FAX 様式を FAX-OCR システム側の要求にも合致するように

書式設計した。ここで、図面をはじめとする添付書類は、報告書書式の後に任意の枚数添付

できるものとした。これにより、プラットフォームへの掲載の迅速さと掲載される情報の多

様さを両立した。 

FAX 送信されたデータをディジタル化し、送信されたデータの災害情報システムへの重畳

に必要な位置や発信元に関するデータをテキスト化したのちにプラットフォームに送信する

ためのソフトウェアを開発した。これにより、受信者が受信された様式の内容を確認するだ

けで、送信された情報がプラットフォームに掲載される仕組みを実現した。 

 
図８－１６ FAX-OCR 

 

FAX-OCR オペレータの作業ソフトウェアの設定や、記述の自由度の向上について細かい課

題は認められるが，いずれも、データ、ソフトウェアあるいは FAX 書式の軽微な修正で対応

可能である。 
詳細は「平成 17 年度災害情報プラットホームに関する調査・研究作業報告書」（国土地理

院技術資料 E･1-No.305， 2006 年 3 月）を参照のこと。 
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（３）間接位置参照データベース 

地図上に災害情報を重ね合わせるためには、最終的にその情報を付与すべき緯度経度を決

定しなければならない。しかし、災害対応業務で緯度経度を直接扱うことはこれまでに行な

われておらず、現実的ではない。そこで、災害対応業務で実際に使用されている「距離標」

「施設名」「住所」「地名」などを「緯度経度」に変換する辞書となるソフトウェアとして、

「間接位置参照情報データベース」を作成した。 

間接位置参照情報データベースに格納される河川、道路の距離標などのデータは、地方整

備局が保有する電子化されたデータから抜き出して整備し、事務所の位置など電子化されて

いないものは、管内図等からディジタイジングしてデータを作成した。また、地名・公共施

設のデータは国土地理院の発行する数値地図 25000(地名・公共施設)を使用し、住所のデータ

は国土計画局が提供する街区レベル位置参照情報を使用した。 

間接位置参照情報データベースを災害情報プラットフォームに統合することにより、距離

標が含まれる災害情報を自動的に地図上の適切な位置に表示することができるようになった。 

 
図８－１７ 間接位置参照データベース 

 

間接位置参照情報データベースの正確さを維持していくためには、データベースの適切な

更新が必要である。電柱番号のような他の種類のデータも有用である可能性があり、またデ

ータベース側の対応も容易であるが、オリジナルデータの準備が必要である。また、特にデ

ータベースの規模が大きくなった場合、データベースのパフォーマンスチューニングによっ

て良好なパフォーマンスを維持する必要がある。 

詳細は「間接位置参照情報データベース整備及び周辺技術開発業務報告書」（国土地理院技

術資料 E･1-No.298， 2005 年２月）を参照のこと。 
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参考資料 電子国土 Web システム 
 

○ 電子国土 Web システムとは 
 電子国土 Web システムとは、『行政機関が所有する地理情報を始め、過去から現在及び将

来にわたるあらゆる地理情報を、いつでも、どこでも、だれでも容易に共有できる環境を構

築することが必要である』という電子国土の概念を具現化するツールとして、平成 15 年 7 月

から国土地理院が無償公開を行っているシステムである。 
 

○ 電子国土 Web システムの概要 
 電子国土 Web システムは、Web ブラウザのプラグインの形式を採用しており、背景地図デ

ータ（基盤地図）とともに国土地理院が提供している。 
 プラグインを利用することにより、背景地図データと様々な情報との重ね合わせ表示が可

能となり、システムを利用するための技術情報を一般に公開しているため、誰でも情報配信

が可能である。 
 背景地図データ（基盤地図）として、1/2000 万、1/300 万、1/20 万、1/5 万、1/2.5 万レベル

の基盤地図が配信され、更新作業も国土地理院が行っている。 
 

  
 

○ 電子国土 Web システムの利用例 
 電子国土 Web システムは、下記のサイトのほか，500 以上の Web サイトでも利用されてい

る。 
• 国土交通省防災情報提供センター：過去の観測情報 
• 国土交通省：新潟県中越地震情報集約マップ 
• 東北地方整備局山形河川工事事務所：道と水辺版 
• 徳島県：土砂災害危険箇所図 
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参考資料 災害情報共有プラットフォームの実証実験  

 

災害情報共有プラットフォームを利用した場合の災害対応についての効果および実務性の

検証を行うため，中部地方整備局をフィールドとして実証実験を実施した。 

 

１．実証実験の目的 

以下の4つの目的をもって実証実験を行った。 

 

①災害対応シナリオのもとで実証実験システムを適用・運用することで検討成果を評価 

「実務性検証」として，新たな災害対応業務モデル，FAX データからの位置情報読

みとり技術等，本取組みにて開発した成果に関し災害対応実務での完成度・フィージ

ビリティを評価するとともに，「効果検証」として，災害情報システム導入後の災害

対応業務と TEL・FAX を利用した従来型の災害対応業務を比較し，伝達に要する所要

時間短縮，作業量の軽減等の効果を評価する。 
②災害対応業務モデル，情報システム利用のメリットを実験参加者に浸透 

3 ヵ年において検討したモデルやモデルに基づく情報システムの利用が，これまで

の災害対応を改善するというメリットを実験参加者に体験してもらう。 
③実験を通じ検討成果の修正点を抽出 

今後の課題として実際に運用する上で不足する事項を洗い出す。 
④短期的に導入/将来的には導入等，導入時期の見極め 

各要素技術が短期的あるいは将来的に実運用可能なものであるのか，その導入時期

を実運用の点から評価する。 
 

 

２．実証実験の検証項目 

実証実験システムやシステムを構成する要素技術そのものの検証及び裏側の仕組となる業

務モデルの検証を行う。検証は，① 実験後に実験参加者にアンケートやヒアリングにより評

価する項目，及び ② 実験実施中に職員の動き，情報の滞留状況・管理状況等を調査職員等

が観察・分析し評価する項目が想定される。 
 ①に関する観点 

災害情報サブシステムそのものの使いやすさ（操作性や視認性）や操作性，整理に

要する時間等，人的作業の支援効果を情報の収集，情報の分析，情報の管理，情報の

伝達に着目し検証する。 

 ②に関する観点 

災害対応時のルールの内容や伝達する情報の過不足等，業務モデルの適切性及び業

務モデルに従って災害対応を行う上で必要となる運用ルールの検証を行う。 

 

これら2つの観点をもとに，検証項目の詳細化及び，調査方法の整理を行った（表－１）。 
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表－１ 検証項目 

検証の観点 検証内容 現状，検証内容設定の背景 具体的設問，調査方法等 

地図，掲示板に関

する見やすさ 

画面間の遷移・リン

ク 

１．機能その

もの 

地図上への様々な

情報の表示 

中部地整にてアンケート調

査を行い，意見を踏まえ機

能の作り込みを行った点を

再度検証する 

システムを操作し，3～5段

階評価のアンケートと具体

的な内容についてヒアリン

グ 

 例）掲示板・地図・各種表

が重なり見にくくない

か 

    直感的な操作方法に

なっているか 

    参照したい情報同士

がリンクされているか 

    アイコンマークの意味

が理解しやすいか 

他部からの情報の

入手手法やタイミン

グ 

現状では情報を必要とする

部署が情報を有する部署へ

問い合わせて入手 

システム導入以前後での作

業手順，入手頻度，リアルタ

イム性についてヒアリング 

2-1 

情報の

収集 

上位・下位機関の

間での情報共有の

効果 

下位機関が，上位機関が収

集した情報をフィードバック

する体制が現在は存在しな

い 

隣接事務所の状況等を把

握しやすくなったことなど情

報を共有可能になったこと

による意思決定スピードや

その他の効果をヒアリング 

地図と掲示板（個

別詳細内容）のリン

クによる効果 

現状では，位置を示す紙ベ

ース管内図と被害等の詳細

記述が書かれたホワイトボー

ドを交互にチェックする必要

がある 

地図上での被害分布と個別

箇所詳細情報をリンクさせ

同時参照できるようにしたこ

とでの状況判断等への効果

をヒアリング 

2-2 

情報の

分析 

入手した情報を任

意の方法で把握で

きる効果 

 例）事務所別，県

単位等任意

の切り口で整

理 

   打ち直し，書

き写し作業の

解消 

現状では下位機関報告内

容の集計のために打ち直

す，書き写す作業を実施 

電子地図・電子掲示版の機

能により，情報の分類や並

べ替え，集計を行うことの作

業時間短縮，作業負荷の

抑制を時間計測等で検証 

２
搭
載
機
能
に
よ
る
人
的
作
業
支
援
効
果 

2-3 

情報の

管理 

情報が電子地図・

電子掲示板上に整

理される効果 

時系列での情報管理は紙

ベースやホワイトボードへの

書き込みの場合には修正・

追加がし難い 

最新の情報を探し出す手

間，時系列整理，位置把握

の容易さ，整理に要した手

間の軽減，整理結果の見や

すさ等をヒアリング 
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大量な情報の処理

が自動化される効

果 

ホワイトボードや紙地図によ

る整理は度重なる見え消し，

隣あう箇所との区別がつき

にくい等で情報量が多くなる

ほど管理が困難 

情報量が多くても前報との

比較が容易になるなどの効

果をヒアリング 

情報システム上で

の着信確認実施の

効果 

FAX等による情報伝達では

着信確認の電話が必要だが

話中によるかけ直し等で手

間 

情報の報告者と受信者に

おける確認がシステム上で

可能になることで軽減される

作業と時間的節約の効果を

ヒアリング 

2-4 

情報の

伝達 

FAX等から情報シ

ステムへの手段の

転換の効果 

被害発生時に，FAXや電話

回線が輻輳し，情報がスム

ーズかつ確実に伝達できな

い場合が発生 

FAX回線の輻輳からの解放

による作業負荷の軽減等を

ヒアリングで聞き出し。また。

伝達作業に要する時間を計

測 

2-5 

作業横

断的な

観点 

収集～情報提供ま

での迅速性 

2-1～2-4の作業を横断的に

見た全体への効果を把握す

るため設定 

システムへの情報入力以降

とりまとめ・記者発表までの

トータルの作業時間を計測 

情報の重要度・伝

達優先度 

情報の報告伝達優先度がな

く，あらゆる情報を報告して

いるため，下位機関の作業

負荷が大きかったり重要な

情報の伝達が遅延したりし

ている 

被害規模，人的損失規模

等を変化させた被害箇所を

設定し入力等の作業時の

扱いを分析し重要度を評価

できるようにする 

新たに利用できる

ようになった（利用

しやすくなった）情

報の業務への利用

効果 

 例）ニーズに合致

した情報が入

手できている

か 

システム導入により閲覧可

能な情報が増加したため設

定。 

情報の内容，入手タイミング

がニーズに合致したものか

ヒアリング 

３．情報その

もの 

データ辞書の適切

性 

災害情報として流通すべき

統一化されたデータ内容が

確立されていなかった 

実際に流通する情報と本取

り組みで作成したデータ辞

書の内容を比較し，データ

辞書の妥当性を検証 

４．業務モデ

ル・システム

導入後のル

ール 

入力作業等の体制 システムへの入力について

は，システム利用上のボトル

ネックであるがWGでの討議

では一部の情報について入

力体制を確定できていない

ため 

実証実験で複数の入力体

制を試行し時間や実務性を

検証 
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新たに設けたルー

ル 

WGにおいて，システム導入

後の部局間での協議手順，

事務所からの報告は本局事

業部・災対本部同時で良い

か等のルールを検討。新た

に設けたルールの実務性を

検証する必要があるため設

定 

新たなルールに沿った作業

で問題がなかったか，実務

上現実的か，足りないルー

ルをヒアリングや実証実験

中の参加者の行動を分析し

て評価 

伝達特性（速達

性，同時性，伝達

内容の形式（紙，

文字，画像））に応

じた伝達手段の使

い分け 

 例）電話，FAX，メ

ール，情報シ

ステムが適切

に使い分けら

れているか 

既往のシステム導入事例を

分析したところ，システム導

入に失敗した要因として伝

達体系を過度にシステムに

依存してしまったことが挙げ

られる。この点を踏まえた伝

達手段の使い分け結果を検

証するため設定 

伝達特性を変化させた情報

伝達場面を設定し手段選

択の適切さをヒアリング 

事業部既存システ

ムとの並行利用 

既存システムと新システムの

使い分けについてWGで討

議した運用方法を検証する

ため設定 

既存システムと新システム

の入力や閲覧を情報項目

に応じ使い分けることなど異

なるシステムを並行利用す

ることが実務上現実的かを

ヒアリングや実験中の参加

者の行動を分析し検証 

メリット・デメリットを

総合評価したシス

テム利用効果 

提案業務モデル・システム

の実務性の実感としての評

価を得るため設定 

総括的な見地からシステム

利用効果の実感を実験参

加時の各立場からヒアリン

グ，ミーティング形式で聞き

出し・議論 

災害対応全体への

効果 

より様々な状況の把握が可

能になることで災害対応全

般の適切化が図られることを

実験を通じて把握するため

設定 

他事務所，他部，県等への

支援，復旧作業の迅速化，

二次災害防止等様々な対

応へ派生して生じる効果を

ヒアリング，ミーティング形式

で聞き出し・議論 

５．総括的な

観点 

システム導入後の

災害対応体制 

作業負荷の増減が部署によ

ってあるため全体的な見直

しが必要なため設定 

個別作業の負荷増減を踏

まえ災害対応体制全体とし

ての人員配置の変更につ

いてヒアリング，ミーティング

形式で聞き出し・議論 

 

 

３． 実証実験の計画 

（１）実証実験の手順 

実証実験システムを使った実験を行うため，その操作性に慣れるために図－１に示す方法
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を取るものとした。 

第1段階 事前評価（改修WG） 

第2段階 実証実験 

システムへの習熟 

第2段階シナリオ・使用するシステム画

面を確認しつつ，個別に操作性・視認性

等を評価 

シナリオに基づき，災害対応時の作業を

一連の流れで提案業務モデル・構築した

情報システムを利用し再現。より実務に

近い場面での情報システムの利用効果

（作業の効率化，負担減）を検証 

 

図－１ 実施手順 

対

する操作の不慣れから実証実験での各検証項目が評価できないことを防ぐこととした。 

（

ヤー」に対し，作業の根拠となる状況を付与す

る

らざるをえないが，その必要

がなくなったため必要人員も削減することが可能となった。 

 

実証実験で用いるシナリオを個別の場面に分解し，そこでの操作を事前に評価し，操作性

や視認性を確認し，挙げられた課題は可能な限り実証実験に反映させ，また事前評価から実

証実験開始までシステムを公開し，自由に操作可能な状態とした。これによりシステムに

 
 
２）実証実験実施方法の検討 

実証実験，災害対応における情報収集・報告を，システムを用いて実施する。実際にシス

テムを操作し，災害対応作業を行う「プレー

ロールプレイング形式とした（図－２）。 
なお，中部地方整備局ではロールプレイング形式による実証実験として，出水期を想定し

た実験が既に実施されており，実証実験計画素案においてもその場での判断を求める内容を

想定していたが，今回の実験ではコントローラーが状況を付与するのではなく，コントロー

ラーは作業時の不明な点についての対応をおこなう補助的な役割とした。つまり，システム

導入による情報共有の効率化や高度化を目的としているため，プレーヤーに対して複雑な状

況付与は行わず，その場での状況判断が求められるような内容にはしないものとした。これ

により本来のロールプレイング形式ではコントローラーが災害対応に熟知しており，プレー

ヤーからの質問に答えられる必要があり，地整職員の協力に頼
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状況付与カード

タイムスケジュールカード

プレーヤー

評価者 チェックシート

評価者は，プレーヤーが
実施する内容をチェック
シートで確認することが
できる

回答シート

 

図－２ 実証実験実施方法 

 

 

（３）実証実験計画の作成 

中部地方整備局での実証実験にあたり，企画部防災課協力の下実証実験計画を作成した。

以下に作成までの検討過程を示す。 

 

１）実証実験の位置づけ 
本実証実験は，企画部主導で改修を行っている災害緊急支援システムのサブシステムの一

つである「災害情報サブシステムの検証」という位置づけで実施した。そのため，災害時の

シナリオを作成し，それに沿ったシステムの利用場面を想定することでシステムの機能とそ

れに関係する業務モデルを検証するものとした。 
 

２）実証実験スケジュール 
実証実験の準備スケジュールを表－２に，当日のスケジュールを表－３に示す。 
 

 

表－２ 実証実験までのスケジュール 

 参加者 内容 

 国総研関係者（防災課） 実験についての打ち合わせ 

第 1 段階 国総研関係者（防災課） 基本動作確認 

第 2 段階 各部 実験シナリオ確認 

入出力画面等事前評価 

第 3 段階 実験参加者全員 実験シナリオに基づく本番 
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表－３ 実証実験スケジュール 

 所要時間 内容 
事前説明会 2 時間程度 実証実験の実施方法や内容，前提条件について

の説明会（当日午前に実施） 
実証実験 3 時間程度 実験シナリオに基づく災害対応 
グループミーティング 30 分程度 各部・事務所毎に実験を踏まえたシステム操作

性・運用規則等について感想・評価 
総括 1 時間程度 グループミーティングでの意見を相互に交換 

個別ヒアリングに向けた予備的アンケート調査

個別ヒアリング １人当たり

15 分程度 
アンケート結果を元に，必要に応じて詳細な意

見を個別にヒアリング 
 

実証実験後に各部署でのグループミーティングの時間を設けることでシステムやシステ

ムを使った仕事のやり方に関する意見を極力収集するものとした。 
 

３）体制 
参加部署は地整（企画部，河川部，道路部）及び事務所（河川事務所，混合事務所，道

路事務所）とした。なお，参加事務所は以下の通りである。 
混合事務所 ：三重河川国道事務所 

河川  ：庄内川河川事務所 

道路  ：名古屋国道事務所 

実証実験の実施イメージを図－３に示す。 
 

道路部

国道事務所 河川事務所

コントローラ（防災課の担当，RT総プロ）

評価者（各部担当，RT総プロ）

被験者

実証実験ｼｽﾃﾑ

企画部 河川部

その他の情報（自治体，警察等）を付与

各被験者を観察・記録

直轄国道の情報を入力 直轄河川の情報を入力

その他の伝達手段による状況付与
システム（FAX-OCR含）による入力

伝達 伝達

閲覧 閲覧

閲覧 閲覧

閲覧

 

図－３ 実証実験実施イメージ 

 

４）参加人数 
参加人数は，各部署において「意思決定者レベル」及び「作業者レベル」について各 1

～2 名によって構成するものとした（表－４）。各参加者の役割は図－４の通りである。 
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表－４ 参加人数 

 局企画部 局河川部 局道路部 河川 

事務所

国道 

事務所 

混合 

事務所

プレーヤー 4 2～3 2～3 2 2 3 

コントローラー 1～2 1 1 0 0 0 

評価者 1 0 0 0 0 0 

計 9 5 5 2 2 4 

 

 
 



 

企画部 道路部 河川部[意思決定者] 

災害情報を閲覧し，各

種の指示を出す 

[記者発表資料作成] 

災害情報を閲覧し，記

者発表用資料を作成，

登録する。 

[問い合わせ対応] 

災害情報を閲覧し，マ

スコミ，自治体，一般

からの問い合わせに

対応する。 

[一般被害，支援対応]

一般被害報告や，資機

材等の支援対応を記

録する。 

[意思決定者] 

災害情報を閲覧し，道

路部としての対応を

決定する。 

[本省報告資料作成] 

災害情報を閲覧し，道

路局への報告資料を

作成，登録する。 

[被害登録，対応入力] 

県からの報告をうけ，

入力。事務所からの連

絡をうけ，代替入力。 

[意思決定者] 

災害情報を閲覧し，河

川部としての対応を

決定する。 

[本省報告資料作成] 

災害情報を閲覧し，河

川局への報告資料を

作成，登録する。 

[被害登録，対応入力] 

県からの報告をうけ，

入力。事務所からの連

絡をうけ，代替入力。 

河川事務所 [意思決定者，地整からの問い

合わせ対応] 

災害情報を閲覧し，事務所と

しての対応を決定する。 

[被害登録，対応入力]

点検結果，被害報告等

を入力。 

FAXに記入し，送信。

国道事務 [意思決定者，地整からの問い

合わせ対応] 

災害情報を閲覧し，事務所と

しての対応を決定する。 

[被害登録，対応入力]

点検結果，被害報告等

を入力。 

FAXに記入し，送信。

閲覧が主となるプレーヤー 

入力が主となるプレーヤー 

実際の災害対応では複数で処理すると考えられるため，増やすこと

は可能。 

*混合事務所は，意志決定者１名，被害登録，対応入力者２名（河川１名・道路１名）。 

図－４ 実証実験の体制 
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５）実証実験会場 
当初は，地整は局で行い，事務所参加者は，事務所での参加を予定したが，当日 PC 操

作の補助のために人員を派遣する必要があること，全体の流れを把握することが困難にな

ることにより，局・地整参加者を一同に介する案を検討することとなった。その結果，防

災 LAN 等の環境や平常業務への影響を考慮し，道路情報管理総合センター（通称今池セン

ター）で開催することになった。レイアウトの検討にあたり，地整と局を分離し災害対応

の場面に近い状況設定を考慮した。 
 

河川部 道路部

国道事務所河川事務所

混合事務所
（河川・道路事務所）

企画部

 
 

図－５ 実証実験会場レイアウト 

 

６）想定被害 
実験で想定する災害は，参加事務所の所在を考慮し，中部地方近海を震源とする「大規

模地震災害」とした。災害により発生する被害として以下を想定した。 
①直轄国道，直轄河川で被害を想定。 
 →情報入力負荷，紙資料ベースでは管理が困難になる程度の被害箇所数を設定。 
 →直轄国道の一級河川渡河部等複数の部の間での調整が必要な被害場面を設定。 
②自治体管理道路・河川についても被害を設定。 
③人的被害，交通機関等一般被害を設定。 
 
また，災害対応の場面として 
「発災～点検開始」 
「点検終了～被害報告」 
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の 2 つの場面を設定することとした。前者については午前中の事前説明会の最後 30 分を

用い，後者は午後の 2 時間半を予定することとした。被害箇所は各参加事務所の管轄路線・

河川に基づき，以下の路線・河川で被害を想定することとした 
 

表－５ 被害想定箇所 

事務所名 想定被害発生箇所 

庄内川河川事務所 庄内川 

名古屋国道事務所 国道 1 号，22 号，23 号 

三重河川国道事務所 鈴鹿川，雲出川，国道 1 号，23 号 

 
上記河川や路線に対して，今回システム化によるメリットが分かりやすい事項に着目し，

設定した。 
 

表－６ 想定されるメリット 

想定被害 メリット 
隣接する被害箇所 任意に地図の縮尺を変えられるた

め，隣接した被害でも見やすい。 
直轄河川と国道の被害

箇所が隣接／相互に影

響を及ぼす可能性があ

る箇所 

河川や道路の被害を同じ画面で閲

覧できる。 

 
７）自治体・他地整の参加 

自治体及び他地整の参加は行わないものとした。ただし，状況付与としては設定するも

のとした。 
 

８）必要資機材 
当日必要な資機材及び台数の調整を行った（表－７）。 
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表－７ 資機材 

資機材 必要台数・内訳 
PC 
（防災 LAN 上） 

入力者に対して各 1 台。閲覧者は，スクリーン等で共用する

ことが可能。 
理想はプレーヤー一人 1 台，コントローラー用に 3 台の計２

０台。ただし，少なくとも，10 台必要。 
＜10 台の内訳＞ 

・各事務所 1 台（混合事務所は 2 台）：入力・閲覧を 1 台

で実施 計 4 台 
・地整各部 3 台：入力，閲覧を 1 台ずつで担当 計 3 台 
・コントローラー・評価者 3 台：各部，事務所の確認用で

共用 計 3 台 
FAX FAX1 回線 
プロジェクタ 1 台（意思決定者が複数おり，画面を共通に見たいときに利

用：企画部） 
携帯電話 
（職員用内線） 

各部署・各機関に 2 台ずつ，コントローラー用に 2 台，計 16
台が理想であるが，1 台ずつとすると 8 台となる。 

 
 

４． 実証実験実施中における評価 

 

本項では実証実験における評価項目を示すとともに，実証実験中の評価者による意見及び

グループミーティングによる各被験者の意見を取りまとめた結果を示す。 

 
（１）評価方法 
 
１）評価者 
実証実験中の評価は，国総研関係者，地整コントローラー，及び意思決定者役のプレーヤ

ーが行うこととした。意思決定者役のプレーヤーは入力作業役のプレーヤーの作業を実験中

に把握することができるともに，現状の災害対応との比較という観点で評価ができるからで

ある。 
 

２）評価項目の細分化 
先に整理した評価の観点をもとに，実証実験で検討すべき事項を整理した（表－８）。 
 

表－８ 実証実験の評価項目 

検証の観点 検証内容 実験での確認項目 

１．機能そのもの 

1-①画面のみやすさ 

  アイコン等の見易さ 

   地図 描画（アイコン，線種，色等）の見やすさ 

   掲示板 文字の配置，大きさ 

  

   各種ボタン ボタンの大きさ，分かりやすさ，配置 
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検証の観点 検証内容 実験での確認項目 

  画面の分かりやすさ 

   個別画面表示 個票 

     一覧表 

   複数画面の表示   

1-②操作のしやすさ（掲示板，地図） 

  地図の操作のしやすさ 

   拡大縮小等の画面上での操作   

   
縮尺設定，表示設定等のプルダウ

ンでの操作 
  

   
位置検索，属性表示等別画面で

の操作 
  

  掲示板の操作のしやすさ 

   閲覧   

     必要な情報までのたどり着きやすさ 

     一覧表の表示設定 

     ソート，地図移動，個票表示 

   入力   

     入力画面までのたどり着きやすさ 

     
ベース情報（被害報告，点検進捗等）入力のしや

すさ 

     
追加情報（対応，関連情報，着信確認）入力の

しやすさ 

1-③画面間の遷移・リンク 

  必要な情報までのたどり着きやすさ   

  画面間移動方法の分かりやすさ   

1-④地図上への様々な情報の表示 

  背景 
項目・分類の過

不足 
  

  主題 
項目・分類の過

不足 
  

２．システムを活用することによる作業効率の向上について 

  2-1 情報の収集 

2-1-①他部からの情報の入手手

法やタイミング   

 有効性 他部の情報の閲覧が災害対応に有効であったか 

 方法 他部の情報の閲覧のしやすさ 

 所要時間 他部の情報にたどり着くまでの所要時間 

 タイミング 
他部の情報を閲覧するタイミング・ルールはどうすべ

きか 

  

2-1-②上位・下位機関の間での

情報共有の効果   

   有効性 
下位・上位機関の情報の閲覧が災害対応に有

効であったか 

   方法 下位・上位機関の情報の閲覧のしやすさ 

 
 

   所要時間 
下位・上位機関の情報にたどり着くまでの所要時

間 
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検証の観点 検証内容 実験での確認項目 

   タイミング 
下位・上位機関の情報を閲覧するタイミング・ルー

ルはどうすべきか 

2-2 情報の分析 

2-2-①地図と掲示板（個別詳細

内容）の関連付けによる効果 
作業の軽減有無 

  
2-2-②入手した情報を任意の方法で把握できる効果 例）事務所別，県単位等任意

の切り口で整理， 打ち直し，書き写し作業の解消 

  情報の取りまとめに要する作業 作業の軽減有無 

    個々の作業での所要時間 

  

 

一覧表表示項目の変更 
一覧表で登録した情報を見やすい形に加工する

ことによる効果 

2-3 情報の管理 

2-3-①情報が電子地図・電子掲

示板上に整理される効果 
作業の軽減有無 

  
2-3-②大量な情報の処理が自動

化される効果 
  

  
関連する情報の見やすさ・分かり

やすさ 
情報を関連付ける効果 

  

 

続報等の見やすさ・分かりやすさ 情報を関連付ける効果 

2-4 情報の伝達 

  
2-4-①情報システム上での着信確

認実施の効果 
  

  着信確認機能の効果 効率化，作業の軽減有無 

  所要時間 特定の情報が着信確認されるまでの所要時間 

  

   

  

  着信確認機能の操作性 操作は分かりやすかったか，要望はないか 

  
2-4-②FAX等から情報システムへ

の手段の転換の効果 
  

  効果 情報システムの効果有無 

  
  

所要時間 
特定の情報が入力・着信確認されるまでの所要

時間 

2-5 作業横断的な観点 

  

2-5-①収集～情報提供までの迅

速性 

システムへの情報入力以降とりまとめ・記者発表ま

でのトータルの作業時間 

３．システムで取り扱っている情報について 

3-①情報の重要度・伝達優先度   

  主題 項目・分類の過不足 判断に必要な情報に過不足は無いか 

  局でも表示機能の妥当性   

3-②新たに利用できるようになった（利用しやすくなった）情報の業務への利用効果 

 例）ニーズに合致した情報が入手できているか 

  

  他部の情報の取り扱いについて   

 

 
（２）評価結果 

閲覧が主業務となる本局職員からは災害情報システムによる作業支援効果について肯定

的な評価を得た。一方で入力が主業務となる事務所職員からは，見やすさ等で評価を得る
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一方で（表－９），入力作業については，改善の余地が非常に大きいとの指摘があった。 
 

表－９ 評価結果概要 

 意見 
現在のシステムに比べ作業量が少なく入力ミス

もなくなるので良い 
全般 

非常に使い易くメリットが大きい 
最新の情報が見られることは良い 
情報の共有が多くの者の間でできる 
被災状況のとりまとめが容易になった 

情報収集・整

理・共有作業支

援効果 
被害箇所が把握しやすい 
地図の情報検索ができ，特定地点（特定距離標）

の状況がピンポイントで把握し易い 
個別機能に関

する効果 
ネットワーク環境が脆弱な出張所，PC 操作に不

慣れな人には有効。地図（上の位置）に FAX 文

書が張り付くのは良い。 
 
なお，資料取りまとめ等に要した時間は事務所により異なるが，概ね 2 分 20 秒から 8

分 56 秒であった。時間の差異は，平常時にどれぐらい PC 操作を行っているかという経験

値に依存すると考えることができる。本システムでは直接の出力機能を実装していなかっ

たが，実証実験システムでの表示結果を表ソフトや文書ソフトで加工する行為自体が煩雑

という意見があった一方，とりまとめが容易になったという意見もあり，評価が分かれる

こととなった。 
また，システム安定性，操作性，地図，運用ルールについて，災害対応作業に影響を与

える種々の指摘があった。以下に概要と例を示す。 
 

i） 操作方法・表示の意味が分かりにくい部分がある 
ii） 操作ミスを防ぐ配慮が必要 
iii） 操作が煩雑，作業ステップが多すぎる 
iv） 新着情報等の確認が確実に行えるようにすべき 
v） これまでのルールの変更や追加が必要 
vi） その他 

・ システムの安定性・高速性の確保 
・ 表示されるコンピュータからのメッセージが難解・不足 
・ ユーザーに応じた表示・機能のカスタマイズが必要 
・ 適切な表示情報，表現 
・ 今後のシステムの機能の拡張等 

 

 

５．実証実験終了後のアンケート・ヒアリング調査 
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グループミーティングでの意見を整理し，補足的にアンケートを実施すると共に，結果

を整理した上で実証実験参加事務所と WG メンバーに事後評価のヒアリングを行った。ま

た，システム障害時の対応についても意見収集を行った。 
 

（１）アンケート結果 
システム全体について，操作性，機能，及び運用ルールについて自由記述での意見照会

を実施した。グループミーティング等での意見とほぼ類似しているが，見易さの点では一

定の評価があること，特に地図，掲示板，添付ファイル間のリンクがこれまでの災害対応

で課題となっていた情報管理面の問題が解決されたことに対して今後の期待が寄せられて

いることが分かった。一方で検討段階において地整中心としていたため，事務所に対する

要件定義が必ずしも十分にできておらず，批判的な意見も見受けられた。収集された意見

を以下に示す。 
 

表－１０ アンケート結果 

設問 意見者 意見 
三重河川国

道事務所 
・初めて，運用したこともあり，慣れない部分が数多くあった。 
・使い勝手の工夫は，今後必要と考えるが，地図，ファイルの連動

が出来るなど，有効なシステムである。 
・本システムは，提案業務以外でも，活用が可能と考える。 
・新システムを運用定着させるためには，なるべく通常業務におい

て，活用を図る必要がある。 
・その為，日常の苦情・要望処理や引継ぎ資料等においても，活用

を図ることが有効と考える。 
・先ずは，事務所において活用する機会を提供されたい。 

システム全体

について 

河川部 ・本局にとってはこれまでのものに比べ非常に使いやすいものに仕

上がっていると思います 
操作性につい

て 
三重河川国

道事務所 
・はじめであり，慣れていなかったが，特に違和感は，無かった。

・一部で，操作に時間がかかるシーンが見受けられた。 
・特に違和感はなかった 三重河川国

道事務所 ・トップ画面は地図のみでよい。 
・逐次入ってくる情報が，既に自分が閲覧した情報か，まだ見てい

ない情報かの区別がつかない点が改良の余地がある 

みやすさ 

河川部 

・情報とは，発信者と受信者がいて，受信者が見ることではじめて

その価値が出ることから，受信者が既に見た情報か，まだ見てい

ない情報かを区別することは重要なことであるため，例えば一度

見た情報は文字の色が変わる（ex. yahoo ニュース等のように）

と，もっと分かり易くなる 
機能の過不足 三重河川国

道事務所 
・将来は，道路管理台帳付図等の連動を期待する。 

必要なルール 三重河川国

道事務所 
・演習では，入力＝局表示の場合が想定されたが，あまり使われな

いと思う。事務所のみの運用が主体。 
 

（２）ヒアリング結果 
事務所及び地整におけるヒアリング結果を以下に示す。またシステム障害時における対

応についても同時にヒアリングを実施した。 
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１）事務所におけるヒアリング結果 
事務所においてヒアリングした結果を表－１１に示す。入力項目に対する詳細な意見を

得たが，根本的なものとして，本システムの改修の意図やシステムの位置づけが事務所に

対して必ずしも明確に伝わっておらず，今後の方針を提示することを強く求める意見が多

かった。実証実験システムの構築にあたり，局との意見交換は詳細に行い，要件定義がか

なり明確に行えたが，事務所へのヒアリングは行わなかったため，事務所の意見が組み込

めていないのと同時に，事務所に対してシステムの位置づけを周知することができなかっ

たのが大きな原因である。 
 

表－１１ 事務所ヒアリング結果 

分類 意見 
・災害時の入力体制に関しては，現在でも事務系職員も協力して情報入力を行って

いる。 
・入力するときの「局でも表示」の使い方がよくわからない。公表してまずいよう

なものは，はじめからシステムには入力しないのでは？ 現に今でも局には報告し

ないようなものは事務所で止めている。 

（リアルの場合，入力した情報がインターネットにも公開されるので，そのしくみ

に慣れていることからの発言と思われる） 

全 体 に

ついて 

・情報公開のタイミングについては，局と事務所で公開する内容も違うし，あまり

意味のない議論のような気がする 

・掲示板については，情報量が多すぎるので，もっと絞るべき 

・被害登録等の入力画面では，「取り纏め時刻」ではなく「報告時刻」とすべき。 

掲 示 板

に つ い

て ・入力画面については，全部似通っているのでなんともいえない。道路部はリアル

もあるし，入力に関しては方針を聞いてないので答えにくい 

・詳細地図は不要。管内図レベルのもので十分 

・地名による検索等はほとんど使わない。距離標がすべて。 

地 図 に

ついて 
・アイコンはもっとわかりやすくならないのか？ 

・本当に災害になったとき，国道事務所として最も重要な情報は道路が通れるか通

れないかだけ 

・被害状況の詳細な「事情」は重要視しない。事務所から発信すべき情報であるの

かどうか疑問。 

・少なくとも名国としては，PF は（局への）報告のためのツールととらえており，

その意味ではゴージャス過ぎる 

・同様の理由で，報告システムとしては使えそうだが，「災害対応」のシステムと

して使えるかはわからない。 

・道路部では，既にリアルが動いているため，PF で入力することは重荷 

・システムの乱立は望まない。局サイドから，PF のシステムの位置づけや使い方の

方針を示してもらわないと事務所としてはなんともコメントしづらい 

・ただし，PF のように統一された表現で適格な情報が提供されるのであればそれは

ありがたい。（正直言うと，河川部からの通報により冠水を発見，というような前

例がないので，そのときになってみないとわからない） 

・入力した情報が，事務所内／局内でのみ運用されるのであればよいが，リアルの

ように入力した情報がそのままインターネットにも公開されるようだと，気を遣う

・記者発表資料などは，事務所がリリースするものと局（企画）がリリースするも

のは違う。局が出すプレスリリースは欲しいが，局が本省に報告するものは，事務

所は関係ないのでいらない 

運 用 に

ついて 

・迂回路の情報に関しては，あまり重要視してない。直轄国道が通行止めのときに

迂回路に指定できるのは，直轄国道レベルの道路（公団の道路とか）のみで，県道

などを直轄国道の迂回路に指定するということはありえない 
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・CCTV は，タイムラグのある静止画では意味がないし，CCTV 用のシステムがあるの

で PF のものは見ない 

連 携 先

シ ス テ

ム に つ

いて 
・観測系のデータは，CCTV と同じく個別システムが存在するので，そちらを使い続

けたい 

注）「リアル」：道路部局内の交通規制に関わる災害情報システムの省略名 

 
２）地方整備局におけるヒアリング結果 
中部地方整備局に対するヒアリングを行った。事務所ヒアリングと比較し，実証実験以

前の検討段階での意見交換が行えていたため，運用を見越した意見を照会することができ

た。 
 

表－１２ 地方整備局ヒアリング結果 

分類 意見 
・人的被害あり，など人命に関わることは無条件に最重要情報となる。 
・掲示板一覧表のソート機能では，路線・距離標は別個にソートされても意味が

ない。ひとくくりにすべき。 

掲示板に

ついて 

・情報としては全部あがってくるはずであるから，あとは重要な情報が目立つよ

うにする表示方法の問題であると考えるが（たとえば全面通行止は赤にするな

ど）。ただし，細かい条件については現段階ではなんともいえないので調整する

必要があるであろう。 

地図につ

いて 
・距離標や背景地図データについては改めて，各部へ問い合わせ・調整。河川基

盤図データについては統一されていないという現状がある。 
・本省との調整や，全地整への導入調整が進んでいるのか？ 

・運用費用は発生しないのか？ 事務所の負担は発生しないのか？ 

・日常の体制でも使えるような仕組みを今後考えていく必要があると思っている。

・本省報告のためのツールとしても考えている。この際に，河川系の情報は責任

がもてないため，道路部として利用する際にはスクリーニングは必要と考える。

・タイトルは，入力者→事務所とすればよい。被害種類は入っていたほうがよい

であろう。 

運用につ

いて 

・点検進捗率が出せないのか？（路線単位，河川単位）その上で完了区間は地図

上に表示されるのが望ましい。 

 
 
（３）システム障害時の対応について 
１）事前準備による当日の対応の改善について 
事務所職員については，管内の地勢を把握しており距離標や住所がなくても大まかな位

置を把握することができるという意見があった。一方で既往災害での事例調査では平成 12
年度の倒壊豪雨において書類が浸水し，災害対応に困ったという課題や，新潟県中越地震

においては管内図作成を平常時業務で委託受注していた民間企業がデータを印刷し，持参

すると非常に喜ばれたという事例がある。特に図面類は応急復旧等でも必要であるため，

平常時からの情報管理が必要である。 
一方，局職員，特に企画部では，対象となる施設が多くなるため，事前に連絡先のリス

トや河川・路線の一覧等の準備必要であるということが明らかになった。防災訓練におい

ても企画部では一覧がないために点検進捗の報告があがってきたか否かの確認に時間がか
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かっていた。 
また電話のメモや取りまとめ様式，ホワイトボードへの記載方法，地図の記載方法等を

事前に決定し，その情報を共有しておくが対応の迅速化，確実化につながるため重要であ

る。同じ人が同じ作業を繰り返し行っているうちに情報を整理する能力が向上することと

なるが，災害初期には情報の取りまとめにおいて混乱が生じることになる。また災害対応

が長期化し，人員の交代を行う際には，情報の引継ぎを行うことが重要となる。 
システム障害時には今までのやり方での災害対応を実施せざるを得ないが，既存の手段

の使い方を効率化することで改善が可能な課題があることが明らかとなった。 
 
２）入力代替について 
災害対応時には，非被災事務所・地整あるいは，第三者機関等により入力作業を代行す

るという支援策が考えられるが，代替される事務所にとっては，入力作業を依頼するとい

う作業指示の作成や入力した情報の確認を行うという手間や時間が必要となり返って負荷

かかかることとなり，入力作業を行うのであれば，原則情報の作成元である事務所で実施

すべきという意見であった。 
 

 

６．まとめ 

 

システムの不慣れ・準備不足等の課題はあったが，災害対応のシナリオを作成し，実証実

験システムを利用する場面を設定することにより，想定していた評価を実施することができ

た。 

 
１）業務モデルから導くシステム構築 

本システムの構築に当たっては，災害対応業務モデルを核とし，中部地方整備局でのヒ

アリング結果を活用してモデルの具体化を行い，その結果を要件定義として実証実験シス

テムの構築と，実証実験シナリオの作成を行った。 
その結果，ヒアリングを行えた地整各部の職員に対しては実証実験システムについても

見やすい，使いやすいという結果を得ることをできた。一方，事務所職員に対してはヒア

リングを実施せず，地整からの意見を元にモデルの整理を行い，要件定義を実施した。そ

の結果，特に入力画面についての批評をいただくこととなった。システムの全体設計につ

いては，概ね良好な評価を得ることができ，モデルそのものは実務性に則したものであっ

たと考えられる。 
 

２）システム導入に向けた意識共有 

実証実験実施に当たり，導入するシステムのコンセプトが各部や事務所に対して伝わっ

ておらず，誤解を生じることがあった。また実証実験後のヒアリングでもシステム導入に

対する方針を明確に求められることがあった。特に地整や事務所においては本省主導でシ

ステムが導入されても使われない，使えないシステムとなることを懸念しており，今後実
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証実験システムとその他のシステムとの関係を明確に説明した上で普及展開していく必要

がある（図－６）。 
 

災害時業務システム

現時点での中部地方整備局各部のシステム導入体制

中部地区道路災害
情報共有システム（旧
リアル）

（治水課）防災掲示
板［予定］

道路に関する
被害情報

河川に関する
被害情報

入力・閲覧 入力・閲覧

■個別システムで入力・収集された情報
を重ね合わせて閲覧することが可能

▷ 例：被害報告/交通規制，観測

情報
■個別システムで現在取り扱っていない
情報を（入力）閲覧することが可能

▷ 例：画像，一般被害，記者発
表資料

各部のシステムで扱えない情報

現時点で中部地方整備局管内の
システムで収集できない情報について，
新災害情報サブシステムで個別に入
力機能を追加
• 一般被害等

•暫定的に自治体被害も入
力可能

• 記者発表資料・本省報告資料
• 画像
• 対応状況

新災害情報サブシステム新災害情報サブシステム

 

 

図－６ 中部地方整備局における本システムの役割 

 

３）代替入力以外の事務所支援について 

本システムの検討過程においては，事務所での情報収集が困難な場合に，非被災事務所

や地整，または第三者機関等による入力支援といった業務改善を想定していた。しかしな

がら事務所でのヒアリングでは入力作業は情報を収集した事務所または出張所が担当すべ

きという意見が多かった。代行作業には指示書の作成や作業結果の確認が伴うため，返っ

て時間がかかることがその理由である。 
入力支援の実現が難しいのであれば，例えば電子納品による図面や設計図書類を被災事

務所に送付する，あるいは航空写真やそれに基づく判読写真など事務所の現状の災害対応

では行っていないが，各種判断や作業に必要となる情報の提供による支援といった方法も

考えられる。 
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